
第３期佐野市地域福祉計画
第３次佐野市地域福祉活動計画

栃 木 県 佐 野 市
社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会

第
３
期
佐
野
市
地
域
福
祉
計
画
・
第
３
次
佐
野
市
地
域
福
祉
活
動
計
画

平
成
31
　（２
０
１
９
）年
３
月

栃
木
県
佐
野
市
・（
福
） 

佐
野
市
社
会
福
祉
協
議
会



は じ め に 
 

 少子高齢化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄

化など、地域社会を取り巻く環境の変化により、市民の

抱える福祉需要が多様化、複雑化しています。さらに、

人口減少社会が進む中、効果的かつ効率的なサービス提

供が求められています。 

 こうした中、国では、こども・高齢者・障がい者など

全ての人々が地域、暮らし、生きがいをともに創り、高

め合うことができる「地域共生社会」を提唱しています。

これは、こども・高齢者・障がい者等といった別なく、地域に暮らす人々誰もが、そ

の人の状況に合った支援が受けられるという「全世代・全対象型の地域包括支援体制」

を構築していくべきという、これからの福祉の方向性を示したものです。 

 この地域共生社会の実現に向けた取組の推進として、社会福祉法の一部が改正され

（平成３０（２０１８）年４月１日施行）、「地域福祉計画」が福祉の各分野における

共通事項を記載した上位計画として位置付けられました。 

 これらを受けまして、今般、行政・社会福祉協議会・関係機関が協働し、基本理念

のほか、新たに「推進テーマ」を設け、地域で支え合う「まちづくり」の指針となる

「第３期佐野市地域福祉計画」及び「第３次佐野市地域福祉活動計画」を一体的に策

定しました。 

 市民の皆様とともに、今後は本計画を推進し、地域共生社会の実現に向け、取り組

んでまいりますので、引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見をいただきました佐野市地域福祉計

画策定委員会委員の皆様をはじめ、市民会議やこども会議、アンケート調査にご協力

いただいた多くの市民の皆様に、心からお礼を申し上げます。 

 

平成３１（２０１９）年３月 

佐野市長 岡 部 正 英 



 

 

 

 

 

 

 

 



は じ め に 

 

急速な少子高齢化の進行に伴い、人と人の絆や地域の

つながりが希薄化するなど地域社会は大きく変容し、

個人や世帯が介護、障がい、子育て、ひきこもり、生

活困窮など複数の課題を抱え、従来の福祉制度やサー

ビスでは支援が困難なケースが増加しています。 

こうした状況に対応するためには、制度・分野ごと

の「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超え

て、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として

参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながり、お互いに支え

あいながら暮らすことのできる「地域共生社会」の実現を目指す必要があります。 

本計画は、地域福祉推進に向けた基盤づくりを目的とした佐野市の「第３期佐野市

地域福祉計画」と具体的な活動を定める本協議会の「第３次佐野市地域福祉活動計画」

の連携を強化するため、一体的に策定いたしました。  

「みんなが集い ふれあい 支えあうまちづくり」を基本理念といたしまして地域共

生社会の実現を目指し、今後も地域福祉の推進に全力をあげて取り組んでまいります

ので、行政、市民、関係団体の皆様には、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上

げます。 

結びに、本計画策定にあたり、多大なるご尽力を賜わりました佐野市地域福祉活動

計画策定委員会委員の皆様、地区座談会やこども会議で貴重なご意見をいただきまし

た皆様、並びにアンケート調査にご協力いただいた多くの市民の皆様に、心から感謝

とお礼を申し上げます。 

 

 

平成３１（２０１９）年３月 

                社会福祉法人 佐野市社会福祉協議会 

                   会 長  出  井   修 
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第１章 計画の策定にあたって 
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第１節 地域福祉とは 

 

地域福祉とは、地域の全ての人が互いに助け合い、支え合いながら、地域の誰もが尊厳を

もってその人らしく安心して暮らせる地域づくりを進めることです。また、高齢者、障がい

者、こどもなどの各分野を横断的に、さらには生活困窮者への対応や若者支援など複合的な

地域生活課題に対して、包括的な支援のあり方を考えていくものです。 

身近な人同士で普段から交流やつながりを持ちながら、地域生活課題を抱える人がいたら、

声をかけ、ちょっとした手助けをしたり、支援の仕組みへとつなげます。 

地域の全ての人たちが、それぞれの役割を担いながら連携し、誰もが安心して暮らせる地

域をつくることが目標です。 

 

■地域の支え合い（イメージ） 
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第２節 計画策定の背景 

 

かつては、日常生活における不安や悩みを相談できる相手がおり、また、世帯の状況の変

化に周囲が気づき、支えるという関係性のある地域が身近に存在していました。現在では、

地縁や血縁といった伝統的なつながりが弱くなってきており、家族の中でも一人一人が孤立

し、少子高齢化の中で世帯のさらなる少人数化が進み、地域のつながりの希薄化が進んでい

ます。 

一方、先の東日本大震災や熊本地震などでは、身近な人と人とのつながりが多くの人命を

救うとともに、被災地での暮らしを支える大きな力となっており、地域でのつながりと支え

合いの重要性が再認識されました。 

また近年、高齢者が高齢者のケアを行う「老々介護」の増加や、ひきこもりの長期化に伴

い親も高齢となり、一家が困窮する「80 代の親と 50 代の子」を意味する「8050 問題」

が顕在化しています。 

本市においても地域内でのきめ細かな支え合いの機能として、町会等多数の地域活動団体

が活動しており、今後もこうした重層的な支え合いの仕組みを維持・強化していくことが課

題となっています。 

また、社会福祉法人制度改革を通じて、社会福祉法人の一層の役割強化が提言されるなど、

社会福祉協議会をはじめとする地域の様々な主体が、より一層能動的に連携を強め、地域福

祉の推進に向けて取り組むことが期待されています。 

本計画は、こうした近年の社会経済動向や地域福祉を取り巻く状況の変化を踏まえ、今後

５年間における本市の地域福祉推進の理念や基本的な進め方と、社会福祉法人佐野市社会福

祉協議会（以下「市社協」という。）の具体的な取組を一体的に定め、地域福祉の一層の充実

を図ることを目的に策定するものです。 

 

■地域福祉を取り巻く近年の社会状況 

●少子高齢化の進行 

●高齢者世帯の増加、認知症高齢者の増加等、見守りを要する方の増加 

●福祉サービス利用の増加 

●地域福祉を支える担い手の不足、負担の増加、福祉人材の確保 

●地域のつながりの希薄化、福祉ニーズの多様化・複雑化、生活困窮者の増加・貧困の連鎖 

●高齢者、障がい児者、こども等社会的弱者の人権擁護・権利擁護 
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■地域福祉を取り巻く近年の国の動き 

年  月 事    項 

平成 26（2014）年 

１月 
子どもの貧困対策の推進に関する法律の施行 

平成 27（2015）年 

４月 
生活困窮者自立支援法の施行 

平成 27（2015）年 

４月 
介護予防・日常生活支援総合事業の開始 

平成 28（2016）年 

７月 

「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部を立ち上げ、地域包括ケア

の深化と、地域共生社会の実現に向けた取組を推進 

平成 29（2017）年 

２月 
「地域共生社会」の実現に向けた改革工程の決定 

平成 29（2017）年 

12 月 

厚生労働省からの通知「地域共生社会の実現に向けた地域福祉の推進」

による市町村地域福祉計画の策定ガイドラインの公表 

平成 30（2018）年 

4 月 

改正社会福祉法の施行（市町村による地域住民と行政等との協働によ

る包括的支援体制づくり、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計

画の策定の努力義務化） 
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第３節 地域共生社会の実現に向けて 

 

制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域

の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』

つながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会である「地

域共生社会」の実現に向けて取り組みます。 

 

 

■「地域共生社会」の実現に向けた包括的支援体制の概要 

資料：厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部資料 
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第４節 計画の位置付け 

 

本計画のうち、地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条の規定に基づき、佐野市が策定する

「市町村地域福祉計画」として位置付けます。 

また、地域福祉活動計画は、社会福祉法第 109 条の規定に基づき、社会福祉協議会の事業

の計画的な推進を目的に、市社協が策定します。 

また、地域福祉活動計画は、地域福祉の理念の実現に向けて、市民による地域福祉活動、

ボランティア・ＮＰＯ活動など、地域の多様な主体の自主的な参加による地域福祉活動の活

性化に向けて、具体的な取組を定める計画です。 

地域福祉推進に向けた基盤づくりを目的とする地域福祉計画と、具体的な活動を定める地

域福祉活動計画を一体的に策定することにより、行政、市民、団体、ボランティア・ＮＰＯ、

事業者など、地域の多様な主体の役割を明らかにし、全体で支え合う福祉のまちづくりを推

進します。 

 

 

■地域福祉計画と地域福祉活動計画の役割 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域福祉を推進していくため 

の理念や基本的な進め方 

 

佐野市地域福祉計画 

（佐野市） 

 

佐野市地域福祉活動計画 

（市社協） 

地域住民や民間が主体と 

なった具体的な取組 

 

連携・補完 

一体的に推進 
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【参考】社会福祉法（抜粋） 

 
 

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以

下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構

成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が

確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

 

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯

が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態

若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関す

る課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要と

する地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課

題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以

下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。 

 

（市町村地域福祉計画） 

第 107 条 市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以

下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組

むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 前条第一項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

２ 市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民

等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。 

３ 市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよ

う努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。 

 

（市町村社会福祉協議会および地区社会福祉協議会 ※） 

第 109 条 市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に

掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であつて、その区域内に

おける社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、

指定都市にあつてはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保

護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあつてはその区域内における社会福

祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。  

 

一  社会福祉を目的とする事業の企画及び実施  

二  社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助  

三  社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成  

四  前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

 
 

※ 第 109 条中の「地区社会福祉協議会」とは、政令指定都市における「○○区社会福祉協議会」

を指しています。 
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■本市関連計画との整合 
 

地域福祉計画の策定にあたっては、「第２次佐野市総合計画」を上位計画とし、「第５期佐

野市障がい者福祉計画・第１期佐野市障がい児福祉計画」、「佐野市子ども・子育て支援事業

計画」、「佐野市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画」、「さの健康２１プラン（第

２期計画）」、「第２次佐野市スポーツ立市推進基本計画」、「第２次佐野市生涯学習推進基本構

想・基本計画」、「佐野市バリアフリー基本構想」等の、本市の関連計画との整合を図り、策

定しました。 

また、市社協が策定する「第３次佐野市地域福祉活動計画」と一体的に策定し、連携を図

りながら推進します。 

 

 

■関連諸計画との関連図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第３期佐野市地域福祉計画 

 

第２次佐野市総合計画 

第５期佐野市障がい者福祉計画・第１期佐野市障がい児福祉計画 

佐野市子ども・子育て支援事業計画 

佐野市高齢者保健福祉計画・第７期介護保険事業計画 

さの健康２１プラン（第２期計画） 

一体的に 

策定 

 

第３次佐野市地域福祉活動計画 

第２次佐野市生涯学習推進基本構想・基本計画 

佐野市 

連携・補完 

佐野市バリアフリー基本構想 

第２次佐野市スポーツ立市推進基本計画 

など 

市社協 
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■本市関連計画の概要 

計  画  名 概          要 

第２次佐野市総合計画 

（2018 年度～2029 年度） 

まちづくりの全ての分野における行財政運営の基本となる“最上位

計画”であり、総合的かつ計画的な行財政運営を進めていくための指

針。 

「保健・医療・福祉の充実」や「安全・安心・快適な住環境の整備」、

「子育て・保育・教育環境の充実」を重視する佐野市民の意識を反映

したものであり、参画・協働のまちづくりを進めるための共通の目標

としている。 

第５期佐野市障がい者福祉

計画・第１期佐野市障がい

児福祉計画 

（2018 年度～2020 年度） 

障がい者福祉の理念や施策に関する計画である「障がい者計画」と、

障がい福祉サービス、地域生活支援事業、障がい児通所支援等の確保

に関する計画である「障がい福祉計画・障がい児福祉計画」を一体的

に策定したもの。 

障がいの有無にかかわらず、住み慣れた地域で安心して暮らせる地

域共生社会の実現を目指して、施策の推進を図ることとしている。 

佐野市子ども・子育て支援

事業計画 

（2015 年度～2019 年度） 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等の

実施に関する事項を明らかにしたもの。 

子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよ

う、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業に関連する施策を円

滑に実施することとしている。 

佐野市高齢者保健福祉計

画・第７期介護保険事業計

画 

（2018 年度～2020 年度） 

老人福祉計画と介護保険事業計画を一体的に策定し、高齢者福祉施

策を総合的かつ計画的に進めるための基本方針を明らかにしたもの。 

地域包括ケアシステムの着実な構築に向けた取組を進め、高齢者が

地域で自立した生活を営めるような地域共生社会を目指すこととして

いる。また、地域コミュニティの人材や社会資源を最大限に活用し、

地域全体で高齢者を支える体制づくりを進めることとしている。 

さの健康２１プラン 

（第２期計画） 

（2014 年度～2023 年度） 

健康増進法第８条第２項に基づき策定する、市町村健康増進計画。 

地域や行政が連携して、個人の健康づくりを支え、一人でも多くの

市民が心身ともに健康でいられる期間を延ばすことができるよう、最

終目標を「すべての市民の健康寿命の延伸」としている。 

第２次佐野市スポーツ立市

推進基本計画 

（2018 年度～2021 年度） 

「スポーツ基本法」における「地方スポーツ推進計画」であり、「ス

ポーツ立市」を掲げ、スポーツを基盤に市民が豊かに暮らし、スポー

ツツーリズムとの調和によって賑やかに人が行き交う活力の溢れるま

ちを将来像としたもの。 

第２次佐野市生涯学習推進

基本構想・基本計画 

（2019 年度～2029 年度） 

生涯学習推進施策の指針であるとともに、生涯学習やまちづくりの

推進における、参画と協働を市民に対して呼びかけることを目的とし

たもの。 

 「『私』の学習から始まる参画と協働」を基本理念のメインテーマと

して、個人の学習からまちづくりへの参画・協働に発展していくこと

を目指し、総合行政による生涯学習推進を図ることとしている。 

佐野市バリアフリー 

基本構想 

（2017 年度～2026 年度） 

国のバリアフリー新法に基づき、重点整備地区を定め、当該地区に

おけるバリアフリー化を推進するための構想。 

高齢者、障がい者等が利用する施設が集まる佐野駅周辺地区を重点

整備地区とし、建築物や道路、公園等の重点的かつ一体的なバリアフ

リー化を推進することを目的としている。   
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第５節 計画の期間 

 

本計画は、2019 年度から 2023 年度までの５年間を計画期間とします。また、必要に応

じ、中間年に計画の見直しを行います。 

 

■本計画の期間 

年　　　度
2014

年度

2015

年度

2016

年度

2017

年度

2018

年度

2019

年度

2020

年度

2021

年度

2022

年度

2023

年度

2024

年度

地域福祉計画

地域福祉活動計画

年　　　度
2014

年度

2015

年度

2016

年度

2017

年度

2018

年度

2019

年度

2020

年度

2021

年度

2022

年度

2023

年度

2024

年度

第２次佐野市総合計画

第５期佐野市障がい者
福祉計画
（第１期佐野市障がい
児福祉計画）

第３期
第７期

(第３期)

佐野市子ども・子育て
支援事業計画　※

佐野市高齢者保健福祉
計画・第７期介護保険
事業計画

第５期 第９期

さの健康２１プラン
（第２期計画）

第３期

第２次佐野市スポーツ
立市推進基本計画

第２次佐野市生涯学習
推進基本構想・基本計
画

佐野市バリアフリー
基本構想

第２期

第２次前期第１次後期（2013～）

第１次（～2026）

第３次第１次 第２次

第２次中期（～2025）

第１期 （第２期）

第６期 第７期 第８期

第１次（2007～） 第２次（～2029）

第４期
第５期

（第１期）
第６期

（第２期）

次
期

第３期・第３次

（本計画）

第２期

第２次

 
 

■本市関連計画の期間 

※2014 年度までは、「次世代育成支援行動計画」として策定 
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第６節 計画の策定体制等 

 

本計画の策定においては、「市民参加」の考え方を重視し、市民意見の反映に向けて、次の

体制・手順により策定しました。 

 

■計画の策定体制等 

 

市民意向の把握 

平成 29（2017） 

年度 

●市民アンケート調査 

（20 歳以上の市民 2,500 人を対象とした意向調査） 

●地区座談会（市民会議） 

（18 地区において開催、市民（合計 442 名）による意見交換会） 

●こども会議 

（小学生 14 名、中学生 15 名によるグループディスカッション） 

 

 

課題の把握 
●市・市社協 

（市民意向や社会資源等の整理、課題抽出作業等） 

 

 

計画原案の検討 

●庁内検討委員会（市）・検討委員会（市社協） 

（庁内各課、社協職員で構成される検討組織） 

●佐野市地域福祉計画策定委員会・佐野市地域福祉活動計画策定委員会 

（有識者、公募市民、関係機関・団体の代表者で構成される検討組織） 

 

 

市民意見の公募 
●パブリック・コメント手続 

（市民等から計画案に対する意見等を求める） 

 

 

計画の決定 ●市・市社協において計画の決定 

 

 

 

 

 

計画の公表・実践 
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第２章 地域福祉を取り巻く状況 
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第１節 統計データからみる本市の状況 

 

（１）人口の状況 

平成 12（2000）年から平成 27（2015）年にかけて、本市の総人口は 125,671 人か

ら 118,919 人へと 6,752 人減少しています。その中で、65 歳以上の高齢者人口は、

24,547 人から 33,079 人へと 8,532 人増加しており、高齢化率も 19.5％から 28.0％へ

と 8.5 ポイント増加しています。 

一方で、15～64 歳人口は、82,726 人から 70,826 人へと 14.4％減少しており、総人

口に占める割合も 65.8％から 59.9％へと 5.9 ポイント減少しています。 

また、０～14 歳人口は、18,396 人から 14,364 人へと 21.9％減少しており、総人口

に占める割合も 14.6％から 12.1％へと 2.5 ポイント減少しています。 

 

■人口の推移 

（人） 

平成 12 

（2000）年 

平成 17 

（2005）年 

平成 22 

（2010）年 

平成 27 

（2015）年 

65 歳以上 24,547 27,066 29,394 33,079 

15～64 歳 82,726 80,143 75,834 70,826 

０～14 歳 18,396 16,710 15,402 14,364 

総数 125,671 123,926 121,249 118,919 

18,396 16,710 15,402 14,364

82,726 80,143 75,834 70,826

24,547 27,066 29,394 33,079

125,671 123,926 121,249 118,919

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成12

（2000）年

平成17

（2005）年

平成22

（2010）年

平成27

（2015）年

人

65歳以上

15～64歳

０～14歳

 

資料：国勢調査（総数には年齢不詳含む） 
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■人口構成の推移 

 

（％） 

平成 12 

（2000）年 

平成 17 

（2005）年 

平成 22 

（2010）年 

平成 27 

（2015）年 

65 歳以上 19.5 21.8 24.4 28.0 

15～64 歳 65.8 64.7 62.9 59.9 

０～14 歳 14.6 13.5 12.8 12.1 

14.6 13.5 12.8 12.1

65.8 64.7 62.9 59.9

19.5 21.8 24.4 28.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成12

（2000）年

平成17

（2005）年

平成22

（2010）年

平成27

（2015）年

65歳以上

15～64歳

０～14歳

 

資料：国勢調査（年齢不詳除いて算出） 

 

■地区別人口・地区別高齢化率の推移 

 平成 28（2016）年度 平成 29（2017）年度 前年比較増減 

65 歳以上 

人口（人） 

高齢化率 

（％） 

65 歳以上 

人口（人） 

高齢化率 

（％） 

65 歳以上 

人口（人） 

高齢化率 

（％） 

佐野地区 3,696 29.8 3,718 30.0 22 0.2 

植野地区 4,225 25.4 4,277 25.6 52 0.2 

界地区 1,653 23.2 1,683 23.8 30 0.6 

犬伏地区 4,752 25.1 4,892 25.8 140 0.7 

堀米地区 2,767 22.7 2,824 23.2 57 0.5 

旗川地区 1,368 32.0 1,383 32.6 15 0.6 

吾妻地区 805 35.2 819 36.0 14 0.8 

赤見地区 2,900 31.0 2,970 32.2 70 1.2 

田沼地区 2,226 25.9 2,261 26.1 35 0.2 

田沼南部地区 1,261 26.1 1,302 27.3 41 1.2 

栃本地区 693 34.3 708 35.8 15 1.5 

田沼北部地区 852 35.2 862 36.2 10 1.0 

戸奈良地区 426 36.7 435 37.7 9 1.0 

三好地区 753 32.2 769 33.4 16 1.2 

野上地区 484 47.0 482 49.0 △2 2.0 

新合地区 1,091 30.3 1,133 32.0 42 1.7 

飛駒地区 512 39.3 512 40.3 0 1.0 

葛生地区 3,918 41.2 3,905 42.0 △13 0.8 

合計 34,382 28.7 34,935 29.3 553 0.6 

資料：介護保険課（各年度末現在）  
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（２）世帯の状況 

平成 12（2000）年から平成 27（2015）年にかけて、本市の世帯数は 42,088 世帯か

ら 46,301 世帯へと 4,213 世帯増加しています。 

高齢者のいる世帯は 16,922 世帯から 21,965 世帯へと 5,043 世帯増加しています。ま

たその中で、夫婦のみ世帯、ひとり暮らし世帯ともに増加しており、特にひとり暮らし世帯

は 2,489 世帯から 5,163 世帯へと約２倍に増加しています。 
 

■世帯の推移 

（世帯） 

平成 12 

（2000）年 

平成 17 

（2005）年 

平成 22 

（2010）年 

平成 27 

（2015）年 

一般世帯総数 42,088 43,830 45,108 46,301 

高齢者のいる世帯 16,922 18,452 19,806 21,965 

 夫婦のみ世帯 3,550 4,182 4,810 5,658 

ひとり暮らし世帯 2,489 3,289 4,054 5,163 

42,088 43,830 45,108 46,301

16,922 18,452 19,806 21,965

3,550 4,182 4,810 5,658
2,489 3,289 4,054 5,163

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成12（2000）年 平成17（2005）年 平成22（2010）年 平成27（2015）年

世帯 一般世帯総数 高齢者のいる世帯 夫婦のみ世帯 ひとり暮らし世帯

資料：国勢調査 

（３）障がい児者の状況 

平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度にかけて、本市の障害者手帳所持者数

は、身体障害者手帳で 4,262 人から 3,641 人へと推移しています。 

また、同期間に療育手帳で 902 人から 1,028 人、精神障害者保健福祉手帳で 770 人か

ら 931 人へとそれぞれ増加しています。 
 

■障害者手帳所持者数の推移 

（人） 

平成 25

（2013） 

年度 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

平成 29

（2017） 

年度 

身体障害者手帳所持者 4,262 4,403 4,511 4,071 3,641 

療育手帳所持者 902 937 986 1,011 1,028 

精神障害者保健福祉手帳所持者 770 821 850 892 931 

合 計 5,934 6,161 6,347 5,974 5,600 

770 821 850 892 931
902 937 986 1,011 1,028

4,262 4,403 4,511 4,071 3,641

5,934 6,161 6,347 5,974
5,600

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成25

（2013）年度

平成26

（2014）年度

平成27

（2015）年度

平成28

（2016）年度

平成29

（2017）年度

人 身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者保健福祉手帳所持者

 
資料：障がい福祉課（各年度末現在） 
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（４）介護保険認定者の状況 

平成 25（2013）年から平成 29（2017）年にかけて、本市の介護保険認定者数は、5,805

人から 6,336 人へと約 1.1 倍に増加しています。 

要介護度別にみると、要支援１から要介護１及び要介護４でそれぞれ増加しています。 

 

■介護保険認定者数の推移 

（人） 

平成 25 

（2013）年 

平成 26 

（2014）年 

平成 27

（2015）年 

平成 28

（2016）年 

平成 29

（2017）年 

要支援１ 648 731 815 893 883 

要支援２ 932 1,010 1,013 978 1,043 

要介護１ 833 936 992 1,088 1,079 

要介護２ 1,017 967 965 961 988 

要介護３ 871 853 870 857 871 

要介護４ 853 884 892 891 902 

要介護５ 651 614 619 577 570 

合 計  5,805 5,995 6,166 6,245 6,336 

648 731 815 893 883

932 1,010 1,013 978 1,043

833
936 992 1,088 1,079

1,017
967 965 961 988

871
853 870 857 871

853
884 892 891 902651
614 619 577 570

5,805 5,995 6,166 6,245 6,336

0

2,000

4,000

6,000

8,000

平成25

（2013）年

平成26

（2014）年

平成27

（2015）年

平成28

（2016）年

平成29

（2017）年

人

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

 

資料：介護保険事業状況報告（平成 29 年は９月月報値） 
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（５）こどもの状況 

平成 24（2012）年度から平成 28（2016）年度にかけて、本市の出生数は平成 25

（2013）年度の 912 人をピークに減少傾向となっています。合計特殊出生率については、

平成 25（2013）年度の 1.47 をピークに、1.4 前後で推移しています。 
 

■出生数の推移 

 平成 24

（2012）

年度 

平成 25

（2013） 

年度 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

出生数（人） 872 912 855 841 808 

出生率（‰） 7.3 7.6 7.2 7.1 6.8 

合計特殊出生率※ 1.38 1.47 1.43 1.36 1.39 
 

※合計特殊出生率：15 歳から 49 歳の女性の年齢別平均出生率を合計した数値で、一人の女性が一生

に産むこどもの数の平均を表す数値 

872 912
855 841 808

7.3 7.6 7.2 7.1 6.8

1.38 1.47 1.43 1.36 1.39
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資料：栃木県保健統計年報  

（６）ボランティア・ＮＰＯ登録数の状況 

平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度にかけて、本市のボランティア・ＮＰ

Ｏ団体数は 107 団体から 130 団体へと増加しています。一方、個人登録者数は 68 人から

60 人へと減少しています。 
 

■ボランティア・ＮＰＯ登録数の推移 

 平成 25

（2013） 

年度 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

平成 29

（2017） 

年度 

団体数（団体） 107 112 121 124 130 

個人登録者数（人） 68 58 62 57 60 

107 112
121 124 130

68
58 62 57 60
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平成25
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（2015）年度

平成28
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平成29

（2017）年度

団体・人 団体数（団体） 個人登録者数（人）

 
※佐野市市民活動センターへの登録数 

資料：佐野市市民活動センター（各年度末現在） 



２０ 

 

（７）募金活動の状況 

平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度にかけて、共同募金額は 10,396 千

円から 10,138 千円へと減少しています。また、日本赤十字社活動資金の募金額は 11,548

千円から 11,051 千円へと減少しています。 
 

■募金活動の推移 

（千円） 

平成 25

（2013） 

年度 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

平成 29

（2017） 

年度 

共同募金 10,396 10,704 10,142 10,162 10,138 

日本赤十字社活動資金の募金 11,548 11,472 11,482 11,084 11,051 

10,396 10,704 10,142 10,162 10,138
11,548 11,472 11,482 11,084 11,051
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千円 共同募金 日本赤十字社活動資金の募金

資料：社会福祉課、市社協（各年度末現在） 

 

（８）シルバー人材センターの状況 

平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度にかけて、シルバー人材センターの登

録者数は 728 人から 599 人へと減少しています。また、活動件数は 7,451 件から 5,010

件へと減少しています。 
 

■シルバー人材センター登録者数・活動件数の推移 

 平成 25

（2013） 

年度 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

平成 29

（2017） 

年度 

登録者数（人） 728 669 618 577 599 

活動件数（件） 7,451 5,991 5,484 5,219 5,010 

728 669 618 577 599

7,451
5,991 5,484 5,219 5,010
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人・件 登録者数（人） 活動件数（件）

 

資料：シルバー人材センター（各年度末現在） 
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（９）生活保護の状況 

平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度にかけて、被保護世帯は 944 世帯から

952 世帯へとわずかに増加しています。一方、被保護人員は、1,199 人から 1,156 人へと

わずかに減少しています。 
 

■被保護世帯等の推移 

 平成 25

（2013） 

年度 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

平成 29

（2017） 

年度 

被保護世帯（世帯） 944 930 931 945 952 

被保護人員（人） 1,199 1,171 1,161 1,165 1,156 

944 930 931 945 952

1,199 1,171 1,161 1,165 1,156

0
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世帯・人 被保護世帯（世帯） 被保護人員（人）

 

資料：社会福祉課（各年度平均） 

 

（10）避難行動要支援者の状況 

平成 26（2014）年度から平成 29（2017）年度にかけて、避難行動要支援者数は 3,000

人台から 4,000 人台で推移しています。 
 

■避難行動要支援者数の推移 

（人） 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

平成 29

（2017） 

年度 

避難行動要支援者名簿登録者数 3,274 4,024 4,612 3,889 

3,274

4,024
4,612

3,889
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人

 

資料：社会福祉課（各年度末現在） 

 



２２ 

 

（11）地域活動の状況 

平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度にかけて、町会加入世帯数は 43,353

世帯から 43,535 世帯へとわずかに増加しています。また、加入率は 88.2％から 86.1％

へと推移しています。 
 

■町会加入世帯数・加入率の推移 

 平成 25

（2013） 

年度 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

平成 29

（2017） 

年度 

加入世帯数（世帯） 43,353 43,481 43,552 43,534 43,535 

加入率（％） 88.2 87.8 87.5 86.9 86.1 

43,353 43,481 43,552 43,534 43,535

88.2 87.8 87.5
86.9

86.1
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％世帯 加入世帯数（世帯） 加入率（％）

 

資料：市民活動促進課（各年４月１日現在） 

 

平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度にかけて、老人クラブ会員数は 5,985

人から 4,619 人へと減少しています。また、クラブ数は 136 クラブから 116 クラブへと

減少しています。 
 

■老人クラブ会員数・クラブ数の推移 

 平成 25

（2013） 

年度 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

平成 29

（2017） 

年度 

会員数（人） 5,985 5,855 5,515 5,24５ 4,619 

クラブ数（クラブ） 136 135 131 126 116 

5,985 5,855 5,515 5,245
4,619

136 135 131 126 116
0
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資料：いきいき高齢課（各年度末現在） 
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平成 25（2013）年度から平成 29（2017）年度にかけて、民生委員児童委員の活動日

数は 33,000 日台から 35,000 日台で推移しています。また、相談件数は 5,908 件から

3,609 件へと減少しています。 
 

■民生委員児童委員活動の推移 

 平成 25

（2013） 

年度 

平成 26 

（2014） 

年度 

平成 27

（2015） 

年度 

平成 28

（2016） 

年度 

平成 29

（2017） 

年度 

活動日数（日） 33,459 35,302 33,797 34,045 34,563 

相談件数（件） 5,908 4,993 4,394 4,002 3,609 

33,459 35,302 33,797 34,045 34,563

5,908 4,993 4,394 4,002 3,609
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資料：社会福祉課（各年度末現在） 

（12）安全・安心の状況 

本市のみの件数となる平成 27（2015）年度から平成 29（2017）年度にかけて、本市

の救急車出動件数は 4,533 件から 4,455 件へとわずかに減少傾向となっています。 
 

■救急車出動件数（佐野市・岩舟町）の推移 

（件） 

平成 25

（2013）年 

平成 26 

（2014）年 

平成 27

（2015）年 

平成 28

（2016）年 

平成 29

（2017）年 

火災 10 8 26 10 24 

自然災害 - - 2 1 - 

水難 1 2 - 3 - 

交通 611 513 521 487 526 

労働災害 60 41 47 50 51 

運動競技 26 19 24 20 16 

一般負傷 599 506 490 448 473 

加害 23 27 16 22 7 

自損行為 82 51 42 45 40 

急病 3,174 2,992 2,887 2,967 2,881 

その他 442 462 478 400 437 

総数 5,028 4,621 4,533 4,453 4,455 

平成 26 年 4 月 1 日から、岩舟町の消防事務は栃木市の管轄となった。 

そのため表中のデータは、平成 26 年の 1 月～3 月までは岩舟町を含めた件数、 

平成 26 年 4 月以降は岩舟町を含めない佐野市内のみの件数となる。 

資料：消防本部調（各年１～12 月の合計） 



２４ 

 

第２節 アンケート調査結果からみる市民意識の現状 

 

（１）調査の概要 

平成 29 年９月から 11 月にかけて、本市の 20 歳以上の市民 2,500 人に対して、近所付

き合いやボランティア活動、地域福祉活動等に関するご意見をうかがい、本計画の策定に反

映することを目的に、アンケート調査を実施しました。974 人が回答し、回収率は 39.0％

でした。 

なお、地域福祉計画の策定に係るアンケート調査として平成 24 年 10 月に市が実施した

調査（「前回」と表記）と、市と市社協合同で平成 29 年９月から 11 月にかけて実施した今

回の調査結果（「今回」と表記）との比較を適宜行っています。 

 

 

（２）調査結果について 

アンケートの設問に対する主な調査結果は次のとおりです。なお「巻末の資料編（P.161）」

に概要を掲載しています。 

 

 

①身近な地域での付き合いについて 

「地域」の範囲の捉え方【問 8】については、「地区（市内 20 の区分け）」が大幅に増加

している一方で、それより狭い範囲が減少しています。 
 

【問 8】「地域」の範囲（単数回答） 

単数回答

隣近所

町会・自治会

小学校区

中学校区

地区（問３の地区）

佐野市全域

その他

不明

9.1 

31.6 

8.4 

3.6 

22.4 

18.2 

2.2 

4.5 

14.0 

34.2 

12.3 

4.3 

9.7 

19.0 

1.1 

5.5 

0% 10% 20% 30% 40%

今回（n=974） 前回（n=1,101）  

 



２５ 

 

近所付き合いの程度【問 13】については、「会えばあいさつをする程度」が約４割で最も

高く、前回調査から増加しています。一方で、「困ったときに相談したり、助け合う」「お互

いに訪問し合う」「立ち話をする程度」はいずれも減少しており、より親密な近所付き合いが

希薄化していることがうかがえます。 
 

【問 13】近所付き合いの程度 

11.5 

14.6 

6.2 

8.6 

30.7 

35.1 

41.7 

33.0 

6.5 

4.8 

3.5 

3.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（n=974）

前回（n=1,101）

困ったときに相談したり、助け合う お互いに訪問し合う 立ち話をする程度

会えばあいさつをする程度 ほとんど付き合いはない 不明

単数回答

 

 

 

今後希望する近所付き合いの程度【問 14】については、「会えばあいさつをする程度」が

前回調査から増加しているものの、「困ったときに相談したり、助け合う」「お互いに訪問し

合う」「立ち話をする程度」が合わせて６割強となっており、今以上に親密な近所付き合いを

望んでいることもうかがえます。 

 

【問 14】今後希望する近所付き合いの程度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②地域活動への参加について 

地域の行事や活動への参加状況【問 11】については、「よくしている」「ある程度してい

る」を合わせた割合が５割弱と前回調査に比べて増加し、「全くしていない」が 10 ポイント

以上減少したことから、市民の地域活動への参加が進んだことがうかがえます。 

一方で、30 歳代以下では「全くしていない」が４割以上となっており、若年層の地域活

動への参加促進が必要となっています。 

 

24.9 

32.3 

6.3 

10.1 

31.7 

32.3 

30.3 

19.5 

1.1 

1.5 

1.8 

1.9 

3.8 

2.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（n=974）

前回（n=1,101）

困ったときに相談したり、助け合う お互いに訪問し合う 立ち話をする程度

会えばあいさつをする程度 付き合いができない 付き合いをしたくない

不明

単数回答



２６ 

 

【問 11】地域行事への参加状況 

15.7 

13.7 

33.9 

24.7 

17.0 

15.9 

30.4 

42.0 

3.0 

3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（n=974）

前回（n=1,101）

よくしている ある程度している あまりしていない 全くしていない 不明

単数回答

 

 
単位：％ ｎ よくしている 

ある程度 

している 

あまり 

していない 
全くしていない 不明 

年
代
別 

20 歳代 58 1.7 6.9 19.0 70.7 1.7 

30 歳代 112 11.6 32.1 13.4 41.1 1.8 

40 歳代 128 14.1 31.3 21.9 31.3 1.6 

50 歳代 142 9.9 45.1 17.6 26.8 0.7 

60 歳代 222 17.6 40.1 21.2 18.5 2.7 

70 歳以上 305 21.3 31.5 12.8 28.9 5.6 

※年代別・地域別集計では、不明を含まず、母数が全体とは異なります。（以下同様） 

 

参加しない理由【問 11-1】については、前回調査同様に「仕事や家事・育児などで時間

に余裕がない」が約４割で最も高くなっています。また、「参加の方法がわからない」「どの

ような行事や活動があるか知らない」も少なくないことから、今後一層の情報提供の充実が

求められます。 

 

【問 11-1】参加しない理由 

複数回答

仕事や家事・育児などで時間に余裕がない

参加の方法がわからない

どのような行事や活動があるか知らない

参加したい行事や活動がない

参加したくない

その他

不明

41.3 

10.4 

19.3 

18.0 

22.5 

19.0 

1.1 

40.8 

7.7 

17.3 

18.4 

19.8 

18.8 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

今回（n=462） 前回（n=637）  
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地域の町会・自治会の活動内容【問 12】については、「清掃活動」、「回覧板の手渡し」、「近

所とのあいさつ・声かけ」では「いつも参加している」が５割を超えています。 

 
【問 12】地域の町会・自治会の活動内容 

n=974 単数回答

⑱その他

⑦ 運動会

⑧ お祭り

⑨ 葬儀のお手伝い

⑩ 回覧板の手渡し

⑪ 近所とのあいさつ・声かけ

⑫ 高齢者ふれあいサロン

⑬ 健康づくりサークル

⑭ 三世代交流活動

⑮ 防災訓練

⑯ 小学生の登下校の見守り

⑰ 高齢者のみの世帯への声かけ・安否確認

⑥ シニア（老人）クラブ活動

① 会合

② 清掃活動

③ 防犯活動

④ ラジオ体操

⑤ 子ども会の活動

24.3 

50.0 

6.8 

3.1 

6.9 

4.2 

13.3 

16.0 

23.6 

55.2 

57.8 

2.4 

3.5 
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3.7 

1.7 

1.4 

21.6 

15.0 

5.3 

2.7 

5.4 

3.6 

13.1 

20.5 

13.4 

14.0 

19.8 

3.6 

3.1 

1.6 

5.7 

6.4 

7.0 

0.3 

24.5 

16.0 

41.4 

40.1 

49.4 

54.8 

43.7 

36.0 

28.2 

12.7 

5.2 

49.3 

48.9 

45.8 

40.8 

58.2 

50.1 

7.5 

1.2 

0.4 

7.0 

16.7 

1.4 

2.1 

4.4 

3.4 

6.5 

0.7 

0.2 

3.1 

3.6 

4.7 

7.0 

1.6 

2.0 

0.2 

12.8 

6.0 

20.4 

17.6 

16.4 

18.1 

7.6 

6.8 

10.6 

4.1 

3.6 

23.6 

23.2 

27.1 

22.7 

11.5 

20.7 

4.8 

15.5 

12.6 

19.1 

19.8 

20.4 

17.2 

17.8 

17.2 

17.7 

13.2 

13.3 

18.1 

17.8 

19.3 

18.8 

18.6 

18.5 

85.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いつも参加している ときどき参加している

参加していない 町会・自治会が行っていない

活動のことを知らない 不明
 

 

ボランティア活動・ＮＰＯ活動の状況【問 21】については、前回調査同様に「活動した

ことはない」が最も高く、「現在活動している」が１割未満となっています。 

 
【問 21】ボランティア活動・ＮＰＯ活動の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

単数回答

現在活動している

現在はしていないが、以前に活動していた
ことがある

活動したことはない

不明

6.2 

12.5 

78.7 

2.6 

7.4 

15.0 

73.8 

3.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

今回（n=974） 前回（n=1,101）
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活動している人の活動の中で困ったこと、苦労したこと【問 21-2】については、「継続的

に活動することが難しい」が約３割と前回調査から微増して最も高く、次いで「一緒に活動

する人が少ない」が２割半ばとなっています。 

 
【問 21-2】活動の中で困ったこと・苦労したこと 

複数回答

一緒に活動する人が少ない

活動費などの資金が乏しい

地域の理解や支持が得られない

活動する場所がない・少ない

組織をまとめる人がいない

継続的に活動することが難しい

活動内容のレベルアップが難しい

自分の特技を活かすことができない

他の団体や活動者との連携が難しい

その他

特に困ったこと、苦労したことはない

不明

25.3 

13.2 

5.5 

4.9 

7.7 

30.8 

11.5 

1.1 

3.8 

3.8 

24.2 

18.7 

32.8 

19.0 

7.3 

7.3 

5.3 

29.1 

10.9 

2.0 

8.1 

2.4 

22.7 

10.9 

0% 10% 20% 30% 40%

今回（n=182） 前回（n=247）
 

 

今後のボランティア活動・ＮＰＯ活動への参加意向【問 22】については、「おおいに活動

したい」「できれば活動したい」を合わせた割合が約３割と前回から減少して、「あまり活動

したくない」が前回調査から増加して最も高くなっていることから、ボランティア活動をは

じめとした地域における活動の担い手の確保に向けた、活動の効果的な周知や参加しやすい

仕組みづくりが求められます。 

 
【問 22】今後のボランティア活動・ＮＰＯ活動への参加意向 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8 

3.5 

27.7 

35.7 

38.1 

30.8 

22.5 

23.5 

8.9 

6.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（n=974）

前回（n=1,101）

おおいに活動したい できれば活動したい あまり活動したくない 活動したくない 不明

単数回答
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③地域活動における助け合い・支え合いについて 

不安や悩みの相談先【問９】については、「同居の家族」が６割半ばで最も高く、次いで「親

族」「近所の知人・友人」が続いています。一方で「相談できる人がいない」が 3.8％となっ

ており、相談したくてもできない人が一定数いることがうかがえます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

社会福祉協議会に期待すること【問 30】については、「気軽に相談できる福祉総合相談の

充実」が３割半ばで最も高くなっており、相談に対するニーズが高いことがうかがえます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問９】不安や悩みの相談先 

【問 30】社会福祉協議会に期待すること 

n=974 複数回答

近所以外の知人・友人

同居の家族

別居の家族

親族

民生委員児童委員

近所の知人・友人

町会・自治会の役員

その他

相談できる人がいない

だれかに相談する必要はない

不明

67.8 

21.3 

30.6 

2.1 

26.4 

20.2 

6.6 

3.7 

3.8 

4.5 

2.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

複数回答

ボランティア活動への参加促進と支援

住民による見守りや支え合い活動への
支援

隣近所や町内会など、交流活動への支援

気軽に相談できる福祉総合相談の充実

在宅生活の福祉サービスの充実

地域住民への福祉に関する研修会や
啓発活動の充実

学校における福祉体験学習の推進

福祉サービスに関する広報活動など
情報発信の充実

その他

特にない

不明

11.4 

17.2 

14.2 

35.9 

21.8 

5.3 

8.3 

20.5 

1.4 

13.1 

6.5 

12.7 

17.3 

13.4 

31.9 

23.6 

5.0 

8.5 

19.4 

1.4 

9.8 

11.8 

0% 10% 20% 30% 40%

今回（n=974） 前回（n=1,101）
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支援が必要な人・気にかかる人の存在【問 19】については、「わからない」が約４割で最

も高く、特に佐野地域、田沼地域では３～４割と高くなっているほか、葛生地域では「高齢

者のみ世帯」が４割弱と他の地域に比べて高くなっています。 

 
【問 19】支援が必要な人・気にかかる人の存在 

n=974 複数回答

その他

いない

わからない

不明

高齢者のみの世帯

寝たきりの人

認知症の人

病気療養中の人

ひきこもりの人

生活困窮者

29.4 

1.0 

4.9 

6.4 

5.0 

1.8 

2.3 

20.9 

41.3 

4.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%  

 
単位：％ ｎ 

高
齢
者
の

み
の
世
帯 

寝
た
き
り

の
人 

認
知
症
の

人 病
気
療
養

中
の
人 

ひ
き
こ
も

り
の
人 

生
活
困
窮

者 そ
の
他 

い
な
い 

わ
か
ら
な

い 不
明 

地
域
別 

佐野地域 657 27.4 0.5 4.1 5.5 4.6 1.7 1.5 19.8 46.0 4.6 

田沼地域 225 30.7 2.2 5.8 7.6 6.7 1.8 3.6 21.8 35.6 5.8 

葛生地域 83 39.8 2.4 8.4 8.4 4.8 3.6 4.8 30.1 18.1 4.8 

 

また、生活困窮問題への支援制度に対する考え【問 20】については、「身近な問題として

直面していないが、必要な制度だと思う」が約６割で最も高くなっているほか、「身近な問題

として直面しており、必要な制度だと思う」が１割半ばと、支援を必要とする人や身近に生

活に困窮している人が一定数いることがうかがえます。 

【問 20】生活困窮問題への支援制度に対する考え 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=974 単数回答

不明

身近な問題として直面しており、

必要な制度だと思う

身近な問題として直面していないが、

必要な制度だと思う

必要のない制度だと思う

わからない

その他

13.2 

61.5 

2.2 

17.1 

1.2 

4.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%



３１ 

 

地域の人にしてほしい手助け【問 16】については、全体的に前回調査から減少傾向にあ

るものの、「緊急時の手助け」が４割強で最も高く、次いで「安否確認の声かけ」となってい

ます。 

また、可能な手助け【問 17】については、「安否確認の声かけ」、「趣味などの話し相手」、

「ごみ出し」、「家の前などの掃除」、「緊急時の手助け」において、「できる」「ときどきでき

る」を合わせた割合が過半数を超えています。 

 

【問 16】地域の人にしてほしい手助け 【問 17】可能な手助け  

40.0

8.0

15.5

17.8

10.8

6.0

6.0

4.0

13.7

3.6

14.4

42.1

4.2

4.7

51.6

12.3

22.3

20.2

16.8

8.1

8.2

5.1

11.7

4.6

19.8

54.9

7.9

7.9

0% 20% 40% 60%

① 安否確認の声かけ

② 趣味などの話し相手

③ 買い物の手伝い

④ ごみ出し

⑤ 外出の手助け

⑥ 家の前などの掃除

⑦ 短時間の子どもの預かり

⑧ 子どもの送り迎え

⑨ 子どもの通学路の見守り

⑩ 子育てについての相談

⑪ 高齢者等の介護

⑫ 緊急時の手助け

⑬ 家の中の掃除

⑭ 洗濯や炊事

今回（n=974） 前回（n=1,101）  
 

※「できる」「ときどきできる」を合わせた割合 

 

 

79.5

50.2

47.0

58.7

34.9

60.4

27.9

25.7

42.9

35.1

22.8

62.6

26.3

22.8

79.1

54.0

52.5

61.8

40.5

61.1

31.2

28.6

43.8

39.3

26.3

66.7

29.6

26.5

0% 50% 100%

① 安否確認の声かけ

② 趣味などの話し相手

③ 買い物の手伝い

④ ごみ出し

⑤ 外出の手助け

⑥ 家の前などの掃除

⑦ 短時間の子どもの預かり

⑧ 子どもの送り迎え

⑨ 子どもの通学路の見守り

⑩ 子育てについての相談

⑪ 高齢者等の介護

⑫ 緊急時の手助け

⑬ 家の中の掃除

⑭ 洗濯や炊事

今回（n=974） 前回（n=1,101）
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④防災について 

地域で感じる問題点【問 15】については、「緊急時の対応体制がわからない」が３割弱で

最も高くなっているほか、「災害時の避難場所がわからない」が１割半ばとなっており、災害

時に対して不安を抱えている人が一定数いることがうかがえます。 

 

【問 15】地域で感じる問題点 

複数回答

あいさつをしない人が多い

安心できる子どもの遊び場が少ない

障がい者・高齢者の集まれる場が少ない

緊急時の対応体制がわからない

災害時の避難場所がわからない※

交通マナーの乱れ

道路や公園・空き地にごみが増えた

家庭内の子どもに対するしつけが
不足している

地域での子どもの見守りがなされていない

子どもや高齢者、障がい者に対する虐待を
見たり聞いたりする

隣近所との交流が少ない

世代間の交流が少ない

地域の活動が活発でない

高齢者に対する理解が不足している

障がい者に対する理解が不足している

健康づくりに対する意識が低い

その他

不明

9.8 

22.7 

11.3 

29.1 

15.5 

14.2 

14.2 

7.0 

4.0 

0.7 

20.3 

17.0 

9.9 

5.5 

5.1 

7.9 

8.0 

15.6 

11.8 

27.2 

12.9 

39.2 

18.3 

15.0 

13.8 

4.5 

0.6 

22.9 

22.1 

11.3 

7.5 

6.3 

10.3 

6.1 

12.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

今回（n=974） 前回（n=1,101）
 

 

 

※前回調査にはない項目 
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防災訓練への参加状況【問 24】については、「参加していない」が６割半ばで「参加して

いる」を上回っているものの、葛生地域では「参加している」が他の地域に比べて高くなっ

ています。 

【問 24】防災訓練への参加状況 

8.7 67.1 20.4 3.7 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

参加している 参加していない わからない 不明

n=974 単数回答

 

 
単位：％ ｎ 参加している 参加していない わからない 不明 

地
域
別 

佐野地域 657 4.9 69.9 21.8 3.5 

田沼地域 225 11.1 68.4 16.4 4.0 

葛生地域 83 32.5 45.8 16.9 4.8 

 

災害時の対応の取り決め相手【問 25】については、「特に誰とも取り決めていない」が３

割半ばで上位となっているなか、葛生地域では「隣近所の人と（自主防災組織の人を含む）」

が他の地域に比べて高く、「特に誰とも取り決めていない」が他の地域に比べて低くなってお

り、防災に対する意識に地域差がみられます。 

【問 25】災害時の対応の取り決め相手 

n=974 複数回答

不明

同居の家族と

比較的近くに住む家族・親族と

隣近所の人と（自主防災組織の人を含む）

お世話になっている福祉施設と

その他

特に誰とも取り決めていない

52.0 

20.7 

7.5 

1.7 

1.4 

35.5 

4.9 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 

 
単位：％ ｎ 

同
居
の
家
族
と 

比
較
的
近
く
に
住

む
家
族
・親
族
と 

隣
近
所
の
人
と

（自
主
防
災
組
織

の
人
を
含
む
） 

お
世
話
に
な
っ
て

い
る
福
祉
施
設
と 

そ
の
他 

特
に
誰
と
も
取
り

決
め
て
い
な
い 

不
明 

地
域
別 

佐野地域 657 51.0 20.5 5.6 0.8 1.7 36.7 4.1 

田沼地域 225 53.8 18.7 7.6 3.1 0.9 36.0 5.8 

葛生地域 83 55.4 26.5 22.9 6.0 - 26.5 7.2 
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⑤福祉サービスや地域福祉に関わる組織等について 

福祉の現状に対する感想【問 33】については、「非常に進んでいる」「やや進んでいる」

を合わせた割合が２割弱で前回調査と比べて同等となっているものの、「やや遅れている」が

減少しています。 

【問 33】福祉の現状に対する感想 

2.3 

2.7 

16.3 

17.7 

13.7 

19.0 

5.4 

5.2 

55.2 

50.1 

7.1 

5.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（n=974）

前回（n=1,101）

非常に進んでいる やや進んでいる やや遅れている 非常に遅れている わからない 不明

単数回答
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取り組むべき福祉施策【問 34】については、「高齢者や障がい者の在宅生活支援」「医療

サービス体制の充実」が３割半ばで高くなっているほか、「移動手段の充実」が前回調査から

6.3 ポイント増加しており、福祉サービスのさらなる充実と移動手段の確保が求められてい

ます。 

【問 34】取り組むべき福祉施策 

複数回答

地域の支え合いのしくみづくり

地域での交流ができる場の充実

子どもの頃からの福祉活動への参加

育児・子育ての支援体制の充実

学校における福祉教育の充実

高齢者や障がい者の在宅生活支援

地域でのさまざまな交流活動の促進

健康づくり事業の充実

医療サービス体制の充実

公共施設等のバリアフリー化推進

移動手段の充実

ボランティアやNPOの育成と活動支援

地域における身近な相談体制づくり

福祉サービスに関する情報の充実

防犯・交通安全・防災体制の充実

その他

不明

21.7 

13.4 

13.3 

21.9 

9.5 

34.7 

7.2 

10.7 

33.1 

4.9 

17.4 

3.4 

10.4 

17.9 

16.8 

1.6 

7.6 

24.7 

12.0 

18.2 

20.3 

11.8 

32.3 

9.8 

8.6 

41.7 

6.2 

11.1 

5.7 

12.8 

17.0 

19.3 

1.0 

7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

今回（n=974） 前回（n=1,101）
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福祉サービス情報の入手状況【問 31】については、「ほとんど入手できていない」「あま

り入手できていない」が７割強、一方で情報を入手できている割合は約２割に留まります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉サービス情報の入手先【問 32】については、「入手先がわからない」が 5.8 ポイント

増加しており、サービスを必要とする人に必要な情報が十分に行き届いていないことがうか

がえます。 

 

 

 

 

 

 

【問 31】福祉サービス情報の入手状況 

【問 32】福祉サービス情報の入手先 

1.2 

1.8 

20.5 

23.2 

36.1 

34.8 

37.2 

32.8 

4.9 

7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（n=974）

前回（n=1,101）

充分に入手できている ある程度入手できている あまり入手できていない

ほとんど入手できていない 不明

単数回答

複数回答

市役所の窓口や広報誌

社会福祉協議会の窓口や広報誌

民生委員児童委員

ボランティア

民間福祉サービス事業所

医療機関

家族・親族

近所・知り合い

地域の回覧板

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

インターネット

その他

入手先がわからない

入手する必要がない

不明

43.7 

17.7 

4.5 

1.2 

4.4 

8.6 

14.1 

14.0 

29.9 

11.4 

8.7 

1.7 

17.1 

4.6 

4.1 

43.1 

15.9 

4.2 

1.7 

4.0 

8.6 

13.0 

13.1 

35.9 

16.0 

7.4 

1.5 

11.3 

4.5 

7.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

今回（n=974） 前回（n=1,101）
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民生委員児童委員の認知度【問 27】については、「民生委員児童委員の名前も顔も知らな

い」が半数以上となっています。一方で、また、年代が高くなるにつれて「民生委員児童委

員の名前も顔も知っている」が高い傾向にあります。 

【問 27】民生委員児童委員の認知度 

35.7 

36.3 

7.8 

9.2 

53.1 

49.7 

3.4 

4.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（n=974）

前回（n=1,101）

民生委員児童委員の名前も顔も知っている
民生委員児童委員の名前は知っているが顔はよく知らない
民生委員児童委員の名前も顔も知らない

単数回答

 
 

 
単位：％ ｎ 

民生委員児童 

委員の名前も 

顔も知っている 

民生委員児童 

委員の名前は 

知っているが 

顔はよく知らない 

民生委員児童 

委員の名前も 

顔も知らない 

不明 

年
代
別 

20 歳代 58 3.4 1.7 94.8 - 

30 歳代 112 4.5 3.6 91.1 0.9 

40 歳代 128 14.1 5.5 80.5 - 

50 歳代 142 26.1 9.9 63.4 0.7 

60 歳代 222 50.5 11.3 35.6 2.7 

70 歳以上 305 56.4 8.2 27.5 7.9 

 

また、民生委員児童委員の活動内容の認知度【問 28】については、「よく知っている」「あ

る程度知っている」を合わせた割合が約半数となっており、年代が高くなるにつれて知って

いる割合が高い傾向にあります。 

【問 28】民生委員児童委員の活動内容の認知度 

6.5 

8.4 

43.0 

42.8 

46.7 

44.6 

3.8 

4.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（n=974）

前回（n=1,101）

よく知っている ある程度知っている わからない 不明

単数回答
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単位：％ ｎ よく知っている 

ある程度 

知っている 
わからない 不明 

年
代
別 

20 歳代 58 3.4 8.6 87.9 - 

30 歳代 112 - 17.0 82.1 0.9 

40 歳代 128 0.8 35.2 64.1 - 

50 歳代 142 6.3 38.7 54.2 0.7 

60 歳代 222 5.9 56.8 34.7 2.7 

70 歳以上 305 12.5 54.4 23.9 9.2 

 

社会福祉協議会の認知度【問 29】については、「名前は聞いたことがあるが、活動の内容

はよく知らない」「名前も活動内容もよく知っている」を合わせた割合が７割半ばとなってお

り、佐野地域では「名前も活動内容も知らない」が、葛生地域では「名前も活動内容もよく

知っている」が他の地域に比べて高く、社協の認知度に地域差がみられます。 

【問 29】社会福祉協議会の認知度 

22.7 

20.3 

53.6 

53.9 

20.7 

21.6 

3.0 

4.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

今回（n=974）

前回（n=1,101）

名前も活動内容もよく知っている
名前は聞いたことがあるが、活動の内容はよく知らない
名前も活動内容も知らない

単数回答

 
 

 
単位：％ ｎ 

名前も活動内容も

よく知っている 

名前は聞いたこと

があるが、活動の

内容はよく知らない 

名前も活動内容も

知らない 
不明 

地
域
別 

佐野地域 657 19.8 52.5 25.4 2.3 

田沼地域 225 24.4 58.7 12.0 4.9 

葛生地域 83 42.2 47.0 8.4 2.4 
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第３節 地区座談会（市民会議）結果からみる市民意識の現状 

 

（１）地区座談会（市民会議）の概要 

平成 29（2017）年 11 月７日～12 月８日にかけて、本市の 18 地区において、地区座

談会（市民会議）を実施し、地域における様々な課題や課題解決に向けたご意見等を話し合

いました。（合計 442 名参加） 

 

 

（２）主な課題と解決策 

地区座談会（市民会議）で話し合われた主な課題と解決策については次のとおりです。 

なお、実施の詳細については、「巻末の資料編（P.162～P.199）」に掲載しています。 

 

身近な地域での付き合いについて 

□課題としてあげられたこと 

■核家族化やライフスタイルの変化等を背景に、町会への未加入者の増加や世代間交流の

減少等、隣近所との結びつきの希薄化がみられている。 

○近所付き合いや地域の絆が薄れている。    ○町会の未加入者が増加している。 

○子育て世代と地域や近所付き合いの希薄化がみられる。  ○世代間の交流が少ない。 

■一部の地域では、集合住宅が増加しており、隣近所とのコミュニケーションがよりとり

づらくなっている。 

○元々そこに住んでいる人、新しく引っ越してきた人との交流の場がない。 

○アパート、マンション住まいの人が多い。 

○アパートが増え、近所付き合いのない世帯が増加しており、町会との交流がないと、

有事の際困ると思う。 

○新しく転居してきた人と昔から住んでいる人の交流がない。 

■農業従事者が多い地域などでは、畑仕事等を通じて隣近所と声をかけ合う関係性ができ

ている。 

○地域の方が畑などに出ている時などは、声をかけてくださる方もいらっしゃるので、

安心している。 

□課題解決に向けた取組に関してあげられたこと 

■あいさつやちょっとした声かけなど、一人一人が積極的に隣近所とコミュニケーション

をとることによって関係性やつながりを作っていく。 

○あいさつや声かけなどの関係づくりから交流や生活支援につながる。 

○ウォーキングしていたり、畑仕事している方々に、もっと気軽に声をかけ合ったり、

顔を見てあいさつしていくことで、互いの顔を覚える。 
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地域で生活する上での居場所について 

□課題としてあげられたこと 

■ひとり暮らし高齢者が地域に居場所がなく、孤立したり、閉じこもってしまう人が見受

けられる。 

○地域に居場所がなく、閉じこもりがちな高齢者がいる。 

○身近な地域で、誰でも気軽に集まることのできる場所があるとよい。 

■各種サロンや老人クラブなどの地域で活動する団体の参加者の減少、固定化が見受けら

れる。 

○老人クラブは参加者が高齢化しており、運営が大変である。  

○高齢者サロンの情報がわからない。 

○高齢者サロンに誘っても、入会を拒んでしまう人が多い。 

○男性高齢者の交流の場がない。サロンには女性ばかりで男性は出てこない。 

○活動に参加したい人はいるが、会場までの移動（車）の問題があり参加できていない

人が見受けられる。 

□課題解決に向けた取組に関してあげられたこと 

■各種サロンや老人クラブなどに参加していない人を誘い合ったり、参加しやすいテーマ

設定や雰囲気・仕組みづくりを心がける。 

○地域で孤立している人を老人クラブなどに誘えるとよい。 

○気軽に利用できるサロンを設置することで、自分から「行ってみよう」という気持ち

になったり、互いに誘い合うことにつながると思う。また、サロンは、地域に定着し、

誰もが安心して利用できるよう、お世話係など、いつも誰かがいることも必要である

と思う。 

○健康づくりなど、興味があるテーマで老人クラブやサロンを実施できるとよい。 

○地域での居場所づくりとして、誰でも気軽に安心して寄り集まり、お茶等を飲みなが

ら話ができる場所を町会に数か所つくり、歩いて行けると良い。 

○定期的に行われている活動を、チラシや回覧等でもっと頻繁に情報発信して参加しや

すい環境づくりが必要だと思う。 

■高齢者だけでなく、こどもや子育て世代、障がい者の居場所も確保することも重要であ

る。 

○公園など、こどもの居場所を確保することも重要である。 

○明るく風通しの良い公園があれば、乳幼児を連れた母親や外で遊びたいこども、お年

寄りが散歩で気軽に立ち寄ったりして世代間のコミュニケーションがもう少し生まれ

るのではないか。 

○障がい者でも気軽に参加できるようなメニュー（講座）があれば参加者が増えるので

はないか。 
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地域における見守り・助け合い活動について 

□課題としてあげられたこと 

■ひとり暮らし高齢者をはじめ、見守りや声かけが必要な人が増加している。 

○ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯が増えており、見守りが必要である。 

○ひとり暮らしの人への見守りが心配である。 

■支援が必要な人の個人が抱える問題・事情が複雑化しており、把握しづらい。 

○障がい者、子育て世帯などがどの様に困難を抱えているかが見えない。 

○地域での情報の共有が上手くできないため、生活困窮や困難を抱えている人たちが、

どこにいるのかわからない。個人情報の取り扱いは難しい。 

○障がいを持っていることを近所の人に知られたくない人や、高齢者として見られたく

ない人への接し方をどうしたらよいのか。 

○ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、障がい者に対する偏見がある。 

○単身世帯、ひきこもり、親戚や近所からも孤立している人の支援に困っている。 

■地域の人が積極的に見守り活動に参加できるような仕組みや人材の確保が求められる。 

○民生委員と福祉協力員との連携を深める必要がある。 

○地域で連携・協力して、支援に取り組んでいくことが必要である。 

□課題解決に向けた取組に関してあげられたこと 

■地域に関わる様々な組織・人材が関わりあって見守り活動や支え合いを進めていく。 

○ひとり暮らし高齢者の家へ定期的に、地区の民生委員と福祉協力員で訪問する。 

○傾聴やちょっとしたことの手伝いなどができる人間関係ができるとよい。 

○見守りが必要な人の情報共有の場を設ける。 

○自分の地域の実情を把握して、班や町会で何ができるかを多くの人たちと真剣に協議

し実施への第一歩とする。 

○支援する側と支援を受ける側をコーディネートする人材を育成する。 

 

地域活動に関わる人材の確保・育成について 

□課題としてあげられたこと 

■地域活動に関わっていない人が増加している。 

○各団体の役員の負担が大きく、なり手がいない。 

○ボランティア活動をする人が少なくなっている。 

○町会の各班の班長や神社当番の担い手がいなくなり、ごみ当番などの負担も多い。 

■活動に関する情報が届きづらい。 

○情報が少なく、何か役に立ちたいと思う人が行動に移ることができない。 

○高齢者が活動する場所がない。 

○シニア世代は多数いるのに地域への貢献ができていない。 

■地域に無関心な人や福祉に関する関心が薄い人が増加している。 
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○夫婦共働きの家庭は忙しく、地域や福祉に無関心な人が多い。 

○ひとり暮らしや高齢者のみ世帯、障がい者に対する偏見の傾向も皆無でない。 

□課題解決に向けた取組に関してあげられたこと 

■地域住民同士で、地域について考える機会をつくる。 

○自分の地域の実情を把握して、班や町会で何ができるかを多くの人たちと真剣に協議

し実施への第一歩としたい。 

○いざという時の「助け合い、支え合い、励まし合う」互助の組織づくりを進める。 

■地域活動に参加しやすい仕組みづくりを進める。 

○個人が培った知識や技術を活用できる場があるとよい。 

○小中学校での福祉体験などを通して、福祉に関心を持つ人が増えることで、地域の様々

な活動に役立つのではないか。 

 

相談やアウトリーチについて 

□課題としてあげられたこと 

■相談したいと思っても相談できる人がいない、どこに相談したらよいか分からない。 

○困りごとの相談相手がいない。抱え込むことが多い。  

○困っていても相談や話をする人間関係がない。 

○誰に相談したらいいのかわからない。軽度な支援で済んだことが重度化してしまって

いることがある。 

○困ったことがあっても、誰にも相談しない。 

■自身が困っていることに気づいていない人がいる。 

○大変になるまで家族で抱え込む。 

○介護サービスや障がい者の支援サービスなど、利用してみて初めて制度に気付く人も

おり、家族で抱え込んでしまうケースも少なくない。 

■困難を抱えている人を把握することが難しい。 

○誰に相談したらいいのか分からないので把握できない。 

 

□課題解決に向けた取組に関してあげられたこと 

■誰もが気軽に相談できる人間関係や支援先につなげられる仕組みを築く。 

○地域で困っている方の相談があれば、知っている知識の範囲で、サービスや相談内容

にあった窓口につなげるお手伝いはできるかと思われる。 

○地域の人が、市役所や地域包括支援センターに相談するように勧める。 

○隣近所の関係性を深め、異変に気付けるようにする。 

○支援が必要な人はＳＯＳを自ら発信するようにし、また、それを受け止めることがで

きる人がいるとよい。 

○支援が必要な人に対して気軽に相談できる場所や人がいるとよい。 

○地域で困難を抱えている人達の現状の実態を把握することが必要である。 
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■相談できる場所を周知する。 

○高齢者サロンや子育てサロンなど定期的に行われている活動で情報発信することが必

要である。 

○地域の高齢者、障がい者など困難を抱えている人達の実態を把握することが必要では

ないか。 

○気軽に相談できる窓口や方法を広く分かりやすくする。 

 

移動・交通・道路環境について 

□課題としてあげられたこと 

■高齢者をはじめ地域住民の移動手段が不足している。 

○高齢者が多く、移動手段がない人が多い。中山間地では、特に喫緊の課題である。 

○買い物、通院などの外出を気軽にできない。 

○バスや鉄道などの公共交通機関が利用しづらい。 

○活動したいと思っても、出かける手段が限られてしまう。 

■地域によっては、交通量が多く、道路環境の整備が十分でなく、歩行が危険な箇所があ

る。 

○交通量の多い道路では、こどもの登下校が心配である。 

○道路が細い碁盤の目のようになっており、十字路が危険である。 

○新しい道路ができ、便利になったが、交通量やスピードを出して通る車が多くなり、

事故が発生する。 

○山間部で道路も狭く生活しづらい。 

○カーブミラーの設置を増やしてほしい。 

○街灯が少なく、安全面、防犯面から心配である。 

□課題解決に向けた取組に関してあげられたこと 

■多様な視点での移動手段の充実を図る。 

○移動支援のボランティアができるとよい。 

○乗合タクシーや福祉タクシーの導入を検討する。 

■交通安全に向けて、ソフト・ハードの側面から整備する。 

○ミラーの設置を増やす。 

○こどもの帰宅時間の見守りのボランティアをしてほしい。 

○民生委員、ボランティアの人達により登下校時における児童の見守り隊を行っている。 
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災害時の対応について 

□課題としてあげられたこと 

■緊急時の対応を十分に理解していない人がいる。 

○災害時の避難の仕方や準備が良く分からない。 

○災害などに対し危機感を抱いている人たちが多い。 

○避難所が遠いことが心配である。 

■緊急時の助け合いの体制が不十分である。 

○災害時避難行動要支援者個別計画の作成を進めているが、個人の事情を知られたくな

いために支援を拒否する人もいる。 

○災害時の対策がマニュアル化していない。 

○災害時における町会としての取組について具体的内容が見えてこない。 

■防災に関する環境整備を進める必要がある。 

○防災無線が聞き取りにくい、聞こえない地域がある。 

□課題解決に向けた取組に関してあげられたこと 

■防災への意識を高める。 

○災害時を想定した防災訓練の推進。 

○ハザードマップなど確認しながら、災害時にどのように行動したらよいか、町内ごと

に訓練を行う必要があると思う。 

■地域における助け合いの仕組みを確立する。 

○災害時地域で助け合えるよう、普段からの関係づくりを進める。 

○災害時の対応について、備蓄品の量や保管場所、避難所等を統括するリーダー養成も

必要である。 

○支援が必要な人に対して、マップを作成し、見守り担当者の表を活用し、支援する。 

 

その他 

□課題としてあげられたこと 

○空き家問題が課題となっている。 

○地域の居場所として空き家を活用することができればよい。 

○鳥獣被害の問題が心配である。 

○未婚の男性が増えており、地域との結びつきが薄い人も多い。 
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第４節 こども会議結果について 

 

（１）こども会議の概要 

地区座談会（市民会議）では伺えなかった小・中学生の視点での意見を聞き、未来の佐野

市をつくる児童の声を計画に反映するため、平成 30（2018）年２月 10 日に、市内小中学

生 29 名（小学生 14 名、中学生 15 名）の参加による「こども会議」を開催しました。 

なお、こども会議実施の詳細は、「巻末の資料編（P.200～P.201）」に掲載しています。 

 

（２）こども会議の意見概要 

地域を島にたとえ、①厄除け島、②アウトレッ島、③弁天池島、④唐沢島、⑤石灰島の５

グループに分かれて、島の目指す目標や、どうすれば住みやすくなるかといった意見交換を

実施しました。 

 

①厄除け島 

島の目指す目標：誰もが暮らしやすいと思える島 

●自分たちができること ●大人におねがいしたいこと 

・困っている人を助ける。 

・あいさつが誰にでもできる。 

・優しさと思いやりを持って生活する。 

・環境整備（バリアフリー、道路、公共施設

の充実） 

・意見を出せる機会と場を増やす。 

●どうすれば住みやすくなるか 

仕事 ・誰もが働いている。 ・みんなが、自分のやりたい仕事に就いてい

る。 

尊重 ・一人一人が意見を出せる。 ・一人一人の意見が反映されるまち。 

仲の良さ 

・関わり 

合い 

 

・仲が良い。 

・人々の仲が良い。 

・みんなが明るい。 

・あいさつが誰でもできる。 

・あいさつがしっかりとできる。 

・まちの人達が団結できる行事がある島。 

・誰とでも話をすることができる。 

・声をかけ合える。 

・周りの人と人が声をかけ合える。 

 

助け合い ・他の人と助け合える。 

・困っている人と助け合える。 

・困った人が相談できるような

ところがある。 

・周りの人たちで助け合うことのできるま

ち。 

・助け合いが盛んな島。 

優しさ・

思いやり 

・心配りができている。 

 

・優しく思いやりのある人が多い町。  

環境 ・バリアフリーの島。 

・ユニバーサルデザインを取り

入れる。 

・誰もが暮らしやすいと思える町。 

・不自由のない生活を送れる町。 
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②アウトレッ島 

島の目指す目標：様々な環境 

●自分たちができること ●大人におねがいしたいこと 

・地域の人達と仲良くする。 

・エコ。 

・進んでボランティア活動に参加する。 

・偏見を持たない。 

・差別をしない。 

・公共の場を増やす。 

・道を整備する。 

・バリアフリー。 

・名物を増やす。 

・外国人観光客を増やす。 

●どうすれば住みやすくなるか 

環境 ・働ける場所が多い。 

・自然が多い緑がある。 

・きれいな島。 

・空気がきれい。 

地域の活

動 

・ボランティアが活発。 

・島のみんなで相談してルール

などを決める。 

・地域の人で協力できる。 

・協力する心を持つ。 

・地域の人と交流の機会と場所が多い。 

観光 ・ご当地グルメが多い。 

・特産物が多い。 

・外国人観光客が多い。 

人間関係 ・笑顔があふれている。 

・やさしい心を持つ。 

・みんな優しい。 

・あいさつが誰とでもできる人。 

・みんなが仲良い。 

・思いやりの心。 

・あふれる愛。 

人権 ・障がいなどがある人でも関係

なく過ごすことができるこ

と。 

・全ての人が公平に暮らせる島。 

・偏見がない社会。 

金 ・土地代が安い！ ・収入が多い島。 

移動手段 ・バリアフリーの環境。 

・交通の便がいい。 

・道が整備されている。 

公共の場 ・こどもが遊べる場所がある。 ・こどもの遊び場がある。 

 

 

③弁天池島 

島の目指す目標：皆が安心して暮らせる島!! 

●自分たちができること ●大人におねがいしたいこと 

・安心、安全のための（防災、防犯など）講

話を受ける。 

・こども集会を開く。 

・島の施設紹介のポスターを描く。 

・バスの乗り降り口に取り外し可能なス 

ロープをつけて欲しい。 

・歩いて行けるところに何でも揃うお店が欲しい。 

・広い公園が欲しい。 

・島の情報が分かるアプリ、掲示板が欲しい。 

・バスの便を増やして欲しい。 
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●どうすれば住みやすくなるか 

イ ベ ン

ト・祭 

・月に１回集会がある。 

（こども・大人） 

・趣味が同じ人が集まれる集会。  

・月１回みんなでごみ拾い。 

・イベントなどがある楽しい島。 

・イベントがたくさんある。 

・イベントがある。 

・地域の皆が参加できるイベント。 

（月１回くらい） 

・皆で盛りあがれるお祭りがある。 

人間関係 ・コミュニケーションを取る！  

・助け合える。 

・隣の家との距離が近い。 

・島の人達みんな仲良し。 

・面白い人が多い。 

・いろんな人たちがいる賑やかな島。 

安心・安

全 

・坂が少ない。    

・保存食を備えておく。 

・島の人たちがみんな緊急処置 

の仕方を知っている。 

・島全体がバリアフリー。 

・犯罪が無く安全。 

・道が広い。  

・交通、環境の整備。 

・避難訓練をする。 

生活 ・山の方にもお店がある！   

・品揃えが豊富。  

・店がいっぱいある。 

情報 ・島アプリ。 ・どんな施設があるかの掲示板がある。 

島の特色 ・広い公園・芝生が欲しい。 

・ご飯が美味しい。 

・動物園、遊園地など皆が遊べるところ。 

・名物、名所がある。（観光業が盛ん） 

サービス ・無料で使えるバスや車がある。  

・家に診察しに来てくれる。 

・高齢者や障がい者が無料で乗れるバス。 

・自分が買い物に行けない人に無料宅配 

サービス。 

 

 

④唐沢島 

島の目指す目標：自然と楽しい生活が共生できる希望ある島 

●自分たちができること ●大人におねがいしたいこと 

・ボランティア活動をする。 

・人との関わりを大切にする。 

・バスの便→増やす。 

・バス停→屋根、イスつける。 

・学校を過ごしやすい環境に。 

●どうすれば住みやすくなるか 

アピール

ポイント 

・初めて来た人へのまち紹介。 

・観光名所がある。 

・特産物がある。 

・おいしい食べ物がある。 

・障がいのある人、体の不自由な人の旅行 

サービスなど。 

住みやす

さ 

・きれいな市。 

・環境が良い。 

・ごみが落ちていない。 
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公共の場

所 

・バス停に屋根をつける。 

・体の不自由な人のための施設

がある。（スーパーなど） 

・誰でも働ける場所がある。 

・様々な分野の病院がある。 

・遊べる施設がある。 

・高齢の方々が安心して過ごせる施設。 

安心 ・ルールがある。 

・争いなどが起こらない。 

・誰もが同じ権利がもてる。 

助け合い ・みんな仲良し！ 

・互いに助け合える人々。 

・団結力がある。 

自然 ・森林が多い。 

・水がきれい。 

・まちに自然がある。 

・たくさんの街と、きれいな山と水。 

・自然がたくさんある。 

希望 ・学校がたくさんある。 

・進学先がいっぱいある。 

・誰もが平等に勉強できる。 

 

 

⑤石灰島 

島の目指す目標：街も心もきれいな島 

●自分たちができること ●大人におねがいしたいこと 

・防犯ポスター。 

・エコ。 

・平等に接する。 

・誰にでもあいさつをする。 

・ごみ拾い。 

・植物を大切に育てる。 

・壊れた物をすぐなおす。 

・環境の整備。 

 

●どうすれば住みやすくなるか 

資金 ・税金が５％。 

・募金を進んでやる。 

・募金をする。 

防犯 ・公園などにフェンスをつくる。 

・防犯カメラがある。 

・犯罪が少ない。 

・リーゼント禁止。 

・街灯が多い。 

・不審者がいない。 

・治安がよい。 
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環境 ・階段をスロープにする。 

・毎月住人たちでごみ拾いをする。 

・歩道をきれいにする。 

・段差を減らす。 

・段差が無い。 

・ごみを道に捨てない。 

・ごみなどが落ちていない。 

・地域で清掃活動をする。 

・道が広い。 

・道路の歩道を広くする。 

・電線を埋める。 

・道が安全。 

・道がきれい。 

・道路をきれいにする。 

・壊れた道をすぐになおす。 

・信号機をつける。 

・ 車いすの人でも通れるように階段

に段差が無い。 

・壊れた物をすぐになおす。 

活性化 ・ほこりが飛ばないようにする。 

・方言をつくる。 

・ダンプの燃費をよくする。 

・名物を増やす。 

・イス（ベンチ）をつくる。 

・公民館をつくる。 

・○○パークなどをつくり環境産業に

力を入れる。 

・駅を新しくする。 

・活気がある。 

・飲食店をたくさん増やす。 

・コンビニを近くにつくる。 

・いいところをもっとアピールする。 

・人口を増やす。 

・名物を安くする。 

・定期的に住人で集会を開く。 

・お店を増やす。 

・ 案内所や看板をつくり、違うところ

から来た人に分かりやすくする。 

・観光地を増やす。 

・商店街をつくる。 

・ 潰れてしまった店をリニューアル

し、小さくても楽しい商店街をつく

る。 

・毎週お茶会のようなものをする。 

地域のつ

ながり 

・地域の人と声をかけ合う。 

・目の見えない人や耳が聞こえない 

人、足が不自由な人などを見かけた

ら、もしその人が困っていたら必ず

助けてあげられる。 

・みんなが仲良く遊んでいる。 

・会う人には挨拶をする。 

・ 体が不自由な人などがいたとして

も、同じ地球に生まれた人間として

やさしく接している。 

・地域の人に毎朝あいさつをする。 

人権 ・目の不自由な人のために道路に点字

を増やす。 

・差別しない。 

・誰にでも親切にする。 

制度 ・生活が苦しい人には保険がおりる。 

・学校の制度を取り入れる。 

・誰でも働ける。 

自然 ・暖かい気候。 

・環境が良い。 

・木を増やす。 

・花壇などを作り見た目もきれいにす

る。 
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第５節 アンケート調査・地区座談会（市民会議）・こども会議からみえ

る課題 

 

（１）地域福祉の啓発・活動人材の確保 

アンケート調査では、地域の行事や活動への参加について、『している』が５割弱と前回調

査に比べて増加し、市民の地域活動への参加が進んだことがうかがえる一方で、30 歳代以

下では「全くしていない」が４割以上となっており、若年層に対する地域活動への参加促進

が必要となっています。地域の行事や活動に参加しない理由について、「仕事や家事・育児な

どで時間に余裕がない」が約４割で最も高くなっています。 

ボランティア活動・ＮＰＯ活動の状況については、「活動したことはない」が最も高く、「現

在活動している」が１割未満であり、今後の活動への参加意向についても、前回調査から「活

動したい」が減少し、「あまり活動したくない」が増加するなど、ボランティア活動への参加

意向が薄くなっていることがうかがえます。また、活動している人の中で、活動の中で困っ

たこと、苦労したことについては、「継続的に活動することが難しい」が最も高くなっていま

す。 

地区座談会（市民会議）でも、「若年層は忙しく、福祉への関心が薄い人が増加している」、

「高齢者や障がい者に対する偏見も見られる」といった意見や、「地域活動に関わる人の減少、

固定化が進み、人材不足が課題となっている」といった意見が見られます。一方で、「活動し

たくても、活動する場所がなかったり、活動に関する情報を入手できない」といった意見も

見られます。 

こども会議では、「優しさと思いやりを持って生活する」「進んでボランティア活動に参加

する」などを、自分たちができることとしてあげています。 

今後は、地域福祉の意識啓発を進めるとともに、役割や負担感の少なく、気軽に参加でき

る工夫や、活動に関わる効果的な周知など、活動人材の確保に向けた取組の推進が課題です。 

 

 

（２）近所付き合い・地域コミュニティの活性化 

アンケート調査では、近所付き合いの程度については、「会えばあいさつをする程度」が最

も高く、前回調査からも増加しているが、それ以上の親密な付き合いについては減少してお

り、より親密な近所付き合いが希薄化していることがうかがえます。一方で、今後希望する

近所付き合いの程度については、「困ったときに相談したり、助け合う」「お互いに訪問し合

う」「立ち話をする程度」が合わせて６割強と、今以上に親密な近所付き合いを望んでいるこ

ともうかがえます。 

「地域」の範囲の捉え方については、「地区（市内 20 の区分け）」が大幅に増加している

一方で、それより狭い範囲が減少しており、地区単位の結びつきが重要視されています。 

地区座談会（市民会議）でも、「核家族化やライフスタイルの変化などを背景に、町会への

未加入者の増加や世代間交流の減少など、隣近所との結びつきの希薄化がみられている」、「一

部の地域では、集合住宅が増加しており、隣近所とのコミュニケーションがよりとりづらく
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なっている」といった意見が見られます。一方で、「農業従事者が多い地域などでは、畑仕事

等を通じて隣近所と声をかけ合う関係性ができている」といった地域差についての指摘も見

られます。 

こども会議では、「地域の人たちと仲良くする」「誰にでもあいさつする」などを、自分た

ちができることとしてあげています。 

今後は、地域のつながりの重要性を再認識しつつ、地区社協単位での地域福祉活動の推進

強化を図っていくことが課題です。 

 

 

（３）交流の場・機会づくり 

アンケート調査では、地域で感じる問題点について、「安心できるこどもの遊び場がない」

「隣近所との交流が少ない」「世代間の交流が少ない」がそれぞれ 2 割前後で上位にあがっ

ています。また、「障がい者・高齢者の集まれる場が少ない」も１割強となっています。 

ボランティア活動・ＮＰＯ活動に対する行政等の役割については、「活動団体間の交流の場

の確保」が 20 歳代では他の年代に比べて高くなっています。 

地区座談会（市民会議）では、「ひとり暮らし高齢者が地域に居場所がなく、孤立したり、

閉じこもってしまう人が見受けられる」といった意見や、「各種サロンや老人クラブなどの地

域で活動する団体の参加者の減少、固定化が見受けられる」といった指摘があります。 

こども会議では、どうすれば住みやすくなるかとして「月１回みんなでごみ拾い」「地域の

人と交流の機会や場所が多い」などをあげています。また「こども集会を開く」などを、自

分たちができることとしてあげています。 

今後は、閉じこもりがちな人の居場所づくりをはじめ、誰もが集える場や機会づくりを進

めることが課題です。 

 

 

（４）防犯・防災・交通安全 

統計では、佐野警察署管内における近年の犯罪発生件数、交通事故発生件数はともに減少

傾向にあるものの、減少幅は低下傾向となっています。また、災害については、地域防災計

画により、各種災害への具体的な取組方針を定め、対策を講じています。 

アンケート調査による、地域で感じる問題点については、「緊急時の対応体制がわからない」

が３割弱で最も高くなっているほか、「災害時の避難場所がわからない」が１割半ばとなって

おり、緊急時・災害時に対して不安を抱えている人が少なくないことがうかがえます。 

防災訓練への参加状況については、「参加していない」が６割半ばとなっているほか、災害

時の対応の取り決め相手については、「特に誰とも取り決めていない」が３割半ばと、災害へ

の備えをしていない人が多くなっています。また、防災への意識には地域差もみられます。 

地区座談会（市民会議）では、「緊急時の対応を十分に理解していない人や災害への意識が

低い人がいる」、「支援が必要な人の把握をはじめ、緊急時の助け合いの体制が不十分」とい

った意見や、「防災無線をはじめ、防災に関する環境整備を進める必要がある」といった意見
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が見られます。 

こども会議では、「安心、安全のための（防災、防犯など）講話を受ける」などを、自分た

ちができることとしてあげています。 

今後は、市民一人一人への防犯・防災・交通安全に対する意識の醸成を図るとともに、地

域における緊急時の支援体制づくりに努める必要があります。 

 

 

（５）生活環境の充実 

本市では、市民の暮らしを支える生活交通の確立を目指し、佐野市総合交通マスタープラ

ンをはじめとする交通整備計画を策定し、市営バスの運行をはじめとする公共交通サービス

の維持・向上に努めてきました。しかしながら、少子高齢化が進行する中、高齢者や障がい

児者などをはじめ、移動手段を持たない方の移動手段の確保が課題となっています。 

アンケート調査では、本市が取り組んでいくべき福祉施策について、「移動手段の充実」が

前回調査から増加しており、特に葛生地区で高くなっています。 

地区座談会（市民会議）でも、「高齢者をはじめ地域住民の移動手段が不足しており、買い

物、通院や地域活動への参加に支障をきたしている」といった声や、「地域によっては、交通

量が多かったり、道路環境の整備が十分でなく、歩行が危険な箇所がある」など、移動手段

や道路環境の整備についての必要性が指摘されています。 

こども会議では、「環境整備（バリアフリー、道路、公共施設の充実）」「バスの便を増やす」

などを、大人におねがいしたいこととしてあげています。 

今後は、高齢者・障がい児者をはじめとした方々が容易に移動できる手段の確保や外出し

やすい環境づくりのほか、交通・道路環境の整備が必要です。 

 

 

（６）相談・アウトリーチ※ 

本市では、身近な地域における民生委員児童委員の活動をはじめ、社会福祉協議会、行政、

ＮＰＯなど、様々な主体による相談活動が行われています。 

アンケート調査では、不安や悩みの相談先については、「相談できる人がいない」人が５％

未満ながら、相談したくてもできない人が一定数いることがうかがえます。また、社会福祉

協議会に期待することについては、「気軽に相談できる福祉総合相談の充実」が３割半ばで最

も高く、相談に対するニーズは高くなっています。 

他方、支援が必要な人・気にかかる人の存在については、「わからない」が約４割で最も高

く、地域の中で、支援が必要な人の把握が十分にできていない状況も見られます。また、生

活困窮問題への支援制度に対する考えについては、「身近な問題として直面しており、必要な

制度だと思う」が１割半ばと、身近な課題と捉えられています。 

 
※アウトリーチ：地域の中で社会的なつながりから孤立し、公的援助・サービスに結びついていない

人々を発見し、出向いていく形で支援や情報提供を行う支援のあり方。 
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そして、可能な手助けについては、「安否確認の声かけ」、「趣味などの話し相手」、「ごみ出

し」、「家の前などの掃除」、「緊急時の手助け」で『できる』が半数を超えるなど、ちょっと

した手助けをすることに肯定的な方の割合が高くなっています。 

地区座談会（市民会議）でも、「相談したいと思っても相談できる人がいない、どこに相談

したらよいか分からない」「自身が困っていることに気づいていない人がいる」といった意見

や、「ひとり暮らし高齢者をはじめ、見守りや声かけが必要な人が増加している」「困難を抱

えている人を把握することが難しい」「支援が必要な人の個人が抱える問題・事情が複雑化し

ており、把握しづらい」といった声も見られます。 

こども会議では、「困った人が相談できるようなところがある」などを、どうすれば住みや

すくなるかとしてあげています。 

今後は、身近な地域で気軽に相談し合える関係性を構築するとともに、誰でも相談できる

窓口の充実と周知が必要です。また、異変や困っている人にいち早く気づけるよう、地域で

連携・協力した見守り活動やアウトリーチ的手法による相談支援を推進するとともに、負担

感の少ないちょっとした手助けからの地域での助け合い・支え合い活動の構築が課題です。 

 

 

（７）福祉サービス・権利擁護の充実 

アンケート調査では、福祉の現状に対する感想については、「非常に進んでいる」「やや進

んでいる」を合わせた割合が２割弱で前回調査と比べて同等となっているものの、「やや遅れ

ている」が減少しています。一方、取り組むべき福祉施策については、「高齢者や障がい者の

在宅生活支援」「医療サービス体制の充実」が３割半ばで高くなっており、医療・福祉サービ

スのさらなる充実が求められています。 

福祉サービス情報の入手状況については、「ほとんど入手できていない」「あまり入手でき

ていない」が７割強となっているほか、福祉サービス情報の入手先については、「入手先がわ

からない」が 5.8 ポイント増加しており、サービスを必要とする人に必要な情報が十分に行

き届いていない状況も見られます。 

地区座談会（市民会議）では、「制度、内容を知らない人が多く、福祉サービスや制度の内

容を市民に詳しく説明した方がよい」との意見が見られます。また、近年認知症の人をはじ

め、権利擁護を必要とする人が増加しています。 

こども会議では、「偏見を持たない」「差別をしない」などを、自分たちができることとし

てあげています。 

今後は、多様な主体と連携し、公的な福祉の制度に基づくサービス・支援や、それ以外の

支援であるインフォーマルサービス※を含めた福祉サービス提供の充実を図るとともに、支援

を必要とする人に対する的確な情報発信と権利擁護につながる取組を行うことが必要です。 

 

 

 

 
※インフォーマルサービス：近隣や地域社会、ボランティア、ＮＰＯなど、公的な福祉の制度に基づ

くサービス・支援以外の非公式なサービス・支援のこと。 
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第３章 基本理念と基本目標 
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第１節 基本理念 

 

これまで、「地域福祉計画」及び「地域福祉活動計画」では、『みんなが集い ふれあい 支

えあうまちづくり』を基本理念と定め、地域のみんなが集い、地域活動に参加し、心と心が

ふれあい、お互いを理解し合いながら、支え合うまちづくりを目指してきました。 

本計画においても、既定計画の理念と地域福祉の考え方の一層の浸透を図る観点から、前

計画までの理念を継承し、地域福祉を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなが集い ふれあい 

支えあうまちづくり 

行事や活動に参加する 

心をかよわせ、理解する 

思いやり、助け合う 

集う 

ふれあう 

支えあう 
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 基本目標１ 健やかで元気に暮らせるまちづくり 

 
 基本目標２ 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり 

第２節 基本目標 

 

基本理念の実現に向けて、基本目標を地域福祉計画と地域福祉活動計画の共通のものとし、

それぞれの役割に沿った施策を総合的に展開します。 

 

【地域福祉計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 心と体の健康づくりを推進するとともに地域医療体制の充実を図ります。 

２ こどもの健やかな成長と子育てを支援します。 

３ 高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持ち健やかに暮らせるようにします。 

４ 障がい児者が地域社会の一員として自立し、自分らしく生活できるようにし

ます。 

５ 地域福祉の担い手の育成と支援に努めます。 

６ 社会的孤立状態にある人など複合化した課題、制度の狭間の問題等に対応で

きる、分野横断的な支援体制づくりを進めます。 

 

きる、分野横断的な支援体制づくりを進めます。 

 

 

７ 誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、防災力の向上に努めます。 

８ 交通安全の啓発と交通安全施設の整備に努めます。 

９ 防犯意識の高揚と防犯体制の整備に努めます。 

10 地域の実情に応じた公共インフラを整備し、安全で快適に暮らせるようにし

ます。 

11 住宅セーフティネットの機能の強化を図り、必要な住宅を確保します。 

12 誰もが円滑に移動できる公共交通ネットワークを形成します。 
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 基本目標３ 市民参加による自立したまちづくり 

 
 基本目標４ 市社会福祉協議会の体制づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 多様な主体が、協働して地域福祉を推進します。 

14 地域住民が、主体的に地域の課題に取り組む活動を推進します。 

15 個人の尊厳が尊重され、多様性を認め合うことができる地域づくりを推進し

ます。 

16 情報通信技術（ＩＣＴ）等の活用により、誰もが入手しやすい手段による情

報の提供を行います。 

17 地域住民等が集う拠点の整備に努めます。 

 

 

18 市は、地域生活課題の解決をはじめとする地域福祉の推進に向けて、地域の

様々な主体がいきいきと活動できるよう、「社会福祉法人 佐野市社会福祉協

議会」との連携を強化します。 
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基本目標１ 健やかで元気に暮らせるまちづくり 

 
 

基本目標２ 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり 

 

【地域福祉活動計画】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地域福祉を支える人づくりと地域福祉活動の支援～ 

１ 市民一人一人が福祉に対する理解と関心を高めるため、あらゆる機会を通し

て共に福祉意識の向上に努めます。 

２ 地域で活動するボランティアの育成や活動の支援を行います。 

３ 福祉団体や市民の地域福祉活動が継続的に展開できるよう支援します。 

～安全で安心な生活づくり～ 

４ 住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるよう、相談支援体制の充実を図る

とともに日常生活に支援が必要な方に対して生活支援サービスを提供しま

す。 

５ 介護保険事業や老人福祉センター事業などを実施することにより、安全で安

心な生活づくりを推進します。 
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基本目標３ 市民参加による自立したまちづくり 

 
 

基本目標４ 市社会福祉協議会の体制づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～地域共生による地域福祉の基盤づくり～ 

６ 地域住民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と社会

資源が世代や分野を超えて「丸ごと」つながり、共に支え合う地域共生社会

の実現を目指します。 

７ 高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしが続けられるよ

う、医療・介護・予防などの支援・サービス提供体制の構築を推進します。 

８ 誰もが必要な福祉情報を入手できるよう広く市民に分かりやすく提供しま

す。 

 

9 地域福祉を推進するため、組織体制の強化、人材の育成、財源の確保を行い、

社会福祉法人佐野市社会福祉協議会の基盤を強化します。 
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第３節 推進テーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画では、基本目標と合わせて、「推進テーマ」を設定し、計画期間において、諸施策を

実施する際に強く意識する一番のポイント、または、事務事業の実践的な主題とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

程 よ い 距 離

の「緩やかな

つながり」 

 

 

程よい距離の「緩やかなつながり」を築く 

・プライバシーに配慮した距離 

・濃密すぎる距離感でないこと 

・過度な干渉はしないが、疎外感を感じさせない距離 

 ・課題を持っていても誰かに相談や手助けを受けられる関係 

 ・誰もが支える側、支えられる側のどちらにもなれる関係 

 ・誰もが地域に居場所や役割があり、何かあったら気づいて 

  もらえる関係 

 

程よい距離 

 

緩やかな 

つながり 

【基本目標２】 

快 適 に よ り 安

全 で 安 心 し て

暮 ら せ る ま ち

づくり 

【基本目標１】 

健 や か で 元 気

に 暮 ら せ る ま

ちづくり 

【基本目標３】 

市 民 参 加 に よ

る 自 立 し た ま

ちづくり 

 

【基本目標４】 

市 社 会 福 祉 協

議 会 の 体 制 づ

くり 
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１ 心と体の健康づくりと地域医療 

体制の充実 

２ こどもの健やかな成長と子育て 

 支援  

３ 高齢者の生きがいづくり 

４ 障がい児者の自立支援 

５ 地域福祉の担い手の育成と支援 

６ 分野横断的な支援体制づくり 

１ 福祉意識の向上 

 

２ ボランティア活動の促進 

 

３ 地域福祉活動の支援 

 

 

７ 地域で安心して暮らせる防災力の向上 

８ 交通安全の啓発と交通安全施設 

 の整備 

９ 防犯意識の高揚と防犯体制の 

 整備 

10 地域の実情に応じた公共インフ 

 ラの整備 

11 必要な住宅の確保 

12 公共交通ネットワークの形成 

     

４ 生活支援の充実 

 

５ 福祉サービスの提供 

 

 

13 多様な主体の協働による地域福祉 

 の推進 

14 地域住民の主体的な活動への支援 

15 多様性を認め合う地域づくり 

16 誰もが入手しやすい手段による 

 情報提供 

17 地域住民等が集う拠点の整備 

 

６ 地域共生による福祉活動の推進 

 

７ 地域包括ケアシステムの構築 

 

８ 情報の提供 

 

 

９ 地域福祉推進に向けた基盤の強化 

 

  

 

18 市社会福祉協議会との連携強化 

第４節 計画の体系 

本計画の体系は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みんなが集い ふれあい 支えあうまちづくり 

【基本目標１】 

健やかで元気に

暮らせるまちづ

くり 

【基本目標２】 

快適により安全

で安心して暮ら

せるまちづくり 

【基本目標３】 

市民参加による

自立したまちづ

くり 

地域福祉計画 地域福祉活動計画 

【基本目標４】 

市社会福祉協議

会の体制づくり 

程よい距離の「緩やかなつながり」を築く 

基本理念 

推進テーマ 
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第５節 圏域の設定 

本計画では、地域住民が主体的に地域生活課題を把握し、解決に取り組むことができる地

域づくりを進めるため、下記のとおり 18 の圏域（地域福祉圏域）を設定しています。 

これは、「地区社会福祉協議会（地区社協）」の 18 地区と対応しており、地区ごとのきめ

細かい地域づくりの推進を目指します。また、本市の他の福祉分野の計画における圏域設定

の考え方と概ね合致しています。 
 

■本計画における地域づくりを進めるための圏域（地域福祉圏域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地 域 地          区 

佐野地域 佐野地区 植野地区 界地区 犬伏地区 堀米地区 旗川地区 吾妻地区 赤見地区 

田沼地域 
田沼地区 田沼南部地区 栃本地区 田沼北部地区 戸奈良地区 三好地区 

野上地区 新合地区 飛駒地区 

葛生地域 葛生地区 
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第４章 地域福祉計画 
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地域福祉計画では、次の体系に沿って、施策ごとの方向性を示すとともに、本市の関連事

業を整理します。また、基本目標ごとに、目標となる指標を設定し、その目標達成に努めま

す。 

 

■地域福祉計画の体系 

基本目標 施          策 

【基本目標１】 

健やかで元気に 

暮らせるまちづくり 

施 策  １ 心と体の健康づくりと地域医療体制の充実 

施 策  ２ こどもの健やかな成長と子育て支援 

施 策  ３ 高齢者の生きがいづくり 

施 策  ４ 障がい児者の自立支援 

施 策  ５ 地域福祉の担い手の育成と支援 

施 策  ６ 分野横断的な支援体制づくり 

【基本目標２】 

快適により安全で安

心して暮らせるまち

づくり 

施 策  ７ 地域で安心して暮らせる防災力の向上 

施 策  ８ 交通安全の啓発と交通安全施設の整備 

施 策  ９ 防犯意識の高揚と防犯体制の整備 

施策 10 地域の実情に応じた公共インフラの整備 

施策 11 必要な住宅の確保 

施策 12 公共交通ネットワークの形成 

【基本目標３】 

市民参加による 

自立したまちづくり 

施策 13 多様な主体の協働による地域福祉の推進 

施策 14 地域住民の主体的な活動への支援 

施策 15 多様性を認め合う地域づくり 

施策 16 誰もが入手しやすい手段による情報提供 

施策 17 地域住民等が集う拠点の整備 

【基本目標４】 

市社会福祉協議会の 

体制づくり 

施策 18  市社会福祉協議会との連携強化 
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■成果指標 

本計画では、次の成果指標を設定し、進捗状況の確認を行います。 

 

●基本目標１「健やかで元気に暮らせるまちづくり」における指標 

指      標 
現状  平成 29 

（2017）年度 

目標  平成 33 

（2021）年度 

①健康づくりに取り組んでいる市民の割合 69.９％ 76.5％ 

②市内の医療体制に満足している市民の割合 58.0％ 63.0％ 

③子育てと仕事を両立できている保護者の割合（就学前） 77.9％ 90.0％ 

④生きがいをもって生活している高齢者の割合 82.1％ 84.9％ 

⑤社会参加をしている高齢者の割合 58.9％ 61.5％ 

⑥障がい児者とふれ合う機会があった市民の割合 32.9％ 38.7％ 

⑦障がい福祉サービスの月平均利用者数 1,192 人 1,220 人 

⑧地域で福祉活動をしている人の割合 11.3％ 13.6％ 

⑨自立相談件数のうち解決の方向性が見い出せた割合 100.0％ 100.0％ 

 

●基本目標２「快適により安全で安心して暮らせるまちづくり」における指標 

指      標 
現状  平成 29 

（2017）年度 

目標  平成 33 

（2021）年度 

①普段から災害に対する備えをしている市民の割合 44.7％ 51.0％ 

②交通安全教室の参加者数 4,916 件 5,060 件 

③日常生活の中で、防犯の面で安心した生活をしている 

市民の割合 
60.7％ 66.0％ 

④道路網が整備されて移動時間が短縮された、通行しや 

すくなったと思う市民の割合 
62.0％ 84.6％ 

⑤公共交通機関が便利であると思う人の割合 42.2％ 56.5％ 
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●基本目標３「市民参加による自立したまちづくり」における指標 

指      標 
現状  平成 29 

（2017）年度 

目標  平成 33 

（2021）年度 

①市民活動に参加している、もしくは参加したことが 

ある市民の割合 
62.6％ 69.0％ 

②市民活動センター登録団体数 130 団体 140 団体 

③市民と協働して進めている事業数 128 事業 156 事業 

④町会加入世帯割合 86.1％ 88.4％ 

⑤日頃から人権を意識しながら生活している市民の割合 72.2％ 84.0％ 

⑥男女の地位が平等になっていると考えている市民の 

割合（社会全体） 
14.8％ 27.0％ 

⑦市民が知りたい行政の情報が十分に提供されている 

と感じている市民の割合 
68.5％ 86.0％ 

⑧整備された自治公民館の割合 

 （交付施設数／自治公民館数） 
45.5％ 54.5％ 

 

 

 

●基本目標４「市社会福祉協議会の体制づくり」における指標 

指      標 
現状（平成 29） 

2017 年度 

目標（平成 33） 

2021 年度 

①市社協と連携している事務事業数（委託事業を含む） 28 事業 32 事業 
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 【基本目標１】 健やかで元気に暮らせるまちづくり 

 

施策１ 心と体の健康づくりと地域医療体制の充実 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、「すべての市民の健康寿命の延伸（さの健康２１プラン）」を最終目標に、「生活

習慣の改善」、「生活習慣病の発症予防と重症化予防の推進」、「社会生活を営むために必要な

機能の維持」、「健康を支えるための社会環境の整備」の４つの基本目標を掲げ施策を展開し

てきました。 

アンケート調査では、町会の活動内容として、「ラジオ体操」や「老人クラブ活動」、「運動

会」、「健康づくりサークル」など、様々な形で健康づくりへの取組が行われていることがう

かがえます。今後も、「健康サポートさの※」の活動を支援し、啓発の方法や取組内容につい

て検討する必要があります。 

また、特定健康診査や各種がん検診の受診率向上を図ることや、日頃から健康相談のでき

るかかりつけ医を持つことは、病気の早期発見・早期治療につながり、医療費の軽減におい

ても効果があるため、様々な機会を捉えて市民の意識啓発を図る必要があります。 

さらに、心の健康を守るため、心の健康相談を継続するとともに、必要な時に安心して医

療を受けることができるよう、医師会、歯科医師会、関係機関等と連携して、地域医療体制

の確保を推進します。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●地域に居場所がなく、閉じこもりがちな高齢者がいる。 

●身近な地域で、誰でも気軽に集まることのできる場所があるとよい。 

●健康づくりなど、興味があるテーマで老人クラブやサロンを実施できるとよい。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・優しさと思いやりを持って生活する。 ・様々な分野の病院がある。 

 

 

 

※健康サポートさの：地域において健康づくりを実践しているボランティア団体で、2018 年現在、
市内に 10 支部あり、各支部において生活習慣病予防のための料理教室や、ロ
コモティブシンドローム予防のための体操教室など、様々な教室を自主的に企
画し実施している。 

 



７１ 

 

■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

公的病院支援事業 公的病院の運営費補助 医療保険課 

市民病院救急医療等推進事業 救急医療等の運営費補助 医療保険課 

特定健康診査事業 各種健康診査の実施 
医療保険課 

健康増進課 

健康サポートさの活動推進事業 
健康づくり推進活動、健康サポーターの

育成 
健康増進課 

健康教室開催事業 各種健康増進事業を実施 健康増進課 

いじめ防止アドバイザー活用事業 外部識者への相談等 学校教育課 

心の教室相談員活用事業 児童生徒の悩み相談等 教育センター 

 

●特定健康診査、がん検診など各種健康診査を定期的に受診します。 

●健康教室や介護予防教室に参加します。 

●かかりつけ医を持ち、病気の早期発見・早期治療に努めます。 

●様々な機会を通じて市民の健康づくりへの意識の向上を図ります。 

●各種健康診査の受診率向上を図ります。 

●心の健康相談等を実施し、心の健康の保持に努めます。 

●どこに住んでいても医療を受ける機会を持てるようにします。 

●生きることの包括的支援を推進します。 

●従業員の健康管理に努め、健康診査の定期的な受診を促します。 

●メンタルヘルス対策の職場研修を実施します。 

●医療機関相互の連携による効率的な医療を提供します。 

 



７２ 

 

施策２ こどもの健やかな成長と子育て支援 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、こどもの健やかな成長と子育て支援に向けて、健診等を通じた母子保健医療の

充実や、援護を必要とする子育て家庭への支援、経済的支援や子育ての負担感の軽減、こど

もの国や児童館におけるイベント実施などを通じたこどもの遊び場づくりなど、様々な施策

を実施してきました。 

また、育児休業取得促進への啓発を行うなど、ワークライフバランスの推進に向けた取組

を進めてきました。 

アンケート調査では、町会の活動の中で、「こども会の活動」「小学校の登下校時の見守り」

など、こどもを支える様々な活動が行われていることがうかがえます。一方、地域で感じる

問題については、「安心できるこどもの遊び場が少ない」が上位にあがっています。そして、

取り組むべき福祉施策については、「育児・子育ての支援体制の充実」が上位にあがっており、

前回調査と比較しても増加しています。 

地区座談会（市民会議）では、子育て世代の近所付き合いの希薄化といった課題に対して、

「一人一人が積極的に隣近所とコミュニケーションをとることによって関係性やつながりを

作っていく」といった意見があがっています。また「公園など、こどもの居場所を確保する

ことも重要」との意見や、「小中学校での福祉体験などを通して、福祉に関心を持つ人が増

えることで、地域の様々な活動に役立つのではないか」といった提案がみられます。 

こども会議においては、自分たちができることについて、「あいさつが誰にでもできる」

や、住みやすくするためのアイデアとして「こどもが遊べる場所がある」などがあげられて

います。 

今後は、こどもが心身ともに健やかに成長できるよう支援するとともに、誰もが安心して

妊娠、出産、子育てができるよう、支援の充実を図ります。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●子育て世代と地域や近所付き合いの希薄化がみられる。 

●あいさつやちょっとした声かけなど、一人一人が積極的に隣近所とコミュニケーションを

とることによって関係性やつながりを作っていく。 

●公園など、こどもの居場所を確保することも重要である。 

●小中学校での福祉体験などを通して、福祉に関心を持つ人が増えることで、地域の様々な

活動に役立つのではないか。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・あいさつが誰にでもできる。  ・こどもが遊べる場所がある。 

 

 

 



７３ 

 

■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

こども医療費助成事業 中学校修了までのこどもの医療費助成 こども課 

子宝祝金支給事業 第３子以降の出産祝い金の支給 こども課 

育児休業取得促進啓発事業 育児休業取得の促進 保育課 

妊産婦健康診査事業 妊産婦健康診査費用の助成 健康増進課 

地域子ども・子育て支援事業 病児保育・延長保育等 保育課 

養育支援訪問事業 養育に関する指導・助言等 家庭児童相談室 

●こどもを健やかに育てます。 

●子育てと仕事の両立に協力します。 

●こどもの事故防止、防犯等に協力します。 

●民間保育施設等は、幼児教育・保育・子育て支援の量的拡充と質の向上に努めます。 

●育児休業が取得しやすく、職場復帰のしやすい職場環境づくりに努めます。 

●妊産婦・乳幼児等に対する継続的・包括的支援体制の構築を図ります。 

●乳幼児健診受診率向上と乳幼児に関する相談体制の確立を図ります。 

●援護を必要とする子育て家庭への支援の充実を図ります。 

●子育て世帯の経済的・精神的負担の軽減を図ります。 

●こどもの居場所や遊び場づくりの充実に努めます。 

●多様で弾力的な保育環境の充実に努めます。 

 



７４ 

 

施策３ 高齢者の生きがいづくり 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、高齢者の生きがいづくりに向けて、ふれあいサロンや老人福祉センターの運営

により、高齢者の社会参加を図るとともに、シルバー人材センターを支援し、就労機会の確

保に努めてきました。また、佐野シニアクラブ連合会のシルバー奉仕員による友愛訪問や見

守りネットワークによる見守り活動を支援し、高齢者を支えるネットワークづくりに取り組

んでいます。 

アンケート調査では、地域活動への参加について、60 代を中心に、高齢の方の参加割合

が高くなっています。一方、参加していない理由については、「参加の方法がわからない」「ど

のような行事や活動があるか知らない」も少なくないことから、今後一層の情報提供の充実

が求められます。そして、取り組むべき福祉施策について、「高齢者や障がい者の在宅生活支

援」が最上位にあがっています。 

地区座談会（市民会議）では、「地域で孤立している人を老人クラブなどに誘えるとよい」

といった意見や、「気軽に利用できるサロンを設置することで、自分から『行ってみよう』

という気持ちになったり、互いに誘い合うことにつながると思う」との意見があがっていま

す。 

こども会議においては、自分たちができることについて「困っている人を助ける」、住み

やすくするためのアイデアとして「毎週お茶会のようなものをする」などがあげられていま

す。 

今後は、高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持ち、健やかに暮らし続けることができ

るよう、高齢者が活躍できる場や機会をつくるとともに、地域全体で高齢者を見守り、支え

る体制づくりを推進します。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●地域で孤立している人を老人クラブなどに誘えるとよい。 

●気軽に利用できるサロンを設置することで、自分から「行ってみよう」という気持ちにな

ったり、互いに誘い合うことにつながると思う。また、サロンは、地域に定着し、誰もが

安心して利用できるよう、お世話係など、いつも誰かがいることも必要であると思う。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・困っている人を助ける。  ・毎週お茶会のようなものをする。 

 

 

 



７５ 

 

■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

高齢者生きがい活動支援通所事業 通所の場、各種サービスの提供 いきいき高齢課 

高齢者ふれあいサロン事業 ふれあいサロンの開設 いきいき高齢課 

老人クラブ支援事業 クラブ活動に対する支援 いきいき高齢課 

高齢者介護予防拠点施設運営事業 介護予防拠点施設の運営 いきいき高齢課 

 

 

●健康・生きがいづくりに取り組みます。 

●介護予防に積極的に取り組みます。 

 

 

●高齢者の社会参加（地域活動）を支援します。 

●地域福祉の担い手として活動します。 

●地域との連携、行政との協働により、高齢者の見守り活動を支援します。 

●多様な活動機会の提供や就労支援を図ります。 

●高齢者の多様なニーズ等に対応できるサービスの充実に努めます。 

●高齢者の健康寿命を延ばすため、予防接種や健康教室への参加を促します。 

 



７６ 

 

施策４ 障がい児者の自立支援 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、障がい児者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい

福祉サービスの提供をはじめとする各種支援を実施してきました。また、障がい特性の理解

啓発を促進するため、講演会・シンポジウム等を開催するとともに、障がい児者を支えるボ

ランティアの育成に努めてきました。 

アンケート調査では、取り組むべき福祉施策について、「高齢者や障がい者の在宅生活支援」

が最上位にあがっています。 

地区座談会（市民会議）では「障がい者、子育て世帯などがどの様に困難を抱えているか

が見えない」「障がいを持っていることを近所の人に知られたくない人や、高齢者として見

られたくない人への接し方をどうしたらよいのか」「ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、

障がい者に対する偏見がある」といった障がい者を取り巻く課題や、「障がい者でも気軽に

参加できるようなメニュー（講座）があれば参加者が増えるのではないか」といった意見が

あがっています。 

こども会議においては、自分たちができることについて「偏見を持たない」「差別をしな

い」、住みやすくするためのアイデアとして「障がいなどがある人でも関係なく過ごすこと

ができること」「障がいのある人、体の不自由な人の旅行サービス」などがあげられていま

す。 

今後は、障がい児者が地域社会の一員として自立し、自分らしく生活できるようにすると

ともに、市民が障がい特性を理解し、共に暮らすことができるよう、啓発に努めます。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●障がい者でも気軽に参加できるようなメニュー（講座）があれば参加者が増えるのではな

いか。 

●障がい者、子育て世帯などがどの様に困難を抱えているかが見えない。 

●障がいを持っていることを近所の人に知られたくない人や、高齢者として見られたくない

人への接し方をどうしたらよいのか。 

●ひとり暮らし高齢者や高齢者のみ世帯、障がい者に対する偏見がある。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること  ●どうすれば住みやすくなるか 

・偏見を持たない。  ・障がいなどがある人でも関係なく過ごすことができること。 

・差別をしない。  ・障がいのある人、体の不自由な人の旅行サービスなど。 

 

 



７７ 

 

■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

安心生活支援事業 地域生活を支援するための総合調整 障がい福祉課 

計画相談支援給付事業 福祉サービス利用者のための計画策定の支援 障がい福祉課 

相談支援事業 障がい児者及び保護者等からの相談支援 障がい福祉課 

両毛広域身体障がい者 

スポーツ大会開催事業 
身障者スポーツ大会の参加 障がい福祉課 

 

 

●障がいの特性を理解し、助け合います。 

●街で高齢者や障がい児者などを見かけたら、自ら手をさしのべます。 

 

●障がい児者が参加しやすい地域活動の機会を提供します。 

●障がい児者の働きやすい環境を整備し、雇用拡大を図ります。 

 

●障がい児者の社会参加につながるよう、障がい特性の理解啓発の推進に努めます。 

●障がい児者が自立した生活ができるよう、必要な障がい福祉サービスを提供します。 

●障がい者の社会参加と自立支援に向けて、就労支援を行います。 

●特別な支援が必要な児童生徒の特性に応じた個別の指導を実施します。 

●障がいの早期発見・早期療育及び家族支援による予防支援に努めます。 

 



７８ 

 

施策５ 地域福祉の担い手の育成と支援 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、市社協と連携し、福祉ボランティアの育成を図ってきました。また、介護支援

ボランティアポイント制度を実施し、ボランティア参加を促進するなど、地域福祉の担い手

の育成と支援を図っています。 

アンケート調査では、ボランティア活動・ＮＰＯ活動の状況については、「現在活動してい

る」が１割未満となっており、活動の中で困ったこと、苦労したことについては、「継続的に

活動することが難しい」、「一緒に活動する人が少ない」が上位にあがっています。 

地区座談会（市民会議）では、「各団体の役員の負担が大きく、なり手がいない」や「ボ

ランティア活動をする人が少なくなっている」といった、人材不足についての意見があがっ

ています。一方で、「情報が少なく、何か役に立ちたいと思う人が行動に移ることができな

い」や「高齢者が活動する場所がない」といった、参加への入口の課題が指摘されており、

解決策として「支援する側と支援を受ける側をコーディネートする人材を育成する」があが

っています。 

こども会議においては、自分たちができることについて「進んでボランティア活動に参加

する」「ごみ拾い」、住みやすくするためのアイデアとして「ボランティアが活発」「月１

回みんなでごみ拾い」などがあげられています。 

今後は、町会等の地域活動団体、ボランティア団体、民生委員児童委員など、地域福祉の

担い手の育成と支援を推進するとともに、支援者と受け手をつなぐ人材の育成を図ります。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●各団体の役員の負担が大きく、なり手がいない。 

●ボランティア活動をする人が少なくなっている。 

●情報が少なく、何か役に立ちたいと思う人が行動に移ることができない。 

●高齢者が活動する場所がない。 

●シニア世代は多数いるのに地域への貢献ができていない。 

●個人が培った知識や技術を活用できる場があるとよい。 

●移動支援のボランティアができるとよい。 

●支援する側と支援を受ける側をコーディネートする人材を育成する。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・進んでボランティア活動に参加する。 ・ボランティアが活発。 

・ごみ拾い。    ・月１回みんなでごみ拾い。 

 

 



７９ 

 

■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

佐野市ボランティア協会支援事業 協会の運営支援 市民活動促進課 

民生委員児童委員活動支援事業 民生委員児童委員の活動支援 社会福祉課 

地区民生委員児童委員協議会支援事業 法定単位民児協の組織的活動の支援 社会福祉課 

介護支援ボランティアポイント事業 
介護予防や生活支援に係るボランティ

ア活動支援 
いきいき高齢課 

市民後見推進事業 成年後見制度の周知 いきいき高齢課 

認知症サポーター等養成事業 認知症サポーター等の養成 いきいき高齢課 

学社連携・融合推進事業 地域教育コーディネーターの養成等 生涯学習課 

●福祉ボランティア活動、地域行事などに参加します。 

●ボランティア活動に関心のある人に声をかけ、仲間を増やします。 

●地域で活動する福祉ボランティアの育成、支援を行います。 

●ボランティア団体・ＮＰＯと地域の各種団体との交流を図ります。 

 

●市社協と連携し、福祉ボランティアの育成と支援に努めます。 

●民生委員児童委員などの活動を支援し、地域福祉活動を推進します。 
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施策６ 分野横断的な支援体制づくり 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、生活困窮者をはじめ、地域の中で社会的な孤立状態にある人に対して、関係機

関等と連携しながら、相談支援の充実を図ってきました。一方、いわゆる「制度の狭間」に

位置し、公的なサービス支援からもれる人も少なくありません。 

アンケート調査では、取り組むべき福祉施策について、「地域の支え合いのしくみづくり」

が上位にあがっています。 

支援が必要な人・気にかかる人の存在については、全体では「わからない」が最も高くな

っていますが、地域差がみられます。また、生活困窮問題への支援制度に対する考えについ

ては、「身近な問題として直面していないが、必要な制度だと思う」が最も高いほか、「身

近な問題として直面しており、必要な制度だと思う」が１割半ばと、支援を必要とする人や

身近に生活に困窮している人が一定数いることがうかがえます。 

地区座談会（市民会議）では、社会から孤立している人の支援が困難であることや、誰に

相談したらいいのか分からない人、自身が困っていることに気付かない人がいること、地域

で困難を抱えている人達の現状把握が必要であるなどの意見があがっています。 

こども会議においては、自分たちができることについて「人との関わりを大切にする」、

住みやすくするためのアイデアとして「誰でも働ける場所がある」「生活が苦しい人には保

険がおりる」などがあげられています。 

今後は、地域の中で社会的なつながりから孤立し、公的援助・サービスに結びついていな

い人々に対して、分野横断的かつ能動的なアプローチに基づく支援体制づくりを推進します。 

 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●単身世帯、ひきこもり、親戚や近所からも孤立している人の支援に困っている。 

●支援が必要な人に対して気軽に相談できる場所や人がいるとよい。 

●地域で困難を抱えている人達の現状の実態を把握することが必要である。 

●自身が困っていることに気付かない人がいる。 

●誰に相談したらいいのか分からないので把握できない。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・人との関わりを大切にする。  ・誰でも働ける場所がある。 

     ・生活が苦しい人には保険がおりる。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

ふれあい収集事業 
高齢や障がいなどにより、ごみ出しが

困難な世帯に伺い、ごみを収集 
クリーン推進課 

学習支援事業 生活困窮者世帯への学習支援 社会福祉課 

福祉ホットライン事業 福祉相談員による相談等 社会福祉課 

認知症地域支援推進員等設置事業 医療機関等と地域をつなぐ連携支援 いきいき高齢課 

総合相談事業 
地域包括支援センターにおける 

総合相談 
いきいき高齢課 

包括的・継続的ケアマネジメント支援

事業 

地域包括支援センターにおける介護

支援専門員への支援 
いきいき高齢課 

青少年相談事業 青少年の悩みごと相談 少年指導センター 

●同じ環境の人と知り合える場所に積極的に参加します。 

●相談に沿って、自らの自立した生活の確保に努めます。 

 

●地域で生活困窮者等に対する支援や相談活動を行います。 

●相談・問い合わせに対し、関係者と協力して親身に対応します。 

 

●生活保護受給者や生活困窮者等の自立を支援するために、就労相談員とケースワーカーがハ

ローワークと連携し、就労支援に努めます。 

●福祉・保健・医療その他生活関連分野が連携し、多様なサービスを総合的に提供する体制の

整備に努めます。 

●複合的な課題への解決に向けて、全庁的な連携のもと、包括的支援体制の構築を図ります。 

●虐待への関心を高め、地域社会全体で虐待予防、早期発見･早期対応の支援体制づくりを推

進します。 
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 【基本目標２】 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり 

 

施策７ 地域で安心して暮らせる防災力の向上 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、地域防災力の向上、防災意識の高揚を図るため、モデル地区を指定し、防災資

機材の整備を促進するとともに、町会への消火設備設置支援、自主防災会や町会等への防災

講話等を実施してきました。また、防災倉庫の設置や防災対策用備蓄品の配備、他自治体・

団体等との災害協定締結をはじめ、様々な施策を実施してきました。 

アンケート調査では、地域で感じる問題点については、「緊急時の対応体制がわからない」

が最も高くなっているほか、「災害時の避難場所がわからない」など、災害時に対して不安を

抱えている人が一定数いることがうかがえます。また、防災訓練への参加状況については、

「参加していない」が６割半ばとなっています。 

地区座談会（市民会議）では、災害時の避難の仕方や準備が良く分からない、防災無線が

聴こえない、空き家問題など、様々な課題が指摘されています。一方で、災害時に助け合え

るよう、普段からの関係づくりが大切であるとの意見も見られます。 

こども会議においては、自分たちができることについて「安心、安全のための講話を受け

る」、住みやすくするためのアイデアとして「避難訓練をする」「保存食を備えておく」な

どがあげられています。 

今後は、様々な災害から市民の生命、財産を守るとともに、災害発生時の被害を最小化す

るため、地域の多様な主体と連携し、防災力の向上を図ります。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●災害時の避難の仕方や準備が良く分からない。 

●災害時避難行動要支援者個別計画の作成を進めているが、個人の事情を知られたくないた

めに支援を拒否する人もいる。 

●防災無線が聞き取りにくい、聞こえない地域がある。 

●災害時地域で助け合えるよう、普段からの関係づくりを進める。 

●空き家問題が課題となっている。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・安心、安全のための（防災、防犯など） ・避難訓練をする。 

講話を受ける。   ・保存食を備えておく。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

防災対策事業 防災会議の開催等 危機管理課 

防災対策用備蓄事業 災害時における食糧、飲料水等の備蓄 危機管理課 

総合防災訓練事業 防災訓練の実施 危機管理課 

自主防災組織育成事業 地域住民による防災組織の設置、育成 危機管理課 

特定空家等除却促進事業 老朽危険空家除却の補助 空き家対策室 

避難行動要支援者対策事業 避難行動要支援者名簿等の作成 社会福祉課 

 

●「自分の身は自分で守る」という意識を持ちます。 

● 防災に対しての関心・意識を持ちます。 

● 災害に備え防災用品を備蓄し、避難所等を確認します。 

● 地域などで行う防災訓練等に積極的に参加します。 

● 空き家所有者は空き家の適切な管理に努めます。 

● 各防災機関が行う防災活動に連携・協力します。 

● 防災体制の整備や施設の耐震化、防災訓練の実施に努めるとともに、災害発生時には顧客

や従業員の安全確保を図ります。 

●避難行動要支援者支援体制の整備を推進します。 

●社会福祉施設等の安全対策に関する指導を実施します。 

●防災知識の普及・啓発を図ります。 



８４ 

 

施策８ 交通安全の啓発と交通安全施設の整備 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、佐野警察署や交通安全関係団体と連携し、交通安全意識高揚のための啓発活動

を行い、また街路灯の設置や通学路の整備などを実施し、交通事故発生件数、死傷者数とも

に減少傾向となっています。 

アンケート調査では、可能な手助けについて「こどもの通学路の見守り」で「できる」「と

きどきできる」を合わせた割合が４割強に上ります。一方、「交通マナーの乱れ」が前回調

査に比べて改善しているものの、依然として地域で感じる問題点の一つとして、生活上の不

安材料の一つとなっています。 

地区座談会（市民会議）では、「交通量の多い道路では、こどもの登下校が心配である」

や「カーブミラーの設置を増やしてほしい」といった意見があがっています。 

こども会議においては、自分たちができることについて「安心、安全のための講話を受け

る」、住みやすくするためのアイデアとして「道が安全」「信号機をつける」、大人におね

がいしたいこととして「道を整備する」などがあげられています。 

今後は、各世代に応じた適切な交通安全意識の向上と、道路・交通安全施設の整備を通じ

て、市民の交通事故防止に努めます。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●交通量の多い道路では、こどもの登下校が心配である。 

●カーブミラーの設置を増やしてほしい。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・安心、安全のための（防災、防犯など） ・道が安全。 

講話を受ける。   ・信号機をつける。 

 

●大人におねがいしたいこと 

・道を整備する。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

交通指導員設置事業 児童等の通学時に安全な誘導を行う交通指導員の設置 交通生活課 

交通安全教育事業 交通安全教室の開催等 交通生活課 

市道通学路整備事業 道路の改良 道路河川課 

交通安全施設等整備事業 街路灯、カーブミラー等の整備 道路河川課 

小学校通学路安全点検事業 小学校通学路の安全点検、ストップマークの設置 教育総務課 

 

 

●交通安全への高い意識を持ち、交通ルールを遵守します。 

●街や道路に危険な箇所や不便な箇所があれば、市に情報を提供します。 

●従業員に対する交通安全教育や研修を実施します。 

●地域の道路にある段差や危険な箇所を点検します。 

 

●交通事故の当事者となる割合が高い高齢者やこどもに対して交通安全の啓発に努めます。 

●安全な道路環境の整備に努めます。 
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施策９ 防犯意識の高揚と防犯体制の整備 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、自主防犯組織の育成や活動を積極的に支援するとともに、佐野警察署や防犯協

会等と連携し、防犯設備の設置や各種防犯対策を実施してきました。また、「広報さの」や市

のホームページ等を通じて消費生活情報を提供するとともに、特殊詐欺対策等の講座の開催

等、啓発活動を実施してきました。 

アンケート調査では、町会の活動の中で、様々な形での防犯活動が進められていることが

うかがえます。また、取り組むべき福祉施策について、「防犯・交通安全・防災体制の充実」

が上位にあがっています。 

地区座談会（市民会議）では、「街灯が少なく、安全面、防犯面から心配」や「こどもの

帰宅時間の見守りのボランティアをしてほしい」との意見がある中、民生委員児童委員、ボ

ランティアの人達による登下校時の見守り活動が実施されている状況が報告されています。 

こども会議においては、自分たちができることについて「安心、安全のための講話を受け

る」や「防犯ポスター」、住みやすくするためのアイデアとして「防犯カメラがある」「街

灯が多い」等があげられています。 

今後は、市民が犯罪や、トラブルの当事者とならないよう、地域の多様な主体と連携し、

防犯意識の高揚と防犯体制の整備を推進します。 

 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●こどもの帰宅時間の見守りのボランティアをしてほしい。 

●街灯が少なく、安全面、防犯面から心配である。 

●民生委員、ボランティアの人達により登下校時における児童の見守り隊を行っている。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・安心、安全のための（防災、防犯等） ・防犯カメラがある。 

講話を受ける。   ・街灯が多い。 

・防犯ポスター。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

●市の取組 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

消費者生活啓発推進事業 講座の開催等 交通生活課 

防犯対策・意識啓発事業 各種防犯施策の実施 危機管理課 

防犯灯設置支援事業 防犯灯設置の支援 危機管理課 

消費生活センター運営事業 消費生活センターの運営 交通生活課 

佐野保護区保護司会支援事業 運営の支援 社会福祉課 

佐野更生保護女性会支援事業 運営の支援 社会福祉課 

安全情報共有システム実施事業 学校安全情報メールの配信 教育センター 

 

●防犯意識を持って、日常生活を送ります。 

●正しい消費知識を身に付け、消費者としてトラブルに巻き込まれないようにします。 

 

●犯罪抑制のための連帯意識を高めます。 

●ボランティアの人たちによる登下校の見守り活動を実施します。 

●青色回転灯パトロールを実施します。 

●防犯教育や啓発により市民の防犯意識を高め、地域での見守りを推進します。 

●防犯灯や防犯カメラを効果的に設置します。 

●消費生活トラブル防止の啓発に努めます。 

●再犯防止の観点から、高齢者又は障がい者等をはじめ、保健医療・福祉等の支援を必要とす

る犯罪を犯した者等に対し、地域での生活への復帰に向けた支援施策を総合的に推進しま

す。 
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施策１０ 地域の実情に応じた公共インフラの整備 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、既存道路の整備に合わせて狭あい道路の解消に努めるとともに、緊急性や危険

度等を勘案し、生活道路や雨水排水路の整備を進めてきました。また、都市公園の補修や長

寿命化を図り、適正な維持管理に努めるとともに、汲み取り式トイレも水洗化を実施してき

ました。 

地区座談会（市民会議）では、「自分の地域の実情を把握して、班や町内会で何ができる

かを多くの人たちと真剣に協議し実施への第一歩とする」といった意見がみられます。 

こども会議においては、自分たちができることについて「エコ」や「ごみ拾い」、住みや

すくするためのアイデアとして「バリアフリー」「水がきれい」「地域で清掃する」、大人

におねがいしたいこととして「環境整備（バリアフリー、道路、公共施設の充実）」などが

あげられています。 

今後は、地域の実情に応じた、公共インフラ（生活道路・雨水排水路・都市公園等）を、

バリアフリーやユニバーサルデザインの考え方を踏まえながら整備し、誰もが安全で快適に

生活できるよう努めます。 

 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●自分の地域の実情を把握して、班や町内会で何ができるかを多くの人たちと真剣に協議し

実施への第一歩とする。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・エコ。    ・バリアフリー。 

・ごみ拾い。    ・水がきれい。 

・施設紹介のポスターを描く。  ・まちに自然がある。 

     ・地域で清掃活動をする。 

 

●大人におねがいしたいこと 

・環境整備（バリアフリー、道路、公共施設の充実） 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

（仮称）高萩中央公園整備事業 公園の整備 都市整備課 

道路施設長寿命化修繕計画策定事業 計画の策定 道路河川課 

公共下水道雨水幹線整備事業 雨水幹線の整備 下水道課 

紫外線照射装置整備事業 浄水場へ紫外線照射装置の設置 水道課 

 

●住居周辺の生活環境の維持に努めます。 

●公園の美化に努めます。 

●水道を適正に管理し、節水や漏水防止に努めます。 

 

●活動地域周辺の環境の維持に努めます。 

●公園等の美化に努めます。 

●水道を適正に管理し、節水や漏水防止に努めます。 

 

●公共施設等のバリアフリー化を推進します。 

●バリアフリー化された道路のネットワーク化を形成します。 

●ノーマライゼーションやユニバーサルデザインの普及・啓発を図ります。 

●買い物や通院等の日常生活の利便性確保のため、地域特性を考慮したまちなか居住の促進

を図ります。 

●安全で安定した上下水道施設の維持管理を堅持し、健全な事業経営を図ります。 
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施策１１ 必要な住宅の確保 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、「佐野市住宅マスタープラン（佐野市住生活基本計画）」及び「佐野市空家等対

策計画」等を策定し、住宅政策を推進してきました。 

各種アンケート調査の結果では「高齢者、障がい者に対応した住宅改善・整備の促進」と

の回答が多く、手すり、段差のない床面等の高齢者等に配慮した住宅設備の整備に向けた支

援が求められています。 

また、本市では、空き家率が全国平均や栃木県平均と比べて高くなっており、空き家に対

して不安を感じている人の割合が高いことから、空き家バンク制度による空き家の有効活用

等の対策に取り組むことが必要です。 

そして、低所得者世帯が増加傾向にあり、住宅確保要配慮者への対策も引き続き必要です。 

地区座談会（市民会議）では、空き家に関する問題が提起されています。 

こども会議においては、住みやすくするためのアイデアとして「障がいなどがある人でも

関係なく過ごすことができること」などがあげられています。 

今後は、市民一人一人がライフスタイルに合った住居や住み方を選択し、安全で快適に暮

らせるよう、事業所、関係機関等をはじめ、多様な主体と横断的に連携し、誰もが安心して

住みやすい住宅の確保と空き家対策に努めます。 

 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●空き家問題が課題となっている。 

 

＜こども会議＞ 

●どうすれば住みやすくなるか 

・障がいなどがある人でも関係なく過ごすことができること。 

 

 

 



９１ 

 

■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

住宅確保給付金給付事業 包括的かつ継続的な支援 社会福祉課 

住宅改修支援事業 高齢者等のための改修支援 介護保険課 

市営住宅維持管理事業 市営住宅の維持管理 建築住宅課 

既存建築物耐震診断・改修等支援事業 耐震診断・耐震改修等の補助 建築指導課 

空き家活用推進事業 空き家バンクの運営及び空き家改修費の補助 空き家対策室 

 

●自己所有建築物の適切な管理に努めます。 

●住居周辺の生活環境の維持に努めます。 

 

●地域特性に配慮し、市民のニーズに対応した住宅の提供に努めます。 

●良質な住宅サービスと適切な住宅関連情報の提供に努めます。 

 

●住宅のバリアフリー化等、誰もが快適に生活できる環境整備を促進・支援します。 

●新たな住宅セーフティネット制度による、民間賃貸住宅を活用した住宅要配慮者への支援

制度の構築を進めます。 
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施策１２ 公共交通ネットワークの形成 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、公共交通の利便性を向上させるため、市営バスの全路線の見直しや、運行ダイ

ヤの改正、新たな路線開設を行いました。また、公共交通空白地域解消に向けて、市民との

勉強会を開催してきました。 

アンケート調査では、取り組むべき福祉施策について、「移動手段の充実」が上位にあがっ

ており、前回調査に比べても割合が高くなっています。 

地区座談会（市民会議）では、「高齢者が多く、移動手段がない人が多い。中山間地では、

特に喫緊の課題である」といった意見や、「活動したいと思っても、出かける手段が限られて

しまう」といった課題があがっています。また、それらの課題に対して「移動支援のボラン

ティアができるとよい」や「乗合タクシーや福祉タクシーの導入を検討する」といった解決

手段が提案されています。 

こども会議においては、大人におねがいしたいことについて「バスの便を増やして欲しい」、

住みやすくするためのアイデアとして「交通の便がいい」「高齢者や障がい者が無料で乗れ

るバス」などがあげられています。 

今後は、市民、関係機関等と連携し、誰もが円滑に移動できる公共交通ネットワークの形

成に向けた取組を推進します。 

 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●高齢者が多く、移動手段がない人が多い。中山間地では、特に喫緊の課題である。 

●活動したいと思っても、出かける手段が限られてしまう。 

●移動支援のボランティアができるとよい。 

●乗合タクシーや福祉タクシーの導入を検討する。 

 

＜こども会議＞ 

●大人におねがいしたいこと  ●どうすれば住みやすくなるか 

・バスの便を増やして欲しい。  ・交通の便がいい。 

     ・高齢者や障がい者が無料で乗れるバス。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

有償バス運行運営事業 
市民の移動の足を確保するための

市営バスの運行運営 
交通生活課 

障がい者福祉タクシー券給付事業 タクシー利用料の一部を助成 障がい福祉課 

高齢者福祉タクシー券給付事業 タクシー利用料の一部を助成 いきいき高齢課 

高齢者自家用車有償バス運賃助成事業 市営バスの運賃の半額を助成 いきいき高齢課 

高齢者外出支援事業 通院する際の送迎 いきいき高齢課 

 

●公共交通を積極的に利用します。 

●公共交通の利用マナーの向上に努めます。 

 

●公共交通事業者相互の連携強化により、乗継ぎ等の円滑化を図ります。 

●運行ルートやダイヤ調整等の運行サービスの向上に努めます。 

●地域に適した公共交通を供給します。 

●誰もが利用しやすいよう、ユニバーサルデザイン車両の導入を推進します。 

●公共交通の利用促進を図ります。 

●市民の移動の足を確保するため、市営バスの運行運営を行います。 
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 【基本目標３】 市民参加による自立したまちづくり 

 

施策１３ 多様な主体の協働による地域福祉の推進 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、市民、町会、民生委員児童委員、事業所、市社協、地区社協等、地域の多様な

主体と協働・連携し、地域福祉の推進を図ってきました。 

アンケート調査では、『可能な手助け』として、「安否確認の声かけ」、「趣味などの話し相

手」、「ごみ出し」、「家の前などの掃除」、「緊急時の手助け」において、「できる」「ときどき

できる」を合わせた割合が過半数を超えるなど、市民一人一人が日常生活において、誰かの

手助けが可能であると考えています。 

地区座談会（市民会議）では「民生委員児童委員と福祉協力員※との連携を深める」や「地

域で連携・協力して、支援に取り組んでいく」ことなどの意見がありました。 

こども会議においては、自分たちができることについて「優しさと思いやりを持って生活

する」や「人との関わりを大切にする」、住みやすくするためのアイデアとして「困ってい

る人と助け合える」などがあげられています。 

今後は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域の多様な主体がともに寄り

添い、地域の実情を互いに理解し合った上で、協働・連携のもとに地域福祉を推進します。 

 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●民生委員児童委員と福祉協力員との連携を深める必要がある。 

●地域で連携・協力して、支援に取り組んでいくことが必要である。 

●あいさつやちょっとした声かけなど、一人一人が積極的に隣近所とコミュニケーションを

とることによって関係性やつながりを作っていく。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・優しさと思いやりを持って生活する。 ・困っている人と助け合える。 

・人との関わりを大切にする。 

※福祉協力員：地区社会福祉協議会（地区社協）の構成員。小地域ネットワーク活動を円滑に推進す
るため、町会長等から推薦された人。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

大学との地域連携事業 大学等との事業連携 広報・地域連携課 

高齢者乳酸飲料愛のひと声事業 乳酸飲料配布による安否確認 いきいき高齢課 

放課後こども教室推進事業 交流研修会の実施等 生涯学習課 

生涯学習推進支援事業 生涯学習活躍人養成講座 生涯学習課 

楽習出前講座開催事業 講座の開催 生涯学習課 

子ども会ジュニアリーダー研修会開催事業 ジュニアリーダーの育成 生涯学習課 

 

 

●市民活動への理解を深め、積極的に参加します。 

●一人一人が地域福祉の担い手であると意識し、行動します。 

●地域の団体同士がお互いの活動を理解し、連携に努めます。 

●高等教育機関は、内部にある知的財産を市や地域に提供します。 

 

●児童生徒の見守り等を地域ぐるみで推進するよう図ります。 

●放課後こども教室の運営に当たり地域住民による教育力を活用します。 

●多様な主体による高齢者見守りネットワークを構築します。 
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施策１４ 地域住民の主体的な活動への支援 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、地域住民の主体的な活動への支援に向けて、情報紙やホームページ等を通じた

情報提供や講演会の開催、市民協働推進員の配置、活動団体やモデル町会への補助金交付等

様々な施策を実施してきました。 

アンケート調査では、地域の行事や活動への参加について、『している』が５割弱と前回調

査と比較しても市民の地域活動への参加が進む一方で、30 歳代以下では「全くしていない」

が４割以上となっており、若年層に対する地域活動への参加促進が必要となっています。 

地区座談会（市民会議）では、「各団体の役員の負担が大きく、なり手がいない」といっ

た意見がある一方で、まずは自分たちの手で地域の実情を把握し、地域で何ができるかを真

剣に話し合うことが第一歩であるとの意見も見られます。 

こども会議においては、自分たちができることについて「こども集会を開く」、住みやす

くするためのアイデアとして「月に１回集会がある」、大人におねがいしたいこととして「意

見を出せる機会と場を増やす」などがあげられています。 

今後は、市民、町会、ボランティア団体をはじめとする地域住民の主体的な諸活動を支援

し、地域福祉の向上を図ります。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●各団体の役員の負担が大きく、なり手がいない。 

●自分の地域の実情を把握して、班や町内会で何ができるかを多くの人たちと真剣に協議し

実施への第一歩とする。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること  ●どうすれば住みやすくなるか 

・こども集会を開く。  ・月に１回集会がある。（こども・大人） 

 

●大人におねがいしたいこと 

・意見を出せる機会と場を増やす。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

市民活動参画支援事業 市民活動団体への支援 市民活動促進課 

市民活動モデル町会支援事業 モデル町会への支援 市民活動促進課 

町会支援事業 町会への支援 市民活動促進課 

男女共同参画ネットワークさの支援事業 運営の支援 人権・男女共同参画課 

市民体育祭開催支援事業 開催の支援 スポーツ立市推進課 

町会運動会開催支援事業 開催の支援 スポーツ立市推進課 

スポーツ少年団支援事業 団体への支援 スポーツ立市推進課 

各地区むらづくり推進協議会支援事業 団体への支援 農山村振興課 

 

●地域の活動に関心を持ち、町会や地域組織に積極的に加入し、活動に参加するよう努めま

す。 

●普段から、身近でできる手助けを積極的に行います。 

●地域社会の一員として、市民活動に関する理解を深め、市民活動を推進します。 

●町会や地域の団体への加入を積極的に働きかけます。 

●地域の団体同士がお互いの活動を理解し、協働に努めます。 

 

●町会やボランティア・ＮＰＯ等の活動を支援します。 

●市民活動をしたい人と市民活動を必要とする人とをつなぐ業務に取り組みます。 

●市民活動に関する情報の収集や提供を行います。 

●町会活動に関わる人材の育成や地域活動を支援します。 
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施策１５ 多様性を認め合う地域づくり 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、人権問題や男女共同参画、多文化共生等、多様性を認め合う地域づくりに向け

て、講演会や研修会、広報紙・ホームページ等を通じた情報発信など様々な取組を実施して

きました。 

アンケート調査では、地域で感じる問題点について、「障がい者に対する理解が不足してい

る」や「こどもや高齢者、障がい者に対する虐待を見たり聞いたりする」がそれぞれわずか

ずつですが見られます。 

地区座談会（市民会議）では、「ひとり暮らしや高齢者のみ世帯、障がい者に対する偏見の

傾向も皆無でない」や「障がい者、子育て世帯などがどの様に困難を抱えているかが見えな

い」といった意見が見られます。 

こども会議においては、自分たちができることについて「偏見を持たない」や「差別をし

ない」、住みやすくするためのアイデアとして「障がいなどがある人でも関係なく過ごすこ

とができること」「偏見がない社会」「全ての人が公平に暮らせる島」などがあげられてい

ます。 

今後は、性別、国籍、障がいの有無等に関わらず、市民一人一人が、互いに尊重し合い、

多様性を認め合いながら共に生きることのできる地域づくりを推進します。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●ひとり暮らしや高齢者のみ世帯、障がい者に対する偏見の傾向も皆無でない。 

●障がい者、子育て世帯などがどの様に困難を抱えているかが見えない。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること ●どうすれば住みやすくなるか 

・偏見を持たない。 ・障がいなどがある人でも関係なく過ごすことができること。 

・差別をしない。 ・偏見がない社会。 

   ・全ての人が公平に暮らせる島。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

ランカスター市中学生相互交流事業 中学生の派遣、受入 広報・地域連携課 

国際交流協会支援事業 運営の支援 広報・地域連携課 

人権教育・啓発推進行動計画策定事業 計画の策定 人権・男女共同参画課 

男女共同参画プラン策定事業 計画の策定 人権・男女共同参画課 

日本女性会議開催事業 日本女性会議の開催 人権・男女共同参画課 

障がい等理解促進研修・啓発事業 
障がい等の理解を深めるた

めの研修・啓発 
障がい福祉課 

権利擁護事業 
地域包括支援センターにお

ける権利擁護の支援 
いきいき高齢課 

企業人権啓発推進事業 企業等の人権啓発 産業立市推進課 

●人権に配慮して行動します。 

●職場、学校、地域及び家庭での男女共同参画の推進に努めます。 

●各種交流事業に積極的に参加します。 

●事業所内での人権学習、人権啓発を実施します。 

●雇用や待遇における差別的取り扱いを行いません。 

●女性が能力を発揮できる職場環境をつくります。 

●国際交流を推進するため、交流事業を実施又は支援します。 

●個人の尊厳が尊重され、多様性を認め合うことができるよう市民への啓発に努めます。 

●団体が行う啓発活動を支援します。 
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施策１６ 誰もが入手しやすい手段による情報提供 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、市民との情報共有の推進に向けて、広報紙の見やすい紙面づくりをはじめ、市

ホームページの充実やソーシャル・ネットワーク・システム（ＳＮＳ）の活用を図ってきま

した。また、市政アンケート調査、市政懇談会、市長とおしゃべりランチ等、多様な広聴機

会を通じて市民意見やニーズの把握に努めてきました。 

一方、アンケート調査では、取り組むべき福祉施策について、「福祉サービスに関する情報

の充実」が上位にあがっており、前回調査に比べても割合が高くなっています。また、福祉

サービス情報の入手先について、「入手先がわからない」が 5.8 ポイント増加しており、サー

ビスを必要とする人に必要な情報が十分に行き届いていないことがうかがえます。 

地区座談会（市民会議）では、「高齢者サロンの情報がわからない」や「定期的に行われ

ている活動を、チラシや回覧等でもっと頻繁に情報発信し、参加しやすい環境づくりが必要」

や、「介護サービスや障がい者の支援サービスなど、利用してみて初めて制度に気付く人も

おり、家族で抱え込んでしまうケースも少なくない」といった意見なども見られます。 

こども会議においては、自分たちができることについて「島の施設紹介のポスターを描く」、

住みやすくするためのアイデアとして「目の不自由な人のために道路に点字を増やす」、大

人におねがいしたいこととして「島の情報が分かるアプリ、掲示板が欲しい」などがあげら

れています。 

今後は、情報通信技術（ＩＣＴ）も活用しながら、誰もが利用しやすい形での情報共有を

進めるとともに、市民意見を行政に的確に反映し、市民参画を促進します。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●高齢者サロンの情報がわからない。 

●定期的に行われている活動を、チラシや回覧等でもっと頻繁に情報発信して参加しやすい

環境づくりが必要だと思う。 

●介護サービスや障がい者の支援サービスなど、利用してみて初めて制度に気付く人もおり、

家族で抱え込んでしまうケースも少なくない。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・島の施設紹介のポスターを描く。 ・目の不自由な人のために道路に点字を増やす。 

 

●大人におねがいしたいこと 

・島の情報が分かるアプリ、掲示板が欲しい。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

広報紙発行事業 「広報さの」の発行 広報・地域連携課 

佐野市ＰＲ事業 各種媒体による情報の発信 広報・地域連携課 

ホームページリニューアル事業 ホームページのリニューアル 広報・地域連携課 

ホームページ運用事業 ホームページの運用 広報・地域連携課 

世論調査事業 市政に関するアンケート調査の実施 広報・地域連携課 

佐野市ＩＣＴ推進プラン改定事業 推進プランの改定 情報政策課 

 

●市政に関する情報を収集し、関心を持ちます。 

●「パブリック・コメント制度」、「佐野市へ一言」等を利用し、市政に参画します。 

●「広報さの」等の配布に協力します。 

●利用しやすい情報通信サービスを提供します。 

●事業所内の情報化を促進させます。 

●オープンデータによる様々な新ビジネスの創出や企業活動の効率化を図ります。 

●各種媒体を活用し情報バリアフリー化を推進します。 

●障がい児者の情報通信技術（ＩＣＴ）等活用能力の向上を図ります。 
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施策１７ 地域住民等が集う拠点の整備 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、子育て支援まちなかプラザやこどもの国、児童館、公民館、サロン等において、

こどもから高齢者まで様々な世代を想定し、誰もが気軽に利用・交流できる場を提供してき

ました。 

アンケート調査では、取り組むべき福祉施策について、「地域での交流ができる場」が前回

調査と比べて増加しています。 

地区座談会（市民会議）では、「身近な地域で、誰でも気軽に集まることのできる場所が

あるとよい」や「明るく風通しの良い公園があれば、乳幼児を連れた母親や外で遊びたいこ

ども、お年寄りが散歩で気軽に立ち寄ったりして世代間のコミュニケーションがもう少し生

まれるのではないか」といった意見が見られます。 

こども会議においては、住みやすくするためのアイデアとして「地域の人と交流の場が多

い」や「高齢の方々が安心して過ごせる施設」、大人におねがいしたいこととして「環境整

備（公共施設の充実）」「公共の場を増やす」などがあげられています。 

今後は、既存施設等を効果的に活用しながら、交流を通じて地域の課題解決と活性化につ

ながるような拠点づくりを推進します。 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●元々そこに住んでいる人、新しく引っ越してきた人との交流の場がない。 

●地域の居場所として空き家を活用することができればよい。 

●地域での居場所づくりとして、誰でも気軽に安心して寄り集まり、お茶等を飲みながら話

ができる場所をできれば町会に数か所つくり、歩いて行けると良い。 

●身近な地域で、誰でも気軽に集まることのできる場所があるとよい。 

●明るく風通しの良い公園があれば、乳幼児を連れた母親や外で遊びたいこども、お年寄り

が散歩で気軽に立ち寄ったりして世代間のコミュニケーションがもう少し生まれるのでは

ないか。 

 

＜こども会議＞ 

●どうすれば住みやすくなるか  ●大人におねがいしたいこと 

・地域の人と交流の場が多い。  ・環境整備（公共施設の充実） 

・高齢の方々が安心して過ごせる施設。 ・公共の場を増やす。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

市民活動センター指定管理事業 ボランティア等の活動拠点の運営 市民活動促進課 

隣保館地域交流事業 地域住民との交流 隣保館 

学校開放事業 校庭等の開放 スポーツ立市推進課 

集会所周辺住民交流事業 地域住民との交流 生涯学習課 

自治公民館整備支援事業 自治公民館の整備支援 公民館管理課 

 

●自分にあった集いの場を見つけます。 

●地域のこどもや高齢者は、遊び仲間や茶飲み仲間をつくります。 

●趣味や生きがいを見つけ、活動の場へ積極的に参加します。 

 

●こどもや高齢者・障がい児者たちが、気軽に立ち寄れる店舗・事業所となるよう創意工夫

に努めます。 

●空き店舗等の活用を積極的に行います。 

●地域住民等が気軽に利用・交流できる拠点を整備します。 

●公共施設の利用促進を図り、市民活動を支援します。 
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 【基本目標４】 市社会福祉協議会の体制づくり 

 

施策１８ 市社会福祉協議会との連携強化 

 

■現状・課題・今後の方向性 

本市では、地域福祉推進の中心的な役割を担う「市社協」の運営を支援しています。 

アンケート調査では、市社協に期待することについて、「気軽に相談できる福祉総合相談の

充実」をはじめ、「在宅生活の福祉サービスの充実」や「福祉サービスに関する広報など情報

発信の充実」など、市社協の諸活動に対するニーズと期待の高さがうかがえます。 

地区座談会（市民会議）では、「支援する側と支援を受ける側をコーディネートする人材

を育成する」や「気軽に相談できる窓口や方法を広く分かりやすくする」をはじめ、市社協

が実践している様々な取組の充実を求める意見が多くあがっています。 

こども会議においては、自分たちができることについて「ボランティア活動をする」や「人

との関わりを大切にする」、住みやすくするためのアイデアとして「困った人が相談できる

ようなところがある」「募金を進んでやる」などがあげられています。 

今後も、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域福祉推進に向けて、市社協

の活動の活性化を図るため、連携強化を進めます。 

 

 

■地区座談会（市民会議）・こども会議から 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜地区座談会（市民会議）＞ 

●支援する側と支援を受ける側をコーディネートする人材を育成する。 

●気軽に相談できる窓口や方法を広く分かりやすくする。 

●災害時の対応について、備蓄品の量や保管場所、避難所等を統括するリーダー養成も必要

である。 

 

＜こども会議＞ 

●自分たちができること   ●どうすれば住みやすくなるか 

・ボランティア活動をする。  ・他の人と助け合える。 

・人との関わりを大切にする。  ・困った人が相談できるようなところがある。 

     ・ボランティアが活発。 

     ・募金を進んでやる。 
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■取組の方向性 

●市民一人一人の取組 

 

  

 

 

 

 

●地域・団体での取組 

 

 

 

 

 

●市の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市の主な関連事業 

事 業 名 内    容 担 当 課 

総合福祉センター運営事業 施設運営の支援 社会福祉課 

生活困窮者自立相談支援事業 生活困窮者の自立支援 社会福祉課 

奉仕員養成研修事業 点字・手話・要約筆記の講習会 障がい福祉課 

ファミリー・サポート・センターさの事業 子育ての支援 こども課 

生活支援体制整備事業 
生活支援コーディネーターの

配置 
いきいき高齢課 

 

●市社協の活動に積極的に参加するよう努めます。 

●市社協の活動を理解し、積極的に活動を支援します。 

 

●地区社協と町会、その他の団体との連携を強化し、活動の充実を図ります。 

 

●市社協を地域福祉推進のための中核的役割を担う組織として位置づけ、支援を行います。 

●市社協の活動内容を周知することに努めます。 

●市社協と連携し、各種ボランティア団体等の活動支援や情報提供に努めます。 

●市社協主催のイベント等に協力します。 
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第５章 地域福祉活動計画 
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地域福祉活動計画では、次の体系に沿って、施策ごとの方向性を示すとともに、市社会福

祉協議会の事業展開を整理します。 

 

■地域福祉活動計画の体系 

基本目標 施  策 基本事業 

【基本目標１】 

健や か で 元気 に

暮ら せ る まち づ

くり 

～地 域 福 祉を 支

える 人 づ くり と

地域 福 祉 活動 の

支援～ 

１ 福祉意識の向上 
1 福祉共育の推進 ※ 

２ 共同募金運動の推進 

２ ボランティア活動の促進 
１ ボランティア活動の促進・育成 

２ 奉仕員養成研修事業 

３ 地域福祉活動の支援 

１ 福祉団体活動の支援 

２ 高齢者・介護者の支援 

３ 障がい者の支援 

４ 子育て支援 

【基本目標２】 

快適 に よ り安 全

で安 心 し て暮 ら

せるまちづくり 

～安 全 で 安心 な

生活づくり～ 

４ 生活支援の充実 
１ 相談支援の充実 

２ 生活支援サービスの提供 

５ 福祉サービスの提供 

１ 高齢者福祉サービスの提供 

２ 障がい者福祉サービスの提供 

３ 児童福祉サービスの提供 

【基本目標３】 

市民 参 加 によ る

自立 し た まち づ

くり 

～地 域 共 生に よ

る地 域 福 祉の 基

盤づくり～ 

６ 地域共生による福祉活動の 

推進 

１ 地区社会福祉協議会活動への支援 

２ ひとり暮らし高齢者等への見守りの充実 

３ 公益的な取組の推進 

７ 地域包括ケアシステムの構築 １ 地域ネットワークづくりの推進 

８ 情報の提供 １ 情報提供の充実 

【基本目標４】 

市社 会 福 祉協 議

会の体制づくり 

９ 地域福祉推進に向けた基盤の

強化 

１ 運営体制の強化 

２ 活動計画の推進・評価機関の設置・運営 

３ 財源の確保 

 

※「共育」（きょういく） 

 教育・指導を行う側と受ける側が共に学び成長すること。また、多様な立場の人や組織が連携

して教育を担うことなどを意味する造語。 
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【基本目標１】 健やかで元気に暮らせるまちづくり 

～地域福祉を支える人づくりと地域福祉活動の支援～ 

 

施策１ 福祉意識の向上 

 

■現状・課題・今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市社協の施策・基本事業・事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 

 

基本事業 

 

事務事業 

 

１ 共同募金運動 

２ 歳末たすけあい運動 

３ 災害見舞金事業 

４ 栃木県共同募金会佐野市支会の運営 

市社協では、福祉教育の充実、地域福祉に関する講演会・研修会の開催、また、共同

募金運動などの活動を推進し、福祉の心を育み、福祉のまちづくりを担う人材の育成に

努めてきました。 

 アンケート調査では、地域活動への参加について、30 歳代以下では「全くしていな

い」が４割以上となっており、地区座談会（市民会議）においても、福祉に関する関心

が薄い人が増加しているので、人材不足が課題であるとの意見がありました。また、高

齢者や障がい者に対する偏見の傾向も皆無ではないとの声もありました。こども会議で

は、どうすれば住みやすくなるかの問いに「周りの人たちで助け合う事のできるまち」、

「偏見がない社会」といった意見がありました。 

 今後は、年代を問わず自分たちの地域の課題や、将来のあり方等について考えるきっ

かけとなるよう、福祉を身近に「我が事」と考えていただく機会を提供し、地域活動を

担う人づくりを推進していきます。 

 
１ 福祉意識の 

向上 

１ 福祉教育事業 

２ 福祉作文募集事業 

３ 地域福祉啓発事業 

４ ふれあいフェスティバルの開催 

５ 社会福祉大会の開催 

 

２ 共同募金運 

動の推進 

 

１ 福祉共育の 

推進 
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基本事業 1 福祉共育の推進 

福祉に関する知識の普及・啓発を通じて、共に支え合う福祉への理解を深め、地域住民の

日常生活における福祉活動の活性化を図ります。 
 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 福祉教育事業 

・車いす体験、高齢者疑似体験等体験学習を通して、福祉への

理解が深まるよう、学校での授業への協力を行う。  

・学校や地域、企業などへボランティアや職員が講師となり、

出前講座を開催し、福祉の担い手を育成する。 

２ 福祉作文募集事業 
・福祉作文を通じて児童・生徒が日常の福祉を考える機会とし、

優秀作文を作品集にまとめ広報啓発する。 

３ 地域福祉啓発事業 
・地域住民や地域の多様な主体が、地域や個人が抱える問題を

「我が事」とし、理解と関心が高まるよう啓発する。 

４ ふれあいフェスティバル 

の開催 

・ノーマライゼーションの考えに沿って地域の人々が一堂に会

し、相互の交流を通じて「お互いを認めあい 支えあう 福

祉のまちづくり」実現に向けたイベントとして開催する。 

５ 社会福祉大会の開催 
・広く福祉の理解と啓発を図るため、市との共催で「佐野市社

会福祉大会」を開催する。 

 

 

基本事業 2 共同募金運動の推進 

共同募金運動は、社会福祉法人栃木県共同募金会が主体となり、市社協が佐野市支会として募

金運動を展開します。 
 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 共同募金運動 
・「赤い羽根共同募金運動」として、戸別・法人・学校・職域

等市内全域で募金活動を展開する。 

２ 歳末たすけあい運動 
・「歳末たすけあい運動」としていただいた募金を、支援、援

助が必要な方への事業に配分する。 

３ 災害見舞金事業 ・被災世帯に見舞金または弔慰金を支給する。 

 



１１２ 

 

事務事業名 内   容 

４ 栃木県共同募金会佐野市 

支会の運営 

・佐野市内の地域福祉推進のため、栃木県共同募金会佐野市支

会を運営する。 

 

 

 

■「目指すべきまちの姿」へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

 

   
佐野市ふれあいフェスティバル        赤い羽根共同募金 街頭募金 

 

 

●市民一人一人が主体的に福祉への理解を深め、日常の中で助け合いを

実践するまちを目指します。 

 

●福祉教育の推進にあたり、教育委員会や学校をはじめ、地域の団体・企業・個人等との

連携を深めます。 

 

●日頃から、地域の福祉団体やボランティア団体との交流・連携を図ります。 

 

●募金運動の目的や使途への理解を深め、募金活動の実施にあたっての連携・協力を推進 

します。 

 



１１３ 

 

施策２ ボランティア活動の促進 

 

■現状・課題・今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市社協の施策・基本事業・事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 

 

基本事業 

 

事務事業 

 

１ 手話講習会の開催 

２ 点字講習会の開催 

３ 要約筆記講習会の開催 

 市社協では、ボランティア初心者に向けた講座や地域における福祉活動の担い手を育

成するために、各種ボランティア講座を開催してまいりました。 

 今回のアンケート結果からは、活動したい人が約 3 割、したくない人が約６割あり、

住民同士の助け合いを推進するためには、活動者のすそ野を広げるよう、市民の意識啓

発が必要です。参加できない理由は、「仕事などで忙しく時間が無い」ことがどの年代

でも高くなっていますが、60 歳代以上では、体力的に参加するのが難しいという回答

が最も高く、福祉啓発を通して、人材を育成するとともに、多くの住民が参加しやすい

仕組みづくりを展開していくことが求められます。 

 また、地区座談会（市民会議）では、身近な付き合いの希薄化が問題視されており、

住民同士の見守りや災害時の対応などに関心が高くありました。 

 今後は、ご近所さんとの交流の中でできる活動を広く市民全体で取り組むとともに、

継続したボランティアの育成を進め、健やかで元気に暮らせるまちづくりの推進を図り

ます。 

 

 

２ 奉仕員養成

研修事業 

 

１ ボランティ 

ア活動の促

進・育成  

 

１ ボランティアセンター事業 

２ 災害ボランティアの育成 

２ ボランティ 

ア活動の促 

進 



１１４ 

 

基本事業１ ボランティア活動の促進・育成 

福祉分野を中心に、ボランティアをしたい方とボランティアをしてほしい団体や施設をつ

なぐなど、ボランティアのコーディネートを実施します。また、次代を担う子どもたちや地

域住民にボランティア活動についての情報発信と体験の機会を提供し、活動への参加を促し

ます。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ ボランティアセンター 

事業 

・佐野本所、田沼・葛生各支所に相談や支援の拠点を置き、地

域に密着したボランティアのコーディネートを実施するとと

もに、人材の育成、リーダーの養成を行う。 

２ 災害ボランティアの育成 

・災害時は、市の地域防災計画に基づき災害ボランティアセン

ターを設置するため、災害ボランティアセンターの設置訓練

や活動する災害ボランティアを育成する。 

・災害時の地域住民の助け合い活動などを支援する。 

 

 

 

基本事業２ 奉仕員養成研修事業 

手話、点字、要約筆記などの習得を通じて、聴覚障がい者、視覚障がい者、中途失聴・難聴者

に対する理解と交流を深めるとともに、奉仕員として活躍する人材の育成を目指します。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 手話講習会の開催 
・手話を習得することにより、聴覚障がい者への理解と交流を

深め、さらに手話のボランティアを養成する。 

２ 点字講習会の開催 
・点字を習得することにより、視覚障がい者との交流を深め、

点訳のボランティアを養成する。 

３ 要約筆記講習会の開催 

・中途失聴・難聴者のコミュニケーション手段としての要約筆

記を学び、聴覚障がい者に対する理解を深め、要約筆記のボ

ランティアを養成する。 



１１５ 

 

■「目指すべきまちの姿」へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●誰もがボランティアに関心を持ち、積極的に自らの技能を高めつつ活

動に参加するまちを目指します。 

 

●ボランティアセンターの活用等を通じて、活動団体間の交流・連携を促進します。 

 

●ボランティアサークル等と連携し、講座修了者が継続的にスキルアップできる環境づく

りに努めます。 

 

●一定の技能を身につけた人が、手話・点字・要約筆記等を公共施設や企業の窓口で活用

できるよう、行政、事業所等との連携を図ります。 

 

高校生ボランティア 

スクール 

点字講習会 要約筆記講習会 

手話講習会（短期コース） 災害ボランティアセンター

立ち上げ訓練 



１１６ 

 

施策３ 地域福祉活動の支援 

 

■現状・課題・今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市社協の施策・基本事業・事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域福祉活 

動の支援 

施策 

 

基本事業 

 

事務事業 

 

１ 地域福祉活動助成事業 

２ 社協バス管理運営事業 

１ 心身障がい児・者交流事業 

 

市社協では福祉団体や高齢者・介護者、障がい者、子育てなどの地域福祉活動の支援

を行ってきました。 

地区座談会では、ひとり暮らし高齢者が地域に居場所がなく、孤立したり閉じこもっ

てしまう人が見られます。また、子どもや子育て世代、障がい者の居場所も確保するこ

とが重要といった意見もあります。福祉団体の支援については既存の団体に偏りが見受

けられます。 

今後は福祉団体や高齢者、障がい者、介護者への支援の在り方を再検討し、地域福祉

を支える人づくりと地域福祉活動の支援を推進していきます。 

１ 家族介護者交流事業 

２ 佐野市在宅介護家族の会事務 

３ 葛生あくと高齢者生きがい工房 

４ 佐野市高齢者生きがい活動支援通所 

事業 

１ ファミリー・サポート・センター事業 

 

２ 高齢者・介護 

者の支援 

 

１ 福祉団体活動

の支援 

 

４ 子育て支援 

 

３ 障がい者の 

支援 



１１７ 

 

基本事業１ 福祉団体活動の支援 

団体の福祉活動を活性化させ、地域福祉活動を推進します。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 地域福祉活動助成事業 ・福祉団体の育成及び活動の推進のために活動費を助成する。 

２ 社協バス管理運営事業 
・高齢者福祉センター及び福祉団体等の研修に参加するため、

社協バスを運行する。 

 

 

基本事業２ 高齢者・介護者の支援 

高齢者が自分の趣味を生かし、明るく生きがいのある生活が送れるように、また日頃の孤独感

等を解消するとともに、健康保持・増進及び仲間づくりを支援します。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 家族介護者交流事業 

・高齢者等を介護している方を対象に介護者の交流や介護技術

習得を目的とした研修会やリフレッシュのための集いを実施

する。 

２ 佐野市在宅介護家族の会 

事務 
・佐野市在宅介護家族の会に対する事務的支援をする。 

３ 葛生あくと高齢者生きが 

い工房 

・工房の作業場所を提供し、高齢者が自分の趣味を生かし明る

く生きがいのある生活が送れるよう支援する。 

４ 佐野市高齢者生きがい 

活動支援通所事業 

・家に閉じこもりがちな高齢者に対し、社会的孤独感の解消、

自立生活の助長及び介護予防を図るため、通所の場を設けて

各種サービスを提供する。 

 



１１８ 

 

基本事業３ 障がい者の支援 

心身障がい児・者と健常者が共同作業、野外活動、レクリエーション等を通じて、相互の交流

を深めることにより、障がい児・者の社会参加の促進とボランティアの育成を図ります。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 心身障がい児・者交流事業 
・心身障がい児・者と健常者が心身障がい児・者交流事業に参

加し交流する。 

 

 

基本事業４ 子育て支援 

仕事と育児の両立など、子どもを持つ家庭の育児を支援して、安心して子育てができる環境を

つくるために、地域の子育て支援の輪を拡げ児童福祉の向上を図ります。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ ファミリー・サポート・ 

センター事業 

・乳幼児や小学生等の子どもを持つ子育て中の保護者等を会員

として、子育ての「援助を受けたい人」と子育ての「援助を

行いたい人」との相互援助活動に関する連絡、調整を行い、

会員のスキルアップのための講習会や交流会を実施して、地

域における子育てを支援する。 

 



１１９ 

 

■「目指すべきまちの姿」へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●団体等の活動が活性化され、地域福祉が活発に推進されるまちを目指

します。また、高齢者、障がい者、子育て中の市民が安心して暮らせ

るまちを目指します。 

 

●各種団体の福祉活動と連携・支援を行います。 

 

●高齢者の支援に向けて、関係団体との連携を図ります。 

 

●障がい者の支援に向けて、関係団体との連携を図ります。 

 

●子育て支援に向けて、活動情報を積極的に提供し、連携を深めます。 

家族介護者研修会 心身障がい児者交流事業 

ファミリー・サポート・センター研修会 



１２０ 

 

【基本目標２】 快適により安全で安心して暮らせるまちづくり 

～安全で安心な生活づくり～ 

 

施策４ 生活支援の充実 

 

■現状・課題・今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■市社協の施策・基本事業・事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 

 

基本事業 

 

事務事業 

 

１ 日常生活自立支援事業 

２ 法人後見事業 

３ 生活福祉資金貸付事業 

４ 小口貸付資金事業 

５ 行路人支援事業 

６ 福祉用具等貸出事業 

市社協では、市民の日常生活上の様々な問題を解決に導くため、各種相談事業や自立

を支援するためのサービスを提供するなど、安心して生活ができるよう相談支援を実施

しています。 

アンケート調査や座談会の結果から見えてきた、市民の社会福祉協議会に期待するこ

ととして、「気軽に相談できる福祉総合相談の充実」が最も高く、相談に対するニーズ

が高いことが分かります。また、「相談したくても相談できる人がいない」「どこに相

談したらよいか分からない」「周囲から孤立している人の支援に困っている」といった

意見や、取り組むべき福祉施策として「高齢者や障がい者の在宅生活支援」が上位にあ

がるなど、相談・支援体制の充実が求められています。 

今後は、市民が抱える様々な問題を気軽に相談できる窓口を充実させるとともに、複

合的な問題にも対応できるよう関係機関との連携を図りながら総合的な相談支援体制の

充実を図ります。また、生活困窮者や、高齢者・障がい者等の日常生活の自立に支援が

必要な方には、就労支援や貸付、日常生活自立支援事業等必要な支援を行い、世帯の自

立を支援します。 

 

 

２ 生活支援サー

ビスの提供 

 

１ 相談支援の 

充実 
 

４ 生活支援の

充実 

１ 生活困窮者自立相談支援事業 

２ 心配ごと相談事業 



１２１ 

 

 

基本事業１ 相談支援の充実 

日常生活上の問題をはじめ、市民が抱える様々な問題を気軽に相談できる窓口を充実し、

関係機関と連携しながら問題の解決に向け相談支援を実施します。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 生活困窮者自立相談支援 

事業 

・生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するた

め、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な相談支援を実施

し、自立を支援する。 

２ 心配ごと相談事業 
・市民の日常生活上のあらゆる相談に応じ、適切な助言、援助

を行い、安心して生活ができるよう相談支援を行う。 

 

 

基本事業２ 生活支援サービスの提供 

住み慣れた地域でその人らしい豊かな生活が送れるよう、日常生活自立支援事業をはじめとす

る各種支援を実施します。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 日常生活自立支援事業 

・判断能力に不安のある高齢者や障がい者に対し、福祉サービ

ス利用援助、金銭管理代行、大切な書類の保管など地域で安

心して暮らせるよう支援する。 

２ 法人後見事業 

・認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者等、意思決定が

困難な方の判断能力を補うため、市社協が成年後見人、保佐

人、補助人となって権利を擁護し支援する。 

３ 生活福祉資金貸付事業 
・低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯などを対象に無利子

または低利で資金の貸付を行い、世帯の自立を図る。 

４ 小口貸付資金事業 
・生活困窮世帯に対し、緊急的に必要な資金の貸付を行い、生

活を維持できるよう支援する。 

 

 



１２２ 

 

 

事務事業名 内   容 

５ 行路人支援事業 
・市内で行路途中に支援が必要となった方に対し、食料等を支

給して支援を行う。 

６ 福祉用具等貸出事業 
・福祉用具、福祉車両、イベント用具等の貸出を行い、市民の

福祉・地域活動等を支援する。 

 

 

■「目指すべきまちの姿」へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●誰もが安心して相談でき、住み慣れた地域での生活に必要な支援・サ

ービスを受けられるまちを目指します。 

 

●誰もが気軽に相談できる環境づくりを推進します。 

 

●関係機関と緊密に連携し、日常生活に必要な支援・サービスの提供と、情報提供を行い

ます。 

 

 

あすてらす相談 

福祉車両貸出 そよかぜ号 



１２３ 

 

施策５ 福祉サービスの提供 

 

■現状・課題・今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市社協の施策・基本事業・事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 

 

基本事業 

 

事務事業 

 
１ 居宅介護支援事業  

２ 介護予防支援事業  

３ 訪問介護事業  

４ 通所介護事業  

５ 茂呂山老人福祉センター管理運営事業 

６ 田之入老人福祉センター管理運営事業 

７ 田沼老人福祉センター管理運営事業 

８ 遠原の里福祉センター管理運営事業 

９ 葛生あくと福祉センター管理運営事業 

 

１ 児童発達支援事業 

２ 障害児相談支援事業 

 市社協では、高齢者福祉サービスの提供として、介護保険事業や老人福祉センターの

運営などを行っています。 

 アンケート調査では、佐野市でどのような福祉施策に取り組んでいくべきかという設

問に対し、「高齢者や障がい者の在宅生活支援」が最も高い結果となりました。また、

地区座談会では、高齢者の見守り活動や高齢者サロンなど地域での居場所づくりについ

て意見が多くありました。 

 今後は、老人福祉センター利用者など、高齢者の健康状態を保ちながら、住み慣れた

地域で生活を続けられるよう、介護予防に力を入れるとともに、安心して受けられる介

護保険事業や障がい者福祉サービスなどの各種サービスを提供します。 

 

 

１ 障がい者居宅介護事業  

 

２ 障がい者福

祉サービスの

提供 

 

１ 高齢者福祉 

サービスの 

提供 

 

５ 福祉サービ 

スの提供 

 

３ 児童福祉サ 

ービスの提 

供 



１２４ 

 

 

基本事業１ 高齢者福祉サービスの提供 

住み慣れた地域で誰もが安心して受けられるサービスを提供し、その人らしい豊かな生活

が送れるよう、介護保険事業や障がい者福祉サービスなど各種サービスの充実を図ります。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 居宅介護支援事業  

・介護保険の介護認定を受けた要支援者及び要介護者が居宅介

護サービス等の適切な利用ができるよう、心身の状況、その

置かれている環境、家族希望等を勘案し、居宅サービス計画

を作成する。 

２ 介護予防支援事業  
・地域包括支援センターが指定介護予防支援事業所として、予

防給付に関する介護予防ケアマネジメントを実施する。 

３ 訪問介護事業  

・介護保険の介護認定を受けた要支援者及び要介護者の居宅に

おいて、入浴、排せつ、食事等の介護及び通院の介助その他

の日常生活上の介助を行う。 

４ 通所介護事業  

・介護保険の介護認定を受けた要支援者及び要介護者をデイサ

ービスセンターで入浴、食事の提供・その他日常生活上の介

助及び機能訓練等を行う。 

５ 茂呂山老人福祉センター 

  管理運営事業 

・佐野市からの指定管理事業により、高齢者福祉センターを管

理経営し、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーシ

ョンなどを総合的に提供する。 

６ 田之入老人福祉センター 

  管理運営事業 

・佐野市からの指定管理事業により、高齢者福祉センターを管

理経営し、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーシ

ョンなどを総合的に提供する。 

７ 田沼老人福祉センター 

  管理運営事業  

・佐野市からの指定管理事業により、高齢者福祉センターを管

理経営し、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーシ

ョンなどを総合的に提供する。 

８ 遠原の里福祉センター 

  管理運営事業  

・佐野市からの指定管理事業により、高齢者福祉センターを管

理経営し、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーシ

ョンなどを総合的に提供する。 

９ 葛生あくと福祉センター 

  管理運営事業 

・佐野市からの指定管理事業により、高齢者福祉センターを管

理経営し、高齢者の健康増進、教養の向上及びレクリエーシ

ョンなどを総合的に提供する。 

 

 



１２５ 

 

基本事業２ 障がい者福祉サービスの提供 

障害者総合支援法に基づき、障がい者が、基本的人権を有する個人としての尊厳を持ち、自立

した日常生活及び社会生活を営むことができるようサービスを提供します。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 障がい者居宅介護事業  
・障がい者等の居宅において、入浴、排せつ、食事等の介護、

通院の介助、その他の日常生活の介助を行う。 

 

 

基本事業３ 児童福祉サービスの提供 

児童福祉法に基づき、児童発達支援事業を運営し、児童が日常生活における基本動作を習得し、

集団生活に適応することができるよう、身体及び精神の状況、さらに、その置かれている環境に

応じて適切な指導・訓練を行います。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 児童発達支援事業 

・通所により発達に心配のある児童に対し、日常生活における

基本動作の習得や、集団生活に適応することができるよう、

適切な支援を行うとともに、保護者に対してもサポートする。 

２ 障害児相談支援事業 

・発達に心配のある幼児・児童が、自立した日常生活や社会生

活を営むことができるよう、課題の解決や適切なサービス利

用のための計画を作成し、きめ細かい相談支援を行う。 

 

 

 



１２６ 

 

 

■「目指すべきまちの姿」へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●福祉サービスについての情報が行き届き、誰もが質の高いサービスを

主体的に利用できるまちを目指します。 

 

●行政・医療・福祉施設等と連携し、高齢者福祉サービスの充実を図ります。 

 

●障がい者の尊厳が保たれるよう、関係機関等と連携し、自立促進と住み慣れた地域での

生活への移行を支援します。 

 

●地域の活動団体等と連携し、児童と保護者への支援サービスを提供します。 

 

 

児童発達支援事業 

高齢者福祉センターの運営 

デイサービスセンターの運営 



１２７ 

 

【基本目標３】 市民参加による自立したまちづくり 

～地域共生による地域福祉の基盤づくり～ 

 

 

施策６ 地域共生による福祉活動の推進 

 

■現状・課題・今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市社協の施策・基本事業・事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策 

 

基本事業 

 

事務事業 

 

1 地区社会福祉協議会活動支援事業 

2 地域福祉活動拠点整備事業 

 市社協では、各地区の地域福祉活動を推進する地区社会福祉協議会の活動を支援して

いますが、地域課題の解決へ向けた住民による活動が、今後さらに必要であり、各地区

での取組を厚く支援していきます。 

 一方、孤立しがちなひとり暮らし高齢者等を地域住民により見守り、住民同士の支え

合い活動の活性化を図るとともに、継続した事業を可能にするために、活動団体の役員

等のリーダーやボランティアを育成します。 

 また、社会福祉法の改正により、社会福祉法人の地域貢献の責務が盛り込まれました。 

今後は、市内社会福祉法人の協働を促進し、より良い地域貢献事業を展開します。 

 さらに、国では地域共生社会の実現を提唱しています。地域共生社会とは、地域で生

活する住民や多様な主体が、制度の縦割りや支え手、受け手という関係を超え、地域課

題を「我が事」として捉え、分野や世代を超えてつながり、課題の解決に参画していく

社会を指します。そこで、地域の様々な人や組織がそれぞれに役割を持ち、暮らしに生

きがいを感じる社会を共に創っていきます。 

 

１ 社会福祉法人連携協働事業 

 

６ 地域共生に 

よる福祉活 

動の推進 

 

２ ひとり暮ら

し高齢者等 

への見守り 

の充実 

 

１ 地区社会福 

祉協議会活 

動への支援 

 

３ 公益的な取 

組の推進 

 

１ ひとり暮らし高齢者等見守り事業 



１２８ 

 

 

基本事業１ 地区社会福祉協議会活動への支援 

地区社会福祉協議会の活動を支援し、地域における福祉活動の発展を図ります。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 地区社会福祉協議会活動 

支援事業 

・市内 18 地区に設置された地区社会福祉協議会に対して、研

修会の開催や運営に関する支援、情報提供を行う。 

・地域住民による福祉活動の活性化を図るため、地区社会福祉

協議会へ活動助成金を交付する。 

２ 地域福祉活動拠点整備 

事業 

・地域住民の福祉活動や相談窓口、事務活動の拠点を確保し、

安定した事業推進を支援する。 

 

基本事業２ ひとり暮らし高齢者等への見守りの充実 

地域福祉活動として、住民による見守り活動を活性化し、地域の福祉力の向上を図ります。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ ひとり暮らし高齢者等 

見守り事業 

・後期高齢者のひとり暮らしの方等のうち、地域住民による見

守りを必要とされる方を対象に、地区社会福祉協議会による

地域活動として、友愛訪問型の見守り活動を実施する。 

 

 



１２９ 

 

基本事業３ 公益的な取組の推進 

社会福祉法人の公益的な活動を促進するために、団体と地域のつながりを強化し、活動を

検討、実施していきます。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 社会福祉法人連携協働 

事業 

・市内社会福祉法人の連携を図り、地域に必要な地域貢献活

動を展開する。 

 

 

■「目指すべきまちの姿」へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域の多様な社会資源を活かしながら、福祉課題の解決に向けて、市

民が主体となって行動するまちを目指します。 

 

●地区社会福祉協議会活動への情報提供や活動支援を行います。 

 

●地区社会福祉協議会や行政、他団体と連携し、地域の見守り活動を推進します。 

 

●従来の事業の枠を超えて、市社協の公益性などの特性を踏まえながら、様々な地域生活

課題や福祉ニーズへの総合的かつ専門的な対応を図ります。 

 

 

地区社会福祉協議会活動 ひとり暮らし高齢者等見守り事業 友愛訪問 



１３０ 

 

施策７ 地域包括ケアシステムの構築 

 

■現状・課題・今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市社協の施策・基本事業・事務事業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 地域包括ケ 

アシステム 

の構築 

施策 

 

基本事業 

 

事務事業 

 

 

１ 地域包括支援センター運営事業  

２ 生活支援体制整備事業  

 

市社協では高齢者の方が、住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域包括支援

センターによる総合相談や支援、地域住民同士の支え合いの取組を推進してきました。 

しかし、少子高齢化が進み、要支援・要介護の方や認知症の方、ひとり暮らし高齢者

は増える傾向にあります。あわせて隣近所や世代間の交流が希薄化する傾向で、隣近所

同士が見えにくく、課題を抱え込んだまま地域の中で孤立化したり、課題が複雑化して

しまう方もいます。また、高齢者が移動の交通手段に困り、生活のしづらさを抱えたり、

緊急時の対応や支援体制がわからなく不安を持ちながら生活している方もいます。 

今後は、介護予防に向けた取組や、高齢者が住み慣れた地域で、生きがいを持ち、健

やかに暮らし続けることができるよう、高齢者が活躍できる場や機会をつくるととも

に、地域全体で高齢者等を見守り、支える体制づくりを推進します。また、誰もが地域

で安心して暮らせるよう、地域の多様な主体がともに寄り添い、地域の実情を互いに理

解し合った上で、協働するとともに、連携を密にして地域福祉を推進します。 

 

１ 地域ネット 

ワークづく 

りの推進 



１３１ 

 

 

基本事業１ 地域ネットワークづくりの推進 

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行い、包括的支援事業

等を、地域において一体的に実施します。 

また、地域包括ケアシステムの構築の一環である生活支援・介護予防において、自助・互

助・共助で支え合う仕組みづくりや、担い手の養成を行い、体制を整備します。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 地域包括支援センター 

運営事業 

・地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な

援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉

の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事

業等を地域において一体的に実施する。保健師、社会福祉士、

主任ケアマネジャーが中心となり、チームとして連携を取り

ながら活動する。（総合相談事業、介護予防ケアマネジメン

ト事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント事

業） 

２ 生活支援体制整備事業  

・地域包括ケアシステムの構築の一環である生活支援・介護予

防において、自助・互助・共助で支え合う仕組みづくりや、

担い手の養成を行い、体制を整備する。 

・必要な生活支援体制の充実及び強化に関する協議を行うため

の第１層協議体（佐野市全域対象）への参加、及び第２層協

議体（小地域エリア対象）の設置に向けた取組をする。 

 



１３２ 

 

■「目指すべきまちの姿」へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、地域の

様々な主体が連携し共に助け合い、包括的な支援を行うまちを目指し

ます。 

 

●保健・医療・福祉等、各分野の関係団体・機関等と連携し、包括的、継続的な支援を行

います。 

 

●住民による地域福祉活動に対して、地域の様々な社会資源が、連携・協力しやすい環境

づくり、関係づくりを推進します。 

 

 

 

 

地域包括支援センター 

生活支援体制整備事業 



１３３ 

 

施策８ 情報の提供 

 

■現状・課題・今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■市社協の施策・基本事業・事務事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 市社協では、これまで広報紙「さの社協だより」やホームページを中心として、事務

事業や市内の福祉活動の状況を中心に情報発信してきました。 

アンケート調査では、「福祉サービスに関する情報の充実」を望む意見が上位にあが

っており、地区座談会（市民会議）においても「定期的に行われる福祉活動の情報を頻

繁に情報提供され福祉活動に参加しやすい環境づくり」を望む意見などが多く見られま

した。このことから、福祉サービスの情報を必要とする方が、必要な時に十分に情報を

得られていない現状がうかがえます。 

今後は、市内の福祉に関する情報のほか、災害ボランティアに関する内容など市外の

情報も積極的に情報提供していくよう、情報通信技術（ＩＣＴ）も活用し、誰もが利用

しやすい情報共有の形を進めます。 

また、地域共生社会の実現に向けて、市民が積極的に地域福祉活動に参加することや

市民同士の交流と活動の促進を図っていきます。 

 

 

８ 情報の提供 

施策 

 

基本事業 

 

事務事業 

 

 

１ さの社協だよりの発行・ホームページ 

の更新 

 

 

１ 情報提供の 

充実 



１３４ 

 

 

基本事業１ 情報提供の充実 

さの社協だより及び市社協ホームページを中心に、市社協が行う事務事業や市内の福祉活

動の状況、災害時の災害ボランティアなどの情報提供を行います。また、情報を必要とする

方が十分に情報を得られるよう努めるとともに情報通信技術（ＩＣＴ）を活用しながら誰も

が利用しやすい形での情報共有を進めます。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ さの社協だよりの発行・ 

ホームページの更新 

・「さの社協だより」の年４回の発行や、ホームページなどに

より、市社協が実施する事務事業や地域の福祉活動、市内外

の災害ボランティアなどの福祉情報について、市民に情報提

供を行う。 

 

 

■「目指すべきまちの姿」へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

■目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

●市民が十分な福祉情報を入手し、その情報を基に能動的に福祉サービ

スの選択や地域福祉活動への参加ができるまちを目指します。 

 

●福祉団体、ボランティア団体、福祉事業所等と連携し、地域の福祉についての知りたい

情報や福祉サービス情報の迅速・的確な提供を図ります。 

 

●福祉団体活動等のＰＲに向けて、積極的な支援と連携を図ります。 

 

 

 

 



１３５ 

 

【基本目標４】 市社会福祉協議会の体制づくり 

 

 

 

施策９ 地域福祉推進に向けた基盤の強化 

 

■現状・課題・今後の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社会福祉協議会の施策・基本事業・事務事業 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市社協では、これまで地域福祉推進の中核団体として、組織体制の強化を図ってきま

した。アンケート調査や地区座談会（市民会議）では、「気軽に相談できる福祉総合相

談体制」や「福祉サービスに関する広報」などの充実が市社協に期待されている役割と

してあがっています。 

 今後は、市民に期待される役割を果たしていくとともに国が推進する「地域共生社会

の実現」に向けて、関係機関と緊密な連携協働を進めながら、市社協の体制基盤の強化

を図ります。また、第３次佐野市地域福祉活動計画の進行管理と事務事業の評価を実施

し、事業運営の透明性を確保し、事務事業の見直し等を行っていきます。 

 そして、地域住民の主体的な参加のもと、本計画の基本理念である「みんなが集い ふ

れあい 支えあうまちづくり」を目指して取り組んでいきます。 

施策 

 

基本事業 

 

事務事業 

 

 

９ 地域福祉推 

進に向けた 

基盤の強化 

２ 活動計画の 

推進・評価 

機関の設置・ 

運営 

 

１ 運営体制の 

強化 

 

３ 財源の確保 

１ 法人の運営  

２ 総合福祉センター管理運営事業  

３ 緊急対策事業  

１ 会員募集事業  

２ 寄付金  

３ 収益事業 

 

 

１ 活動計画推進・評価機関の設置運営 
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基本事業１ 運営体制の強化 

変動する社会情勢に柔軟に対応できる組織づくり、人事体制、事業運営を目指します。ま

た、地域福祉推進を担う中核組織として、常に社会福祉関係団体や関係行政機関等との連携

を図り、総合的な地域福祉体制の強化を図ります。 

市社協職員に対し、体系別、職種別の研修会や接遇研修等を行い、資質の向上を図ります。 

 災害時等に備え、災害用備蓄品や機材などを準備、保管し運用できるようにし、救援活動

を支援できるようにします。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 法人の運営  

・社会福祉法人に求められる経営組織と財務規律の強化、事業

運営の透明性の確保を目指し、社会福祉関係団体や関係行政

機関等との連携を図り、地域福祉推進の中核団体として総合

的な体制の強化を進めていく。 

２ 総合福祉センター管理 

運営事業  

・地域福祉活動推進の拠点として総合福祉センターを管理運営

する。 

３ 緊急対策事業  
・災害等緊急時に備え、災害用備蓄品、救援機材の確保や維持

管理を行う。 

 

 

基本事業２ 活動計画の推進・評価機関の設置・運営 

 第３次佐野市地域福祉活動計画の事務事業の評価、計画の進行管理を行い、各年度の事業

計画、予算へ反映させます。また、計画、実行、評価、改善といったサイクルで事務事業を

行います。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 活動計画推進・評価機関の 

設置運営 

・佐野市地域福祉活動計画の評価機関を設置し、事務事業の評

価と計画の進行管理を推進する。また、社会情勢や地域の状

況に応じて計画の見直しを行う。 
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基本事業３ 財源の確保 

地域共生社会の実現に向けて、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みる体制が基

盤となることから、市民の参加とその活動財源を確保していくため、市内全世帯、個人、団

体、法人などを対象に会員の募集を行います。また、行政機関との連携を深め、市補助金、

市委託金など有効に活用するとともに、自主財源の確保に努めていきます。 

 

■事務事業 

 

事務事業名 内   容 

１ 会員募集事業  

・市民の参加による地域福祉事業を推進していくことを目指し、

市民の参加とその活動財源を確保していくため、普通会員、

賛助会員、特別会員を市内全域に募集する。 

２ 寄付金  
・市民に市社協の事業や活動を理解・賛同していただき、活動

財源である寄付金を募集する。 

３ 収益事業  
・地域福祉推進のための活動財源を確保するため、売店事業を

実施する。 
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■「目指すべきまちの姿」へのアプローチ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

■目指すべきまちの姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域福祉推進の中核となる市社協の体制強化を通じて、地域福祉が安

定的に力強く推進されるまちを目指します。 

 

●社会福祉関係団体や関係行政機関等と連携し、時代の変化に対応できる人材育成と組織

体制の強化を図ります。 

 

●活動計画の評価機関を設置し、活動状況を的確に把握しながら、効果的な事業展開を図

ります。 

 

●個人、団体、行政機関等の協力のもと、地域福祉活動の活性化に向けた財源確保に努め

ます。 

 

 

会員募集 町会長説明会 

事業評価委員会 

理事会 
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第６章 計画の推進 

 

 



１４０ 
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１ 計画の推進体制 

計画の普及啓発にあたっては、広報やホームページ、概要版の配布等を通じて、広く市民

への周知を図ります。また、研修会、講習会などの機会を通じて、地域福祉に関する理解の

普及を図ります。 

計画の推進にあたっては、市民をはじめ町会などの地域組織・ボランティア団体・ＮＰＯ、

福祉サービス事業者、民生委員児童委員、市社協、行政など、多様な主体の協働による地域

福祉の推進を目指します。 

 

 

２ 計画の進行管理 

計画の進行管理にあたっては、「成果指標」をもとに、毎年の進捗状況を庁内関係各課に

おいて把握し、毎年開催される「佐野市地域福祉計画推進委員会」及び「市社協事業評価委

員会」で報告し、必要に応じて計画を見直すＰＤＣＡサイクルに基づいて実施します。 

 

■ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の進行管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

計画の策定 

計画（Plan） 

 
 

計画の内容を踏まえた
取組の実施 

実行（Do） 

 
 

進捗状況の評価の実施 

評価（Check） 

 
 

評価を踏まえた 
取組の見直し 

改善（Action） 
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関連資料 
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１ 佐野市地域福祉計画策定委員会設置要綱 

平成19年５月31日告示第135号 

 

（設置） 

第１条 社会福祉法（昭和26年法律第45号）第107条に規定する佐野市地域福祉計画（以

下「福祉計画」という。）を検討するため、佐野市地域福祉計画策定委員会（以下「委

員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、福祉計画又はその変更の原案を作成し、これを市長に提出する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員25人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 社会福祉、保健又は医療に関する事業に従事する者 

(３) 社会福祉関係団体の推薦を受けた者 

(４) 教育関係団体の推薦を受けた者 

(５) 市民団体の推薦を受けた者 

(６) 公募に応じた者 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は、福祉計画又はその変更の原案を市長に提出する日までとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 
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４ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意

見又は説明を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、こども福祉部社会福祉課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（会議の招集の特例） 

２ この告示の施行の日以後又は委員の任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第６

条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

附 則（平成21年３月31日告示第86号） 

この告示は、平成21年４月１日から施行する。 
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２ 策定委員会委員名簿 

 

■佐野市地域福祉計画策定委員会委員及び佐野市地域福祉活動計画策定委員会委員名簿 

中　島　佳　子
委員長
Ｈ30.3.31まで

山　田　　　昇
委員長
Ｈ30.4.1から

木　村　久　雄 Ｈ30.5.31まで

菅　原　　　達 Ｈ30.6.1から

3 綿　引　寿　男 佐野市医師会

4 中　村　恭　子 NPO法人 風の詩

5 厚　木　健　志 佐野市町会長連合会

6 峰　﨑　久　雄 佐野市民生委員児童委員協議会 副委員長

7 亀　田　春　男 佐野シニアクラブ連合会

8 髙實子　和　子 佐野市身体障がい者福祉会

9 小　幡　玲　子 佐野市手をつなぐ育成会

10 船渡川　政　義 佐野市精神保健福祉会

11 須　藤　知　子 佐野市母子寡婦福祉連合会

12 奥　村　美佐子 佐野市子ども会連合会

13 小　倉　徳　次 佐野市ボランティア協会

14 前　橋　美那子 佐野市在宅介護家族の会

15 練生川　正　雄 地区社会福祉協議会

16 公募による市民 飯　島　保　子 公募

№ 選任区分 氏　　名 団　　体　　名　　等 備　　考

関係団体を
代表する者

1

学識経験者

佐野日本大学短期大学

2 佐野市議会

社会福祉、保健
又は医療に従事
する者

 

※「選任区分」は、佐野市地域福祉計画策定委員会設置要綱に基づく区分。 

敬称略、順不同 
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３ 佐野市地域福祉計画策定庁内検討委員会設置要綱 

平成19年７月27日訓令第24号 

（設置） 

第１条 佐野市地域福祉計画（以下「福祉計画」という。）又はその変更の策定に当たり、

市が策定する計画との整合性を図り、及び佐野市地域福祉計画策定市民会議からの提言

を検討するため、佐野市地域福祉計画策定庁内検討委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、福祉計画又はその変更の素案を作成し、これを佐野市地域福祉計画策

定委員会に報告する。 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長はこども福祉部長を、副委員長は社会福祉課長を、委員は別表第１に掲げる者

をもって充てる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めて、その

意見又は説明を聴くことができる。 

 

（部会） 

第６条 第１条の整合性を専門的に調査研究するため、委員会に部会を置く。 

２ 部会は、前項の規定による調査研究の結果を委員会に報告する。 

３ 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

４ 部会長は社会福祉課長を、副部会長は社会福祉課管理係長を、部会員は別表第２に掲

げる者をもって充てる。 

５ 部会長は、部会の事務を掌理する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

７ 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。 
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８ 前条第２項の規定は、部会について準用する。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、こども福祉部社会福祉課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日訓令第５号） 

この訓令は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月31日訓令第８号） 

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第３条関係） 

政策調整課長 財政課長 行政経営課長 市民活動促進課長 危機管理課長 環境政

策課長 人権・男女共同参画課長 交通生活課長 障がい福祉課長 こども課長 家庭

児童相談室長 保育課長 医療保険課長 いきいき高齢課長 介護保険課長 健康増

進課長 産業立市推進課長 スポーツ立市推進課長 都市計画課長 教育総務課長 

学校教育課長 生涯学習課長 

別表第２（第６条関係） 

政策調整課政策調整係長 財政課財政係長 行政経営課行政経営係長 市民活動促進

課市民活動促進係長 危機管理課防犯係長 環境政策課環境政策係長 人権・男女共同

参画課人権推進係長 交通生活課生活安全係長 障がい福祉課障がい福祉係長 こど

も課こども育成係長 家庭児童相談室家庭児童相談係長 保育課事業係長 医療保険

課地域医療係長 いきいき高齢課高齢福祉係長 介護保険課介護サービス係長 健康

増進課成人保健係長 産業立市推進課産業立市推進係長 スポーツ立市推進課スポー

ツ立市推進係長 都市計画課計画係長 教育総務課総務係長 学校教育課学務係長 

生涯学習課生涯学習係長 
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４ 佐野市地域福祉計画推進委員会設置要綱 

平成21年10月29日告示第218号 

 

（設置） 

第１条 佐野市地域福祉計画（以下「計画」という。）を効率的かつ効果的に推進するた

め、佐野市地域福祉計画推進委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項を市長に提言する。 

(１) 計画に関する課題に関すること。 

(２) 計画に係る施策の改善に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、計画の推進に関し必要があると認める事項 

 

（組織） 

第３条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 学識経験のある者 

(２) 社会福祉、保健又は医療に関する事業に従事する者 

(３) 社会福祉関係団体に属する者のうち当該団体の推薦を受けた者 

(４) 教育関係団体に属する者のうち当該団体の推薦を受けた者 

(５) 市民団体に属する者のうち当該団体の推薦を受けた者 

 

（任期等） 

第４条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 市長は、前条第２項第２号に該当する委員が同号の事業に従事しなくなったとき、又

は同項第３号から第５号までの規定のいずれかに該当する委員が推薦を受けた団体を

脱退したときは、その委員を解任することができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 
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（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて、その意

見又は説明を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、こども福祉部社会福祉課において処理する。 

 

（その他） 

第８条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員

会に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、告示の日から施行する。 

（委員の任期の特例） 

２ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）以後最初に委嘱される委員の任期は、

第４条第１項の規定にかかわらず、平成24年３月31日までとする。 

（会議の招集の特例） 

３ 施行日以後又は委員の任期満了後最初に開かれる委員会の会議は、第６条第１項の規

定にかかわらず、市長が招集する。 
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５ 佐野市地域福祉活動計画策定委員会設置要綱 

 

（設 置） 

第１条 佐野市における地域福祉活動の充実・強化を計画的、効果的に推進するための地域

福祉活動計画（以下「活動計画」という。）を策定するために、社会福祉法人佐野市社会

福祉協議会（以下「市社協」という。）に、佐野市地域福祉活動計画策定委員会（以下「策

定委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 策定委員会は、活動計画の原案を作成する。 

 

（組 織） 

第３条 策定委員会は、２５名以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者の中から市社協会長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 社会福祉、保健又は医療に従事する者 

(３) 関係団体を代表する者 

(４) 公募による市民 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は、活動計画の原案策定日までとする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、会務を統括し策定委員会を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（会 議） 

第６条 策定委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が召集し、その議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができ

る。 

 

（報 告） 

第７条 委員長は、活動計画の原案を策定したときは、市社協会長に報告するものとする。

この場合において、市社協会長からの求めに応じ必要な説明を行わなければならない。 
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（検討委員会） 

第８条 策定委員会に、活動計画に基づく具体的な実務の検討を行うため佐野市地域福祉活

動計画検討委員会（以下「検討委員会」という。）を置く。 

２ 検討委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市社協会長が別に定める。 

 

（アドバイザー） 

第９条 策定委員会に、活動計画の策定に関し助言等を行うアドバイザーを置くことができ

る。 

２ アドバイザーは、社会福祉関係の専門的な知識、技術及び識見を有する者のうちから市

社協会長が委嘱する。 

 

（庶 務） 

第１０条 策定委員会の庶務は、市社協総務福祉課において処理する。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか策定委員会の運営に関し必要な事項は、市社協会長

が別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、平成２０年３月２５日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

 

 

※委員名簿は P.147 に記載しています。 
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６ 佐野市地域福祉活動計画検討委員会設置要綱 

 

（設置） 

第１条 佐野市地域福祉活動計画（以下「活動計画」という。）の策定にあたり佐野市地域

福祉活動計画検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 検討委員会は、策定委員会資料を作成し、これを佐野市地域福祉活動計画策定委員

会に報告する。 

 

（組織） 

第３条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。 

２ 委員長は事務局長、副委員長は総務福祉課長を、委員は別表第１に掲げる者をもって充

てる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員長は、会務を統括し、検討委員会を代表する。 

２ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 検討委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。 

２ 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求めて、その意見又は説明を聴く

ことができる。 

３ 委員長は、会議の結果を策定委員会の委員長に報告しなければならない。 

 

（部会） 

第６条 検討委員会に、専門的に調査研究するための部会を置く。 

(１)地域福祉・ボランティア活動部会 

(２)福祉サービス部会 

(３)総務組織部会 

２ 部会は、前項の規定による調査研究の結果を委員会に報告する。 

３ 部会は、別表第２に掲げる者をもって組織する。 

４ 部会に、部会長を置き、部会員の互選により選出する。 

５ 部会長は、部会を統括し事務を掌理する。 

６ 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

７ 部会の会議は、部会長が招集し部会長が議長となる。 

８ 前条第２項の規程は、部会について準用する。 



１５５ 

 

 

（庶務） 

第７条 検討委員会及び部会の庶務は、社会福祉協議会総務福祉課で処理する。 

 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか委員会及び部会の運営について必要な事項は、委員長

が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２０年１月２８日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。 

  附 則 

この要綱は、平成２４年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年９月１日から施行する。 
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 別表第１ （第３条関係） 

 

佐野市地域福祉活動計画検討委員会 

NO 役 職 選 出 区 分 

１ 委員長 事務局長 

２ 副委員長 総務福祉課長 

３ 委 員 福祉サービス課長 

４  総務福祉課 総務係長 

５  総務福祉課 地域福祉推進係長 

６  総務福祉課 生活支援係長 

７  総務福祉課 ファミリー・サポート・センターさの所長 

８  田沼支所長 

９  田沼支所 地域支援係長 

10  田沼支所 田沼老人福祉センター所長 

11  葛生支所長 

12  葛生支所 地域支援係長 

13  葛生支所 ホームヘルプ佐野所長 

14  葛生支所 地域包括支援センターくずう所長 

15  葛生支所 葛生あくと福祉センター所長 

16  福祉サービス課 サービス管理係長 

17  福祉サービス課 社協ケアプランセンター佐野所長 

18  福祉サービス課 地域包括支援センターさの社協所長 

19  福祉サービス課 さのﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰすてっぷ所長 

20  福祉サービス課 さの社協相談支援センターほっぷ所長 

21  福祉サービス課 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふくしの里所長 

22  福祉サービス課 石塚ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀ-所長 

23  福祉サービス課 遠原の里ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ所長 

24  福祉サービス課 茂呂山老人福祉センター所長 

25  福祉サービス課 田之入老人福祉センター所長 

26  福祉サービス課 遠原の里福祉センター所長 
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 別表第２ （第６条関係） 

 

佐野市地域福祉活動計画検討委員会 部会 

NO 選 出 区 分 NO 役   職 

1 

地域福祉・ボランティア 

活動部会 

1 総務福祉課長 

2 2 総務福祉課 地域福祉推進係長 

3 3 総務福祉課 生活支援係長 

4 4 総務福祉課 ファミリー・サポート・センターさの所長 

5 5 田沼支所 地域支援係長 

6 6 葛生支所 地域支援係長 

7 7 福祉ｻｰﾋﾞｽ課 地域包括支援ｾﾝﾀｰさの社協所長 

8 

福祉サービス部会 

1 福祉ｻｰﾋﾞｽ課長 

9 2 福祉ｻｰﾋﾞｽ課 ｻｰﾋﾞｽ管理係長 

10 3 福祉ｻｰﾋﾞｽ課 社協ケアプランセンター佐野所長 

11 4 葛生支所 社協ホームヘルプ佐野所長 

12 5 葛生支所 地域包括支援ｾﾝﾀｰくずう所長 

13 6 福祉ｻｰﾋﾞｽ課 ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふくしの里所長 

14 7 福祉ｻｰﾋﾞｽ課 石塚デイサービスセンター所長 

15 8 
遠原の里デイサービスセンター所長 

兼遠原の里福祉センター所長 

16 9 福祉サービス課 茂呂山老人福祉センター所長 

17 10 福祉ｻｰﾋﾞｽ課 田之入老人福祉センター所長 

18 11 
福祉ｻｰﾋﾞｽ課 さのﾁｬｲﾙﾄﾞｹｱｾﾝﾀｰすてっぷ所長 

兼さの社協相談支援センターほっぷ所長 

19 

総務組織部会 

1 総務福祉課長 

20 2 福祉ｻｰﾋﾞｽ課長 

21 3 田沼支所長 

22 4 葛生支所長 

23 5 総務福祉課 総務係長 

24 6 総務福祉課 地域福祉推進係長 
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７ 策定経過 

年月日 事   項 主 な 内 容 等 

平成 29 

（2017）年 

７月 19 日 

第１回佐野市地域福祉計画策

定委員会 

第１回佐野市地域福祉活動計

画策定委員会 

・地域福祉計画及び地域福祉活動計画について 

・策定スケジュールについて 

・策定に向けたアンケートの実施について 

８月３日 第１回佐野市地域福祉計画策

定庁内検討委員会 

・第１回策定委員会の報告 

９月 14 日 第３次佐野市地域福祉活動計

画 第１回検討委員会 

・地域福祉計画及び地域福祉活動計画について 

・策定スケジュールについて 

・地区座談会（市民会議）の実施について 

・地区座談会（市民会議）コーディネーター研修会 

９月～ 

11 月 

市民アンケート調査 ・市民を対象に、近所付き合いやボランティア活動、

地域福祉活動等に関する状況や意見を計画に反映

することを目的に実施。 

11 月１日 第３次佐野市地域福祉活動計

画 第２回検討委員会 

・地区座談会（市民会議）の開催・地区座談会（市

民会議）の進め方について 

 

11 月～ 

12 月 

地区座談会（市民会議） ・計画策定にあたって、市内の地域住民の生活課題

や福祉ニーズの把握を目的に実施。 

平成 30 

（2018）年 

２月 10 日 

こども会議 ・小・中学生の視点と声を計画に反映することを目

的に実施。 

３月９日 第３次佐野市地域福祉活動計

画 第３回検討委員会 

・地区座談会（市民会議）、こども会議、市民アンケ

ートの結果、課題の抽出について 
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年月日 事   項 主 な 内 容 等 

３月 15 日 第２回佐野市地域福祉計画策

定庁内検討委員会 

・市民アンケート調査、地区座談会（市民会議）、こ

ども会議の結果報告 

３月 20 日 第２回佐野市地域福祉計画策

定委員会 

第２回佐野市地域福祉活動計

画策定委員会 

・アンケートの実施結果について 

・地区座談会（市民会議）の実施結果について 

・こども会議の実施結果について 

・今後のスケジュールについて 

６月 11 日 第３次佐野市地域福祉活動計

画 第４回検討委員会 

・構成、基本理念、基本目標について 

６月 18 日 第３回佐野市地域福祉計画策

定庁内検討委員会 

 

・第３期佐野市地域福祉計画及び第３次佐野市地域

福祉活動計画（案）の構成について 

・基本理念及び基本目標について 

６月 26 日 第３回佐野市地域福祉計画策

定委員会 

第３回佐野市地域福祉活動計

画策定委員会 

・第３期佐野市地域福祉計画及び第３次佐野市地域

福祉活動計画（案）の構成について 

・基本理念及び基本目標について 

８月 21 日 第４回佐野市地域福祉計画策

定庁内検討委員会 

 

・計画素案の協議・検討 

８月 22 日 第３次佐野市地域福祉活動計

画 第５回検討委員会 

・計画素案の協議・検討 

８月 27 日 第４回佐野市地域福祉計画策

定委員会 

第４回佐野市地域福祉活動計

画策定委員会 

・計画素案の決定 
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年月日 事   項 主 な 内 容 等 

11 月２日 第５回佐野市地域福祉計画策

定委員会 

第５回佐野市地域福祉活動計

画策定委員会 

・正副委員長から市長及び社協会長へ報告 

 

平成 31 

（2019）年 

１月４日～ 

２月４日 

パブリック・コメントの実施 ・市民からの意見等の募集 

 

 



１６１ 

 

８ アンケート調査 

■調査の目的 

本調査は、市民の方を対象に、近所付き合いやボランティア活動、地域福祉活動等に関す

る状況やご意見等を広くお聞きし、第３期佐野市地域福祉計画及び第３次佐野市地域福祉活

動計画の策定に反映していくために実施しました。 

なお、地域福祉計画の策定に係るアンケート調査として平成 24 年 10 月に市が実施した

調査を「前回」、市と市社協合同で平成 29 年９月から 11 月にかけて実施した調査結果を「今

回」とそれぞれ表記しています。 
 

■調査設計 

調査地域 佐野市全域 調査対象 無作為抽出による 20 歳以上の市民 2,500 人 

調査方法 郵送による配布・回収 調査期間 平成 29 年 9 月～11 月 
 

■調査結果 

本調査の結果については、第２章第２節「アンケート調査結果からみる市民意識の現状」

（P.24～P.38）に掲載しています。 
 

■回収結果 

区分 配 布 数 回 収 数 回 収 率 

今回 2,500 票 974 票 39.0％ 

前回 2,500 票 1,101 票 44.0％ 
 

■回答者の基本情報 
性別 

区分 男性 女性 不明 
今回 42.2% 56.5% 1.3% 
前回 42.6% 56.1% 1.3% 

年代 

区分 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 不明 

今回 6.0％ 11.5％ 13.1％ 14.6％ 22.8％ 31.3％ 0.7％ 

前回 7.6％ 11.2％ 12.4％ 18.3％ 22.7％ 26.2％ 1.5％ 

居住地区 

区分 佐野地区 田沼地区 葛生地区 不明 

今回 67.5％ 23.1％ 8.5％ 0.9％ 

前回 64.8％ 25.1％ 8.8％ 1.4％ 

家族構成  

区分 単身 夫婦のみ 
親・子の２世

代家族 
親・子・孫の３

世代家族 
その他 不明 

今回 10.1％ 23.7％ 45.2％ 14.6％ 4.8％ 1.6％ 

前回 7.6％ 25.1％ 41.1％ 17.9％ 6.4％ 1.8％ 

居住年数  

区分 5 年未満 
5 年以上～10

年未満 
10 年以上～
20 年未満 

20 年以上～
50 年未満 

50 年以上 不明 

今回 4.4％ 3.5％ 7.8％ 43.4％ 39.7％ 1.1％ 

前回 4.3％ 3.4％ 7.4％ 43.8％ 38.5％ 2.7％ 

職業 

区分 

農

林

業

等

の
自
営
業 

商
工
業
（
サ

ー
ビ
ス
業
を

含
む
）
等
の

自
営
業 

会
社
員
（
役

員

等

を

含

む
） 

公
務
員
・
団

体
等
職
員 

パ
ー
ト
・
ア

ル
バ
イ
ト
等 

学
生 

専
業
主
婦 

無
職 

そ
の
他 

不
明 

今回 2.3％ 6.9％ 22.8％ 4.0％ 15.5％ 1.3％ 13.2％ 27.7％ 4.0％ 2.3％ 

前回 2.5％ 6.9％ 21.3％ 4.1％ 12.7％ 1.5％ 17.8％ 25.9％ 4.4％ 2.8％ 
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９ 地区座談会（市民会議） 

（１）地区座談会（市民会議）の目的 

第３期佐野市地域福祉計画及び第３次佐野市地域福祉活動計画の策定にあたり、市民の方

が普段の地域生活の中で感じていることや、地域での課題を把握するとともに、それらに対

する解決策や方向性について意見をうかがい、計画策定の参考とすることを目的として実施

しました。 

 

（２）実施日時等 

地区座談会（市民会議）は、以下のとおり、市内の 18 地区で実施しました。 

地区名 日時 場所 参加者数 

１ 佐野地区 
平成 29（2017）年 
11 月 17 日 10:00～12:00 

佐野市総合福祉センター 26 名 

２ 植野地区 11 月 20 日 13:30～15:40 植野地区公民館 28 名 

３ 界地区 11 月 28 日 14:00～16:00 界地区公民館 28 名 

４ 犬伏地区 11 月 20 日 18:30～20:30 犬伏地区公民館 14 名 

５ 堀米地区 12 月 5 日 18:30～20:30 城北地区公民館 19 名 

６ 旗川地区 11 月 7 日 18:30～20:30 旗川地区公民館 25 名 

７ 吾妻地区 11 月 29 日 19:00～20:45 吾妻地区公民館 16 名 

８ 赤見地区 11 月 28 日 18:30～20:30 赤見地区公民館 41 名 

９ 田沼地区 12 月 1 日 19:00～20:30 田沼地区公民館 21 名 

10 田沼南部地区 11 月 18 日 18:00～20:00 田沼南部地区公民館 25 名 

11 栃本地区 11 月 29 日 18:30～20:30 
栃本地区 
コミュニティセンター 

30 名 

12 田沼北部地区 11 月 28 日 18:30～20:30 
田沼北部地区 
コミュニティセンター 

8 名 

13 戸奈良地区 11 月 13 日 19:00～21:00 
戸奈良地区 
コミュニティセンター 

16 名 

14 三好地区 11 月 27 日 18:30～20:30 三好生活改善センター 19 名 

15 野上地区 11 月 11 日 18:30～20:30 野上基幹集落センター 33 名 

16 新合地区 11 月 22 日 18:30～20:00 新合総合センター 24 名 

17 飛駒地区 12 月 8 日 18:30～20:10 飛駒基幹集落センター 32 名 

18 葛生地区 11 月 21 日 18:30～20:30 
葛生あくとプラザ 
小ホール 

37 名 

合  計 442 名 
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 地区座談会（市民会議）の参加者は、以下のとおりです。 

 

 

町会長等町会役員、地区民生委員児童委員、老人クラブ会員、高齢者サロン利用者等の高齢

者、地区女性会等の女性団体、子供会育成会等ＰＴＡ関係者、福祉協力員等見守り活動関係

者・ボランティア、福祉事業所職員・福祉関係者 

 

 

（３）地区座談会（市民会議）の全体プログラム 

 

○オリエンテーション（約 20 分） 

地区座談会（市民会議）の趣旨や地域福祉の考え方、佐野市における地域福祉を取り巻く

状況及び市社協の取組などについて簡単な説明を行ったのち、懇談会の約束ごとや進め方に

ついて説明しました。 

 

○グループごとの意見交換（約 60 分） 

参加者に事前に記入いただいたアンケートの内容を踏まえ、 

（１）普段生活していて地域で感じる課題として、どのようなことがありますか。 

（２）高齢者・障がい者・子育て世帯・生活に困窮している方など、困難を抱えていた 

り、支援が必要な人に対して、地域で支えていくためには、どのようなことが必

要と思いますか。 

（３）そのほか身近な地域での福祉や地域の活動などについて、ご意見やご要望はあり

ますか。 

の３点について話し合っていただきました。 

 

○全体での意見共有（約 10 分） 

各グループで検討した内容について、グループの代表者が発表し、全体で共有しました。 
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（４）地区別結果まとめ 

 

【１ 佐野地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①近所付き合いや地域の絆が薄れている。特に世代の交流。 

②高齢化が進んでいるために町会活動に参加する人が少なくなっている。 

③子どもが少ないので、子どもたちを対象とした行事ができない。 

④地域では、元々そこに住んでいる人、新しく引っ越してきた人との交流の場はない。仕

事をしているからと、地域の行事に参加する人も少なくなってきている。 

⑤町会組織の各種団体が単体で活動している。町会役員と意見交換の場がないため困って

いることや協力してほしいことなどを相談できない。 

⑥未婚の男性及び中年独居男性と地域社会との絆のとり方が非常に難しい。 

解決に向

けた取組 

①近所で連絡を取り合い協力して手助けするとよい。 

②婦人部との交流会をまめに行い、悩みを話せる機会を持つ。 

③民生委員や近所の方の声かけのほかに、牛乳や新聞配達員の見守りなどいろいろな形で

関わりの方法を見つけていけるとよい。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 

①小売店の減少により地域のコミュニケーションが薄れてきて、近所、地域の情報、会話

が少ない。 

②交流の場がほしいが、条件が噛み合わない。 

解決に向

けた取組 

①まずは隣人からの付き合いを大切にする。 

②町内ぐるみの絆というか、疎通が支援につながっていくので、時々町内の皆様と集まる

機会をつくるのも一つかと思う。 

③気兼ねなく、自由に会話をしたり、お茶を飲んだりする場が必要だと思う。（週に 1 回

公民館で、茶話会を行っているが、参加者が少ない。） 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①地域での情報の共有がうまくできず、生活困窮や困難を抱えている人たちが、どこにい

るのか分からないため、個人情報の取り扱いは難しくても情報の公開、共有が必要と考

える。 

②民生委員と福祉協力員と町内役員の交流。 

③見守る方同士の情報共有の場の設定をし、個人だけでなく、チームとして見守りを進め

められる仕組みづくり。 

④高齢者が活動する場所がない。 

解決に向

けた取組 

①地区社協の人的協力（アドバイザー）が必要だと思う。 

②行政などのサービスでできることと、地域でできる内容の明確化。 
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４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 ①町会役員のなり手がいない。ボランティア一点張りでは息が続かない。 

解決に向

けた取組 

①地域の中からも可能な限り協力できる人材を探していく。 

②福祉協力員の役割について、町内に知らせてほしい。 

③一芸を持った方の活用。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①街の中ではあるが、外出や買い物が不便。（タクシー券は買い物に使用不可） 

②家から出て交流の場である公民館を利用する問題点は、高齢のため公民館に来られない

場合、車での送迎のリスクが大きくなる。 

解決に向

けた取組 

①交通手段の利便性の向上。（新しいサービスの開発） 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 

①家族構成が分からず、ひとり暮らしなのか、どういうところが困っているのか情報開示

されることがなく対応ができない。 

②地域での情報の共有化がうまくできず、生活困窮や困難を抱えている人たちがどこにい

るのか分からないため、個人情報の取り扱いは難しくても情報の公開、共有が必要と考

える。 

解決に向

けた取組 

①地区社協の人的協力（アドバイザー）が必要と思う。 

②民生委員児童委員、福祉協力員が連携し、より効率的に活動してもらう。 

③近所で連絡をとり協力して手助けをするとよい。 

７ 災害時の対応について 

課題 

①災害時の対策がマニュアル化していない。 

②災害時の避難場所は地域によっては遠すぎるのではないか。 

③災害時における町会としての取組について具体的内容が見えてこない。高齢化率の高い

地区は不安。説明会なり訓練の必要性あり。 

解決に向

けた取組 

①災害時を想定した防災訓練の取組。 

②備蓄品の量や保管場所、避難所などでのリーダー養成も必要である。町会から発信して

人材確保に努めて行動を起こしてほしい。 

８ その他 

課題 
①町会自体の活力が失われている。 

②空地・空き家が増えている。 

解決に向

けた取組 

①年に一度位は各施設がお互いの要望や調整を図る場があると交流がうまく図れるので

はないか。 
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【２ 植野地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①隣近所のだいたいの家族構成などお互い分かっていることはあるが、近所付き合いは数

十年前に比べてとても減っている。新しく引っ越してくる人が多く、古くからの人との

交流があまりない（興味もない）。 

②活動的で外出する高齢者もいるが、ひきこもりがちな人も多い。特に、男性高齢者の交

流の場がなく、サロンには女性ばかりで男性は出てこない。地域の祭事や行事への参加

も減り、行事自体も行われなくなってきている。 

③船津川地域は、学校を拠点として児童たち、教職員の皆様、ＰＴＡとの運動会など年間

を通してふれあい活動が活発に行われてきたが、閉校により活動が無くなってしまっ

た。 

解決に向

けた取組 

①世代を超えた交流も少ないので、世代を超えて問題点を共有できる場があると良い。 

②大型スーパーで早朝ラジオ体操を行い、店舗の一角を開放しているというところもあ

る。体操をしてから、仲間とそこで購入したものを飲食したり話をしたりして過ごすな

ど工夫しているという記事を見たことがあり、取り入れたらいいのではないかと思う。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 

①サロンの中でグループができていて、入りにくい。 

②既存の決まった人だけのサロンではなく、手芸的なものや１日で仕上がる制作するも

の、いすに座ってできるものなど、他の人も参加できるサロンがあればいい。 

解決に向

けた取組 

①地域での居場所づくりとして、誰でも気軽に安心して寄り集まり、お茶などを飲みなが

ら話ができる場所を、町会に数か所つくり、歩いて行けると良い。 

②ちょっと気軽に声かけしたり、手伝える近所の人間関係ができるといいと思う。「自助」

「互助」レベルで対応できる方がハードルが低いと思う。 

③こどもが自由に遊べる広場などがあったらいいと思う。いろいろな世代で使えば、町内

の人達で交流が生まれると思う。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①高齢者、障がい者、子育て世帯、生活に困窮している方たちは、自分の状態を表に出し

たがらなかったり、あまり人との付き合いをしたがらない人も多く、学校からも行政か

らも個人情報が全くない。 

②近所の付き合いを密にし、その実態をどう吸い上げるかが問題。 

③特に子育て世帯の問題、生活に困窮している方などの把握は難しく、収入などの問題に

なると、対応も難しいし対処の方法も良くわからない。 

解決に向

けた取組 

①高齢者や子育てサポート、障がい者などのサポート機関について知らない人も多いの

で、町会の集まりやイベントなどで啓発して関心を持ってもらうとよい。また、訪問型

サービスＢ型の拡充により地域の連帯感向上に繋がるのではないか。 
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４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①町内の各班の班長や神社当番の担い手、防犯パトロールのボランティアなどが高齢化し

ているが、参加者や協力者は少なく、誰がどのような地域活動をしているのかも分から

ない。 

②老人クラブ会員も年々減少し、会員加入促進が進まない現状である。 

解決に向

けた取組 

①町会によっては地域の活動を活発に行っているところもあるので、そういう所の取組を

全体の町会長さんの集まりや会議の時に発表し、町会から班に働きかけ、小さい活動か

らでも始められると良い。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 
①日々の買い物、病院へと公的機関のバス、タクシーなどを充実してほしい。 

②町内で車の事故が多い。道路が細い碁盤の目のようになっており、全ての十字路が危険。 

解決に向

けた取組 

①ミラーの設置を増やしてほしい。 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 
①身近に SOS を発している人がいれば手助けできるが、なかなか見つけにくい。 

②生活に困っている世帯、児童の生活面などの情報が入ってこない。 

解決に向

けた取組 

①高齢者の異変は近所同士で気を付けあったらよい。 

②夕方の電気がつかないところは見回る。近所の見守り。 

③SOS の発信をキャッチする人がいるとよい。 

④相談を受ける側と提供する側のコーディネーターが必要。 

⑤少しボランティア的なことをしてあげられる、話を聞くだけでもあればいいと思う。 

⑥サポートを必要とする人（お願い会員）、サポートできる人（まかせて会員）を登録し

てもらい、ファミリー・サポートのような制度をつくる。 

７ 災害時の対応について 

課題 
①災害の備えが不十分、災害時の行動の仕方が良く分からない。 

②防犯パトロールのボランティアが高齢化している。 

解決に向

けた取組 

①子どもやお年寄り向けの護身術などの教室を行ってもらいたい。 

８ その他 

課題 

①子どもの遊び場が少ない。公園が一つもない町もある。明るく風通しの良い公園があれ

ば、乳幼児を連れた母親や外で遊びたい子ども、お年寄りが散歩で気軽に立ち寄ったり

して世代間のコミュニケーションがもう少し生まれるのではないか。 

②防犯灯が少ない。 

③地区社協の役割の見直しが必要。 

④市からの助成金が少ない。 

解決に向

けた取組 

①地区社協の活動助成を増額してほしい。 

②地区社協の役割の見直しが必要。 
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【３ 界地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①地域の関係の希薄化。 

②仕事をしている人との交流が少なく、地域との関わりが少ない。 

③地区の行事、交流の場も少なく、参加者も若い人はなかなか出席しない。そのため、近

所でも誰が誰だか分からない時がある。 

解決に向

けた取組 

①越名町では三世代交流の機会を得ることができた。高齢者の方は楽しかったといってい

た。大変いいことなので今後こういう行事をもっと増やしたらいいと思う。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 
①多世代、同世代の交流が少ない。全５町会のうち４町会がサロン活動しているが、サロ

ン活動について知らない人がいる様子。 

解決に向

けた取組 

①一生懸命行事の企画をするが参加するのがいつも同じメンバーなので、もう少し多くの

人に参加してもらいたい。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①朝の登下校時の、小学生児童の挨拶が少ない。また、シニア世代の登下校見守りボラン

ティア不足。 

②少子高齢化が急激に進んでおり、今後地域活動が継続できない（子ども会など団体の消

滅危機）。 

解決に向

けた取組 

①高齢者世帯が増えている中で若い世代との交流が難しくなっているのが現状だが、私の

地域では老人クラブの集まりに民生委員や福祉協力員が当番制で高齢者の軽食のサポ

ート、軽食の振る舞いや話し合いなどをしている。これからも色々と考えながらより良

い関係を続けたい。また中間層の方々も交えて話し合い、協力に力を入れていきたい。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 
①地区の行事や交流の場が少なく、若い世代の参加も少ない。 

②地域の行事は、役員と特定の人だけの参加になっている。 

解決に向

けた取組 

①子どもの登下校の際の見守り隊として、シニア世代のボランティアをお願いしたい。 

②困っている人が一部の人しか分からないので、町内役員などが共有して活動していきた

い。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①子どもたちの下校時などの防犯面において、街灯も少なく近所付き合いも少ないので、

いざというときに不安である。 

②防災無線が聞こえないため、スピーカーの増設を検討して欲しい。 

③子どもが登下校で通る裏道が狭く、交通事故の不安や水たまりで通れなくなるなど道路

整備が必要。 

解決に向

けた取組 

①足腰の弱くなっている高齢者へ移動手段を確保する必要がある。 
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６ 相談やアウトリーチについて 

課題 
①ひとり暮らし高齢者が増えてきているが、何に困っているか分からない。（交流がない

からか？） 

解決に向

けた取組 

①支援が必要な人へ公的に行われるサービスの相談場所を紹介した方が良い。（民児協、

地域包括支援センター、市役所など） 

②子育てに悩んでいる人のために、民生委員児童委員の存在を知っていただく取組が必要

である。 

③問題を抱えている人の内容にもよるが、佐野市が行っている各種サービスがあるので、

市役所に行って相談するよう勧める。 

７ 災害時の対応について 

課題 

①支援が必要な人がどこに住んでいるか、どんな状況なのかなど情報共有したい。 

②子ども 110 番の家にいて、学校から 110 番の家の位置の確認を個々に行うように指

導があるので、子どもたちは、自分の家の近くの 110 番の家については確認している

が、実際に利用することができるだろうか。 

③街灯が少ないため、子どもたちの下校時の防犯面が心配であり、近所付き合いも少ない

のでいざという時に不安がある。 

解決に向

けた取組 

①町会ごとに防災団体をつくって欲しい。 

②緊急放送の警報は聞こえるが、放送内容が聞き取れない時があり、スピーカーの設置場

所を増設してはどうか。 

８ その他 

課題 

①約 10 年前から宅地増設が加速し、若い世代の人口増加。 

②アパートやマンション住まいの人、単身世帯も多い。 

③鳥獣問題について。 

解決に向

けた取組 

－ 
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【４ 犬伏地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①規模の大きな団地があることにより、新しく入居している人が多く、住人同士のつなが

りが薄い。 

②自治会に未加入の人が増えている。 

③同じ町内に住んでいても、顔を合わせる機会が少なくなっているので寂しい感じがす

る。 

④世代間の交流機会が少ない。 

解決に向

けた取組 

①高齢者世帯が増えているので、気軽に立ち寄れるような交流ができるとよいと思う。 

②外国の方が増えており、言葉やコミュニケーションの壁があり、周囲の人が支えてあげ

る必要が出てきている。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 

①サロンを月 3 回開催しているが、同じメンバーで固定してしまっているため、なかなか

輪に入りにくいためか、声をかけても集まりにくい状況が続いている。 

②気軽に高齢者が立ち寄れて交流ができる場所があればいいと思う。 

③身近な単位（歩ける範囲内）で集まって、運動やレクリエーションを行うような地域の

活動がもっとたくさんできて活発になるといいと思う。 

④人との関わりがうまく取れない人が多くなってきている。気軽に話せる相手、場所など

が必要になってきている。 

⑤地区の居場所が少ない。場所があっても入りづらい状況になってしまっている。 

解決に向

けた取組 

①他の町内での様々な活動。例えばみんなで集まって生き生き体操とかを行っているのを

耳にすると、うちの町会でもできたらいいと思う。 

②集会所、公民館などコミュニティに、常時行けるサロンや月に何回かでも集まれるサロ

ン会などを作り、年齢にこだわらず、お茶やコーヒーなど楽しみながら話せる場がある

と良い。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①見守り活動を行っていても、地域に浸透していない。なり手が少なくなってきている。 

②ひとり暮らし高齢者の見守りが必要である。 

③育児相談に乗ってほしい。 

解決に向

けた取組 

①ひとり暮らし高齢者の家には時々訪問してあげる。なるべくお声がけする。町内の班長

さんに協力していただきたい。 

②ひとり暮らし高齢者が増えているが、民生委員や福祉関係の人達しか接点がない人が多

い。近所付き合いの輪を広げていくためにも、班単位での声かけ、顔見せの場があって

もいいのでは？ 

 

 



１７１ 

 

 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①担い手不足。気軽に相談できる場所が不足している。 

②町会や班内行事の付き合いはあるものの、リーダーになる人がいない。 

③民生委員児童委員、福祉協力員のなり手がいない。 

解決に向

けた取組 

①地区社協などにおける会合に社協の職員は出席して、地区町会での課題についての適切

な助言や指導をしてほしい。 

②高齢者に該当する人でも元気な方が結構いるので、そういう方達に何か手伝ってもらう

システムがあってもいいのではないか？ 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 
①高齢者が活用できる公共交通網が少ない。 

②バスは大きな道しか通らないので、バス停まで歩いていくことができない方も多い。 

解決に向

けた取組 

①高齢者の生活リズムや活動範囲に沿った公共交通網の整備が必要。 

②高齢者が安心・安全に移動できる手段の確保。買い物などができる場所の確保。 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 

①育児で悩んでいる時に相談できる場所がない。 

②困っていても相談や話をする人間関係がない。 

③地域の人が気軽に相談できる場所の設置。 

解決に向

けた取組 

①ひとり暮らしの高齢者が増えているが民生委員や福祉協力員など決まった人としか接

点がない人が多い。近所付き合いの輪を広げるためにも班単位での声かけ顔見せの場が

あってもいいと思う。 

７ 災害時の対応について 

課題 ①災害などの緊急避難の仕方や連絡網など不明な点がある。 

解決に向

けた取組 

①避難方法の周知、町会単位での避難訓練を行うなどの備えが必要。 

８ その他 

課題 

①空き家問題も深刻になると思う。 

②行政と町会が事業として進める必要がある。 

③高齢者だけの世帯が増えている事、遠方に家族が居るため介護力が低下しているように

思われる。 

④どの問題から取り組むことが望ましいのか、リーダーを決めて動いていく必要あり。 

解決に向

けた取組 

― 
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【５ 堀米地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①昔のように他人を思う余裕がなくなり個々の生活で忙しくなっているので、各世代の人

が交流できる機会がない、近所付き合いができない。 

②若く共働きが増えママ友同士の表面上のつながりは LINE を通して広がっているが、地

域や近所の付き合いが薄くなっているので、育児や人間関係などで悩んだり、行き詰っ

た時が心配である。 

解決に向

けた取組 

①高齢者が自発的に集まり、交流できる場があるといい。 

②サロンなどは小さい単位で作ってはどうか？ 

③ひとり暮らしの高齢者または日中だけ一人で過ごしている事が多くなってきているの

で、隣近所の人達と協力し合って訪問や、姿を見かけたら声かけをするなどしている。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 

①高齢者向けのサークルなどがあるが、共同使用の公民館が遠いなどの理由でなかなか参

加してくれない。 

②男性の社会参加が少ない。 

③各町内でお茶が飲める場をつくるべき。 

解決に向

けた取組 

①高齢者が気軽に集まり談笑できるような場の設定。 

②コミュニティや集会所、公民館などに常時行けるサロンや月に何回かでも集まれるサロ

ン会などを作り、年齢にこだわらず、お茶やコーヒーなど、楽しみながら話せる場があ

ると良い。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①なかなか声かけが難しい。 

②高齢者向けのサークルなどがあるが共同使用の公民館も遠いなどの理由により、なかな

か参加してもらえない。資金のない小さな町内でも、身近に集まる場所が持てるよう支

援してもらいたい。 

③民生委員児童委員を中心に、ひとり暮らし高齢者の見守り声かけをしているが、相談で

きずに抱え込む人も多く、多世代が相談できるような場所があると良い。 

解決に向

けた取組 

①班長さんが地域の情報を流す。 

②何かあった時の連絡先として、連携が取れるような動きができると良い。 

③ひとり暮らしの高齢者や高齢者世帯などで、地域や近所とのかかわりのない人達が孤立

しないように声かけや、一定の間隔で訪問してあげられる人がいていいと思う。同じよ

うに子育て世代が子連れで参加し、話をしたり悩みを相談したりができる場所（地域の

方や身近な方達と）やサポートしてあげられる方がいるといいのかなと思う。 
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４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 ― 

解決に向

けた取組 

①子育ての終わった世代、退職をされた方など時間にゆとりのある人に、町会単位での活

動が活発になるよう地域福祉に関心を持ってもらう。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①地区内を公共のバスが通っているので、総合病院、大型スーパーもあり不便との声は上

がってこなかったが、町内でサロンに誘われても、移動手段がないので送迎が必要。 

②出歩いている高齢者の人が交通事故を起こすと大変という事もある。 

解決に向

けた取組 

― 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 
①話す人、困りごとの相談相手がいない。抱え込むことが多い。 

②なかなか声かけが難しい。回数を重ねて信頼を得ることが大事ではないか。 

解決に向

けた取組 

①地区社協が相談所になり福祉サービスの紹介等できれば良い。 

７ 災害時の対応について 

課題 
①いつ避難したら良いか分からない。 

②避難場所に何を持っていったらいいか。 

解決に向

けた取組 

①避難準備情報、避難勧告や避難指示のうち、避難勧告時に避難した方が良いと思われる。

災害発生時の避難行動要支援者の個別調査を行っている。町会役員、班長による防火活

動の訓練をする。 

８ その他 

課題 ①高齢のひとり暮らし男性の食事は苦労しているのではないか？ 

解決に向

けた取組 

①公園の草刈りをしても誰も遊ばないので、健康遊具を置いてはどうか？ 

②施設を利用している方々との交流会で、ご意見などについて伺える機会を持てると良い

のではないか？ 
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【６ 旗川地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①若い世代の町会活動の参加が少なくなり、町内に住んでいる人の名前と顔がわからな

い。 

②町会を退会する人も出てきている。老人会の活動も縮小され、老人会のない町会もある。 

③若い人など町内活動にあまり関心がなかったり、多忙であったり参加しにくいところが

あったりして、町会活動に参加する人が少ないようだ。 

解決に向

けた取組 

①町会を活用して地域での話し合い、抱えている問題の共有が必要である。 

②各町会でお茶が飲める場をつくるべき。 

③体育祭に参加しやすくなる工夫。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 ①ひとり暮らし高齢者が増えている。 

解決に向

けた取組 

①高齢者が気軽に集まり談笑できる場所があると良い。 

②世代間交流ができる場所があれば良い。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 
①地域の活動は回覧板を通して情報が入るが、地域や町内の様子が分からなくなった。 

②日中留守の家が多く訪問しても不在である。 

解決に向

けた取組 

①ひとり暮らしの高齢者が増えているので隣近所、町会、民生委員が連携して助け合いが

必要。そのためには、認知症の知識も必要になってくる。小、中学校の登下校時の見守

り支援。 

②見守りマップを作成してはどうだろうか。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①皆が自分の生活で精一杯であり、他者を助ける余裕がなくなっている。町会、老人会な

どに属していない人は、孤立していると思う。町会、民生委員の方も行政の支援等の知

識が必要。 

解決に向

けた取組 

①いくらでもボランティアをしたいと考えているが、個人的には要請し難いと思うので、

ボランティア登録名簿を作成するのはどうだろうか。（ボランティアの内容、方面、対

象者など） 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①通学路がでこぼこで雨が降ると泥んこなので直していただきたい。 

②通学路は車が多くて心配である。 

③大きな病院までの通院手段に車がない人が困っている。 

④道幅の狭いところが多く、老朽化しているところもある、危険である。 

解決に向

けた取組 

①いずれも行政の支援が必要。 
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６ 相談やアウトリーチについて 

課題 ①個人情報、プライバシーの問題があり、福祉、地域に頼る人が少ないと思う。 

解決に向

けた取組 

①地域でできる事、行政の支援を必要とする事を明確にする。 

②子どもから大人まで相談や悩みを聞いてくれる場所があるといい。そのためには地区単

位で、問題を出し合い年齢別に何ができるかを考える。 

７ 災害時の対応について 

課題 

①災害時の避難行動等、わからないことが多く町内ごとの避難訓練が必要。 

②避難場所として、旗川地区公民館と旗川小学校だけで収容できるのか。 

③避難体制やみんなが集まったとき、準備しておくと良いものなど、また食べ物などが心

配。 

解決に向

けた取組 

①河川の氾濫災害への事前防止対策と地域による災害支援体制づくり。 

８ その他 

課題 

①不登校児問題。 

②ごみ問題。 

③空き家問題。（火災、ごみ、動物、建物） 

④町会によっては高齢化率が高くなっている。（結婚をしない人たちがいる） 

解決に向

けた取組 

①地域だけで支えていくのは難しいので行政などの福祉サービスの充実を望む。 
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【７ 吾妻地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①高齢者の方が多いと思われるが、見かけることも少なく、地域の絆が薄れてきているの

を感じている。 

②地域としては、地元で暮らし続ける方々が多いため近所付き合いなども行われ、穏やか

さを感じる反面、若い世代が減少し、新しい住宅地などもできている訳ではないため、

高齢化は防げなさそう。 

③地域活動（女性会など）の会加入の自由参加の是非。 

④近所付き合いが少ない。 

⑤同世代の交流はあっても青年・壮年といった世代を越えた交流が薄い。 

解決に向

けた取組 

①困っている人をどのように援助できるかを考え、交流に誘ったりできると良いと思う。 

②利用できる社会資源は利用していく。制度、施設などを教えてあげる、つないであげる

ことも必要。また、ちょっとした声かけなどにも救われていると思う。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 

①一人でいると余計なことを考え込んでは落ち込む。不安になる。皆でいるとおしゃべり

できるし笑えるし、私だけではないんだと思えることもあるし、皆に会えるのが楽しみ

と話される方は多い。孤独感や寂しさを抱えている方は、若くても年をとっても多い。

集まれる場所が必要である。 

解決に向

けた取組 

①吾妻地区公民館、地域の公民館を使い気軽に飲食する交流の場をつくる。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①困っているのに困っていることに気付かなかったり、誰に相談したら良いのかわからず

にそのままにすることで、軽度な支援で済んだことが重度化してしまっていることがあ

る。 

②高齢者ひとり暮らしや高齢者世帯については包括支援センターが関わると思うが、90

代の母と 60 代の息子さんなどには支援が遅くなってしまうことがある。 

解決に向

けた取組 

①あづま保育園では、地域のデイサービスや小規模多機能の施設との交流を図っている。 

②誰がどのような手助けをしてくれるか、それはどこに言えば分かるのか、窓口は？個人

情報も守らなければならないと思うが、分かると安心で支援もスムーズに進むと思う。 
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４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①集会に参加してくれるメンバーは決まったメンバーで、会が代わっても参加してくれる

メンバーはほとんど同じメンバーである。 

②「役をやりたくない、行事に参加したくない」との理由で町会への加入を拒む人がいる。 

③高齢者の一人住まいの世帯が目立ち、町会の班長さんなど役をする場合他の人に一人で

何役もお願いすることになり大変である。 

④世代が変わって、吾妻に住んでいる人、吾妻に移り住んだ人の意見を聞くと、活動が多

く、若い人にその役が回ることが多い。毎年のように何かの役をやるようになってしま

っている。 

解決に向

けた取組 

①フォーマルサービス（市役所や介護保険などの公的サービス）のみでなく、インフォー

マルサービス（地域住民、民生委員など）などが連携・協力していくことが必要。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①運転免許返上後の、買い物、通院などの足の確保。 

②高齢者の公共交通網が整備されていないので社会活動が制限されてしまう。 

③高齢者のみの家庭は食品を買いに行けない。 

④公共交通インフラが全くと言って整っていないため、どこに行くのも車になってしま

う。そこを、少しでも手助けしたいと思うが、地域だけでは解決が難しい。 

解決に向

けた取組 

－ 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 ①困っている人をどのように援助できるかを考え、交流に誘ったりできるとよいと思う。 

解決に向

けた取組 

①利用できる社会資源は利用していく。制度、施設などを教えてあげる､つないであげる

ことも必要。また、ちょっとした声かけなどにも救われていると思う。（身近な人、近

所の人） 

７ 災害時の対応について 

課題 
①災害時の避難体制などがよく分からない。 

②いざという時の体制が分からず不安。 

解決に向

けた取組 

－ 

８ その他 

課題 

①地域社会の仕組みや行事も考え直さないといけない。 

②まったく開発がされないため若い人が住みづらくなってきている気がする。少しでも農

地使用についての、モデル特区のような感じで規制緩和をしてほしい。 

③乳幼児や子どもたちも遊べるような公園が無いのでわざわざ出かけることになる。 

④道沿いへの投棄ごみが増えてきた感じがする。 

解決に向

けた取組 

－ 
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【８ 赤見地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①地域全域（特に市営住宅）で、住民の高齢化に伴い、今まで活動してきた人達が以前の

様な活動をしていくのが難しい。 

②若い世代は子どもの用事や共働きで、地域の行事に参加できない。 

解決に向

けた取組 

①育成活動の見直しが必要ではないか。 

②新年会や花まつりなどの行事に、低学年の子どもやお孫さんも紹介がてら参加させ、顔

をお互いに覚えてもらうと親近感が増してくるのではないか。同時に、顔を知っておく

ことが通学下校時の防犯対策につながる。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 

①子どものまち宣言をしているのに出流原区域には児童施設がない。 

②育成会活動のあり方を見直す時期なのではないか。 

③高齢者サロンの参加人数の横ばい。（増えない） 

解決に向

けた取組 

①高齢者や小中学生、地域の人がいつでもどこでも参加できる交流の場があるといい。 

②老人ホームと保育園を併設し、交流を密に。 

③高齢者サロンを実施している。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①個人情報保護社会のため他人と関わりたくない社会になってきている。 

②ひとり暮らしの人がいても気軽に訪問してあげることはできないと感じてしまう。 

③助成が必要。 

解決に向

けた取組 

①普段の生活での交流が大切だと思う。信頼関係が成り立って支援ができる。 

②普段からのコミュニケーション。思いやり、やさしさをもって信頼関係を築く事。 

③子育ての悩みなどは広報で育児相談など身近に相談できるところがあるという事を知

ってもらうといい。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①消防団に入る人がいない。 

②町会役員を終わった後、町会の行事に参加しない人が多い。 

③町会地区役員になる人材が急激に減少。後継者不足になり、地域でどこまで福祉をやっ

ていけるだろう。 

④老人会活動などで積極的に参加してくれる人もいるが、参加しない人達をどうしたら参

加してもらえるか。 

解決に向

けた取組 

①今まで以上の専門家の養成が必要になってくると思う。親切な指導者がいないと地域で

は支えていくのは難しい。 

②支援が必要な人、支援をしたい人などファミサポのようなシステムがあれば、必要な人

に支援が届くのではないか。対価なしのボランティア。 
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５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①山間部で道路が狭い。 

②地区に商店がない。 

③病院や地域の行事やサロンへの移動手段。 

④運転ができなくなった時が心配である。 

⑤公共交通の不便さ。 

⑥登下校の際、外灯など無い所が心配。 

解決に向

けた取組 

①通学路における樹木、雑草などの管理不足が目立つ。 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 

①どの人がどの程度支援を必要としているのか、細かい情報が無い状況にある。 

②高齢の人が、自分（相談者）に「相談がある」と連絡してくるので伺うとその家族に「結

構です」と断られ、先に進めない。 

解決に向

けた取組 

①生死に関わるような対象者は、地域で支えることには限界があり、親族や行政での判断

が必要。 

７ 災害時の対応について 

課題 

①災害時の体制がわからない。また、自ら避難できない人の対応が心配。 

②町内の防災警報は聞き取れない。 

③災害は無いだろうと思いこんでいる人が多い。 

解決に向

けた取組 

－ 

８ その他 

課題 
①ごみ収集。高齢者向けに有料でも戸別収集ができないか？集積所まで運んでやろうと声

かけしても遠慮してしまうから。 

解決に向

けた取組 

①介護が必要な人にはスピーディーに施設に入れるような佐野市にしてほしい。 

②市で行う事業同士、保育園にはファミサポへの理解や協力体制があってほしい。 
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【９ 田沼地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 
①近所付き合いが少ない（今後も薄れていきそう）。 

②個人情報やプライバシーの問題があり、困っていそうな人がいても、声をかけにくい。 

解決に向

けた取組 

①町内で子どもから高齢者まで参加できるような内容の行事や場所があるといい。近所付

き合いがもう少しあっていいと思う。 

②近所付き合いをもっと充実させる。サロン・老人クラブなど。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 

①近所同士で交流できるイベントやサークル活動がない。 

②こども食堂や安心して入浴できる施設がほしい。 

③老人クラブはグラウンドゴルフなどで活発に活動しているようだが、新規の加入者が少

ない。また、一度病気をすると戻ってこない。 

解決に向

けた取組 

①子ども食堂や安心して入浴できる施設として、元田沼高校が利用できないか？ 

②障がい者、生活困窮者に対する、まわり（地域の人々）の理解、子育てサロン、高齢者

サロンのアピール（田沼地区にあるのだろうか？なければつくった方がよいと思う。） 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①支援を必要としている人が、何を望み、何をしてほしいと思っているのか（ニーズの把

握）が必要。 

②誰が困っているのか分からない。 

③よく知らない人の家へは訪問しにくい。 

解決に向

けた取組 

①福祉活動をもっとＰＲしてはどうか。 

②高齢者宅に訪問できるような人がいてもよいのでは。 

③訪問する時に、１人より複数の方が良いと考えるので、福祉協力員がほしい。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①ひとり暮らしの高齢者を近所のボランティアで訪問したりすることは良いことだが、人

との相性もあり難しいところもある。 

②困っている人がどこにいるかよく分からないと、どうしていいのかも分からない。 

解決に向

けた取組 

①町会の役員の育成。 

②福祉協力員が欲しい。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 ①ひとり暮らし、老々介護の家への定期的な買い物支援。 

解決に向

けた取組 

－ 
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６ 相談やアウトリーチについて 

課題 ①社協や行政機関についてよく分からない。また、そうした組織の人との関わりがない。 

解決に向

けた取組 

②社協の担当者が、地域に入って現場の実態を把握すべき。 

７ 災害時の対応について 

課題 － 

解決に向

けた取組 

－ 

８ その他 

課題 
①現在、地域でボランティアやサークルなどによって、どんな活動が行われているか知り

たい。 

解決に向

けた取組 

①社協の担当者が地域に入って、現場の実態をつぶさに体験してほしい。 

②町会の世帯数がアンバランスになってきている。町会の再編成が必要。 
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【10 田沼南部地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①近所付き合いはあいさつ程度になっている。隣近所でも顔を見ることが少なくなってい

る。 

②近所付き合いよりも趣味、クラブへの参加が多くなっている。 

解決に向

けた取組 

①地域の交流も時代の流れとともに少しずつ変わってきているので、担当する役員など負

担が大きくなる。祭事は改善する、あるいは中止した方がいいと思う。 

②老人介護施設との交流の充実。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 

①盆踊りやコミュニティ祭りなど開催するが、地域住民の方々の参加が少なくなってい

る。 

②小見町高齢者ふれあいサロンを小見町公民館にて開催しているが、楽しみにしている高

齢者がいる一方で、出不精だから、という高齢者もいる。 

解決に向

けた取組 

①散歩のできる大きな公園と子どもの遊び場を増やしてほしい。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①民生委員を含め、地域で支えることには限界がある。行政が地域の問題を引き受け解決

する手立てを考えるべき。 

②高齢者は見えるが、障がい者、子育て世代、その他どのように困難を抱えているか見え

ない。個人情報の事もあって難しい。 

解決に向

けた取組 

①小学校の登下校時に着用するベストの作成、指導員としての講習会などが必要ではない

か。 

②現在、社会福祉法人が運営する介護施設は「いちごハートネット」という事業があるが、

それ以外の法人が運営する介護施設でも同様の相談窓口になることができることをア

ピールし、地域に溶け込んだ施設活動も必要である。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①ボランティア団体との接点の取り方が分からない。 

②子どもの帰宅時間など見守りボランティアが少ない。 

③民生委員になってくれる人がほとんどいない。民生委員の仕事を見直し軽減化して欲し

い。 

解決に向

けた取組 

①ひとり暮らしや高齢者世帯の家に訪問して話し相手になってもらえる方を募ってほし

い。 

②登下校時の見守りボランティアの講習会をやってほしい。 
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５ 移動・交通・道路環境について 

課題 
①老人クラブでやりたい人はまだいるが会場までの足（車）の問題があって参加できない

ところが見受けられる。 

解決に向

けた取組 

― 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 
①デイサービスをサロンとして使ってほしいが、誰に相談したらいいか分からない。デイ

サービスのノウハウを伝えられたらと思う。 

解決に向

けた取組 

①独居、高齢者世帯へのアプローチ。見守り対象外の方への支援。（高齢になった親、障

がいを持つ子など） 

７ 災害時の対応について 

課題 
①防災無線が聞き取りにくい。 

②災害発生時の市のハザードマップ、災害時の老人や障がい者の避難対策が分からない。 

解決に向

けた取組 

①災害が少ない地域でも避難訓練は必要。 

②災害時を含めた障がい者への隣り近所の見守り。（役員だけでなく隣近所でも見守る必

要がある） 

８ その他 

課題 
①地区社協の存在の認知度が気になる。 

②若い人、学生、学校に入学する子が少なく地区として不安。 

解決に向

けた取組 

①お金がかからず、ひとり暮らしの方が利用できる介護などがあるといいと思う。 
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【11 栃本地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①近所付き合いが薄れている。地域の運動会もなくなっている。 

②多年代、縦のつながりがなくなっている。近所の人が同じ班の人達と交流する場、会話

する機会が少ない。 

③個人情報の保護が優先することで、困難を抱えていたり、困っている人の情報を共有で

きない傾向になっている。 

④ひとり暮らしの高齢者にどのように接したらよいか、具体的にわからない。 

解決に向

けた取組 

― 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 ①子どもクラブがない。 

解決に向

けた取組 

①児童の健全育成を図るには、子どもの居場所を確保して自由な遊びや体験、交流の場を

充実させる必要がある。 

②学童クラブを設置してほしい。 

③気軽に行ける憩いの場が欲しい。 

④地区のコミュニティセンターを 365 日の開放できないか。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 
①独居世帯やひきこもり高齢者の増加。 

②高齢者のごみ出しが大変。 

解決に向

けた取組 

①独居世帯へ地域の人達が毎日確認する。 

②日中独居の家庭への見守り。 

③見守りを受けている人のちょっとした変化や異変に早めに気付くために回覧板をなる

べく手渡しにして様子などを確認する。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①高齢者が増える中、現在行っている地域の行事を、今後継続していけるか心配。人材が

いなくなる。 

②活動をしている人としていない人との意見の温度差がある。 

③気軽に集まって過ごせる場所を作って欲しいと希望する人は多いがリーダーになるの

は嫌という人が多くて話がまとまらない。 

解決に向

けた取組 

①一人当たりのボランティアの負担軽減のために、ボランティアを増やす。実際にやって

いる人に PR してもらう。 
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５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①街灯が少ない。（高速道路のあたりが暗くて不安） 

②買い物、通院に行けない。（付き添いがいない、車がないなど） 

③活動の場、居場所が地域にあっても遠くて行けない。 

解決に向

けた取組 

①公共交通機関の利便性の向上。 

②通学路の安全確保。 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 ①地域の方々の意見や要望を吸い上げる機会が中々持てない。 

解決に向

けた取組 

①いつでも誰でもどんな内容でも、相談できる場所（電話）の設置。 

②地区社協を拠点に地域の組織、団体の連携強化。 

７ 災害時の対応について 

課題 ①街灯が少ない。 

解決に向

けた取組 

①テロ、ゲリラ対策。（防犯カメラなど） 

８ その他 

課題 ①育児システム完備。 

解決に向

けた取組 

－ 
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【12 田沼北部】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①近所付き合いや地域の絆が薄れてきている。 

②回覧板などを渡すときに玄関を開けずに渡すことが多くなり、隣近所との付き合いも少

なくなってきている。縁側で隣近所の人とお茶を飲むなどの機会もほとんどなくなって

きている。 

解決に向

けた取組 

－ 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 ①誰が支援が必要なのか共有できる情報が少ない。 

解決に向

けた取組 

①老人クラブなどのクラブ活動を地区で進める。誰でも参加できるものにする。 

②公民館などを利用した、地域住民の交流の場をつくる。 

③なくなってしまった老人クラブの復活。 

④元気な高齢者で老人クラブのような団体を構成して活動する。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①高齢者独居世帯や高齢者世帯があり、高齢者が高齢者を介護している。 

②地域での支援に関して民生委員以外で積極的に関与する人が少ない。 

③民生委員を主にしてひとり暮らしの高齢者を支えている現状がある。 

④ひとり暮らしの高齢者が増えてきたが、それを支える人も近所になく、町会としての働

きかけもできない。 

⑤支援が必要と思われる高齢者世帯もいるが、本人や別居の家族から大丈夫ですと言われ

る。 

⑥支援が必要な人がいること自体が、知り合い以外では分からない。 

解決に向

けた取組 

①ひとり暮らしの人のごみ出し支援。 

②地区社協の活動を地域のボランティア、若者、元気な高齢者を加えて組織を編成し情報

の共有を図りたい。 

③生活必需品の買い物補助も見守りの一例として必要ではないか。 

④お使いボランティアを考えていく。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①町会活動のリーダー不足。 

②地域のリーダーの高齢化が進む。年金の支給年齢が上がって働き続けている人が多いた

め、60 歳代の地域デビューができない。 

解決に向

けた取組 

－ 
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５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①高齢者の買い物や通院の移動手段が限られている。 

②高齢者夫婦、ひとり暮らしの世帯では車などの移動手段がなければ生活が成り立たな

い。 

③買い物をする店があまりない。コンビニは町はずれで不便である。 

解決に向

けた取組 

－ 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 

①障がいをもっている人が、そのことを近所に知られたくない、また、高齢者だが高齢者

と見られたくない人へのアプローチ方法。 

②地区社協の組織が未成熟である。 

解決に向

けた取組 

①空き地、空き家の指導を行政や地区役員にお願いしたい。（当事者同士だと問題もある） 

②福祉サービス制度についての行政機関からの積極的なＰＲや情報提供。 

③市社協によりよい地区社協の在り方を教えてもらいたい。 

７ 災害時の対応について 

課題 

①災害が発生した場合どのように避難するか。 

②地域防災自立組織が確立されていないので、いざという時に不安。 

③避難所開設の手段や手順、内容がよく分からない。 

④家にいると、防災無線がほとんど聞き取れない。 

解決に向

けた取組 

①避難場所が少ない気がする。多田小が唯一の避難場所。２～３か所あってもいいのでは。 

８ その他 

課題 

①新たな住民の流入が少なく、高齢化が進んでいる。 

②空き家が放置され、そこに野生動物が住みつく。 

③公民館が少ないので職員が常駐する施設が欲しい。 

解決に向

けた取組 

－ 
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【13 戸奈良地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①地域のきずなが薄れてきている。 

②地域住民のコミュニケーションが不足している。世代間の意見交換がない。 

③町内会の行事参加を望まない人も多い。 

④過大な人権意識や、過剰な権利意識が見受けられる。（高齢者だから、福祉サービスは

受けられて当然。というような考え） 

解決に向

けた取組 

①老人の人達とコミュニケーションをとる。 

②共働き世代の子どもの放課後の世話は、子どもにとっても心の成長としていい事であ

る。 

③人権意識が過大であり、個々の人の対応を検討して欲しい。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 ①施設が１か所しかなく、会合が競合しつつある。サロン活動などに支障をきたしている。 

解決に向

けた取組 

①公民館や市施設の一画をサロンとして開放できないか。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 ①高齢者は多数いるが、地域への貢献ができていないというか、できない。 

解決に向

けた取組 

①個人情報に関しては、聞き取る能力と秘密の保持のスキルが必要。 

②支援をする側の人に対する保険加入などの支援体制が必要。 

③安否確認だけでなく、高齢者の話をゆっくり聞くことが必要。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①子どもが少なくなってきて、PTA や育成会の活動が難しくなってきている。 

②地域の役職は高齢化がみられるが、若い世代は仕事が忙しくて手が回らない。 

③核家族化による人口減少、ボランティアの減少がある、将来福祉活動が困難になる。 

解決に向

けた取組 

①戸奈良地区では高齢者の方々への対応はとてもいい。できればその対応方法については

役割をできるだけ多くの人達に振り分けていただき、皆で支えあえればさらに良い方向

に行くと思う。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①高齢者が多く今後、買物難民が多く発生しそう。 

②小学校が遠い。 

③新しい道路ができて便利になったが、交通量が増え事故も発生する。 

解決に向

けた取組 

①子どもの送迎をやろうとしても、事故が発生した時、責任を問われかねないので協力で

きないなどあり、協力する人を支える体制が必要と思う。 

②スクールワゴンを巡回させてほしい。（防犯面からも） 
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６ 相談やアウトリーチについて 

課題 ― 

解決に向

けた取組 

①町会に対してもっと行政に関与してもらいたい。 

②地区社協への対応が行政と市社協の二本立てになっている。２者が緊密な連携をとり、

地区社協への指導・助言をしてもらいたい。 

７ 災害時の対応について 

課題 ①防犯面が心配である。 

解決に向

けた取組 

― 

８ その他 

課題 

①少子化に伴う小中一貫校になることに不安がある。 

②空き家、耕作放棄地が増加して地域が荒れてきている。 

③調整区域のため、戸数があまり増えず、少子化が進んでいる。 

④社協から提供されるサービスのメニューに対して、それのニーズの把握のため、もっと

行政が地域に出てくる必要がある。 

解決に向

けた取組 

― 
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【14 三好地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①近所との交流がなくなってきている。顔を合わせる機会が少ない。 

②レクリエーション大会や「みとこの郷」などの運営で実感する、絆の薄さ。 

③集団（老人会、地域行事）行動に参加する意識の低さ、集団行動を好まない。 

解決に向

けた取組 

①誰でも参加できる、公民館活動や地区全体の行事の開催。（若い人が集まりやすいもの） 

②世代のつながりが必要。 

③近所同士で田植えや稲刈りを手伝い、良い関係を築く。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 ①高齢者（シニア）サロン、「みとこの郷」に誘っても、入会を拒まれる。（特に男性） 

解決に向

けた取組 

①気軽に利用できる子育てサロン、高齢者サロンの設置。（利用しやすいように、お世話

係（館長とか）が常駐） 

②公民館などを利用した、地域住民の交流の場の設置。 

③老人クラブに参加することの意義を高めたい。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①地域の活動は特定の人に任せればよいと言う雰囲気が醸成されている。 

②困難を抱えていても、自分からＳＯＳを発信できない人も多い。親しく話をしようとす

ると、敬遠されるということがある。 

③子育て、高齢者のひとり暮らし、介護の問題も根っ子のところは同じところにたどり着

く。それを地域で支えるとなると無理が出てくる。行政の介入が必要。 

解決に向

けた取組 

①子どもは地域で育てるという姿勢が大切。 

②支える際、限度を超えて踏み込みすぎない。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 
①民生委員だけでは、目配りが足りないので、近所・地域の人の協力も必要。 

②ボランティアをやる人が少なくなっている。（特に男性の参加が少ない） 

解決に向

けた取組 

①見守りについて、介護の経験がある方とか昔の保健師さんのように、その道のプロの方

に登録をしていただき、定期的に訪問してもらえると安心。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 
①買い物や通院などに行けない、また、移動手段が限られてしまっている。 

②歩道や橋の整備が不十分。 

解決に向

けた取組 

①高齢者の交通手段（バスなど）の検討。 
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６ 相談やアウトリーチについて 

課題 － 

解決に向

けた取組 

①福祉サービス制度について、行政機関からの積極的なＰＲや情報提供が必要。 

②支援体制を組織して、困っていることを聞き取る。 

７ 災害時の対応について 

課題 
①町会長の立場での防災体制の啓発が課題。 

②防災についての問題意識を各自で考え、準備する必要がある。 

解決に向

けた取組 

①「自分の身は自分で守る」という事を念頭に、各自で備えることの必要性を周知する。 

②防災無線の活用方法。 

８ その他 

課題 
①野生動物（イノシシ・サルなど）による農作物の被害。 

②防犯灯がない地域が多い。 

解決に向

けた取組 

①子どもの登下校時の不審者対策。（畑に出ている人に声をかけてもらう） 
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【15 野上地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①近所付き合いなど、地域の絆が薄れてきている。 

②世代間の交流が少なくなってきた。 

③地区外に出ると誰だか分からない、行事に参加しない人が多くなっている感がある。 

④地域の交流は必要だと感じるが、住民の高齢化が進んでおり、負担に感じる部分もある。 

解決に向

けた取組 

①若い世代の参加意欲の出る行事を考える。 

②広報の配布などはできるだけ個別に声をかけて班内で情報交換する。そっと見守るのも

あり。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 ①地域で集まれる場所がない。 

解決に向

けた取組 

①集まれる場所として公民館などを活用できれば。 

②地域の人達が集まりコミュニケーションを取れる場所をつくる。 

③高齢者が気楽に集える場所の設置。 

④老人クラブの活性化。（グラウンドゴルフ、輪投げ、カラオケなどを定期的に実施） 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①介護されるような年齢の人が介護している。 

②困りごとや支援してほしいことがあるのかないのか、干渉されたくないのか、本音を察

することが難しい。人に迷惑をかけたくないと思っている人が多い。 

③高齢者のひとり暮らしの増加。 

解決に向

けた取組 

①「向こう三軒両隣、遠くの親戚より近くの他人」的な福祉の考え方の周知。 

②隣近所の支え合いには限界もあるので、地域としての見守り活動のルール化、組織化。

困った時に助けを求め合える仕組みづくり。 

③町会役員や班長の定期的な見守り、声かけが大事。町会役員と民生委員の連絡を密にす

るのも大事。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 
①高齢化が進み、災害時などいざという時に動ける人が少ない。 

②ボランティアの高齢化。 

解決に向

けた取組 

①見守り給食に関わるボランティアが 120 人以上いる。 

②報酬を支払って、知識、経験、技術のある専門職などの人材確保・育成を行政で実施す

る。 

③無理なく、気負いなく活動し、見守り事業を継続させる。 
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５ 移動・交通・道路環境について 

課題 ①高齢者など交通手段がない。（地域の行事に参加したくても、行けない） 

解決に向

けた取組 

①独居高齢者や高齢者世帯への買い物支援。 

②週に１～2 回の、タクシーやバスで街まで買い物に連れて行ってもらえるような交通手

段の整備。 

③地域の活動に参加したい高齢者の移動手段の確保。（地区の運動会などでバスを出すな

ど） 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 － 

解決に向

けた取組 

①報酬を支払って、知識、経験、技術の有る専門職や行政でのサービス実施。 

②高齢者が多いので、時々詐欺被害防止の講習会を実施する。 

７ 災害時の対応について 

課題 

①いざという時に避難所が遠い。 

②大雨の時などに逃げ場がない。 

③災害時の警報がない。 

解決に向

けた取組 

①街灯を増やす。防犯面、安全面として。 

８ その他 

課題 

①空き家の増加。 

②耕作放棄地。 

③獣害が多い。サルやヒルがいて、高齢者の趣味である野菜作りや畑仕事ができない。 

④若い世帯や子どもが少ない。地域の過疎化。 

解決に向

けた取組 

①防犯の観点からも、街灯を増やしてほしい。 

②獣害について対策を行政も一緒に考えてほしい。 
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【16 新合地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①昔のような近所付き合いがなくなり、地域のつながりが薄れてきている。 

②共働きの家族が多く、昼間は留守の家がほとんどで、用事があるときは夜や日曜日でな

いと会えない。 

解決に向

けた取組 

①様々な世代の交流が持てると良い。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 

①高齢者サロンに、家の外に出るのが苦手な人をどう誘うか。 

②老人クラブへの参加者が年々減少し、運営が成り立たなくなり、困っている。 

③子どもが安心して遊べる場所がない。 

④公民館が欲しい。 

解決に向

けた取組 

①地域での、見守り、むらづくり、公民館の行事の実施。 

②介護施設の行事への参加。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①誰がどのような支援を必要としているのかという地域の現状がわからない。 

②町会役員、民生委員、福祉協力員などで現状を共有し、対応していく必要がある。体を

壊した時など、どうするかが課題。 

③介護サービスや障がい者支援などの制度も使って初めて知る。 

④困ったことがあっても、誰にも相談しない。（大変になるまで家族で抱え込む） 

解決に向

けた取組 

①個人情報などの問題もあるが、地域全体で情報の共有化が必要。 

②近所付き合いを通じて地域で支え合い、時には必要なサービスも提供してあげられるよ

うな体制づくり。 

③遠くから見守ることも大事。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①実際、活動しているのは、年齢の高い人が多い。 

②年々、戸数の減少とともに核家族化、高齢化しているため、町内会の役員選出などで支

障をきたしている。 

解決に向

けた取組 

①皆で協力し合える体制づくりなどの工夫が必要。 

②認知症サポーター養成講座を開催している。もっと地域住民に参加してもらい理解を深

めてほしい。 

③施設で地域の方による有償ボランティアをお願いしてきてもらっている。今も継続して

いる。 

 



１９５ 

 

 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①子どもの登下校時での防犯・事故が心配。 

②高齢者の買い物について大変だという意見が多数出ている。（店が少ない、運転ができ

ないなど） 

③外出時、バス停までが遠い。活動するにも出かける手段が限られてしまう。 

④免許がなくなると買い物に行けない。 

解決に向

けた取組 

①道の駅からの移動販売を利用している。 

②子どもの登下校時の見守りボランティアを募集し、実施している。 

６ 相談やアウトリーチについて 

課題 ― 

解決に向

けた取組 

①住民の身近な相談相手がいるといい。定期的に訪問してもらえると心配事や困ったこと

が自然に話に出るのではないか。 

７ 災害時の対応について 

課題 
①いざという時の体制が分からず不安である。 

②防災関係の情報伝達に問題がある。特に高齢者のひとり暮らしの人。 

解決に向

けた取組 

①避難時の協力体制。 

②緊急時の避難施設として、遠原の里を有効活用できないか。 

８ その他 

課題 ― 

解決に向

けた取組 

― 
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【17 飛駒地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 
①地域との交流が少なくなってきており、近所付き合い、地域の絆がなくなっている。 

②多世代で交流できる場や機会が少なくなっている。 

解決に向

けた取組 

①多世代で交流する機会が年に数回あればよいと思う。 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 ①地域全体での交流の場が少ない。 

解決に向

けた取組 

①気軽に集える居場所づくり。 

②サロンの参加者を増やすための声かけが必要。 

③全ての人が参加できるお祭りの開催など、個人や町会が集まれる体制づくり。 

④地域の方の興味や関心のあるものが分かれば、つどいの場で管理して活用する。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 ①シニア世代は多数いるが、地域への貢献ができていないというか、できない。 

解決に向

けた取組 

①安否確認だけでなく、高齢者の話をゆっくり聞く事必要。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 ①地域の役を嫌い、地域から抜けてしまう人がいる。 

解決に向

けた取組 

①民生委員の担当範囲が広く大変なので、地域で民生委員のサブ的役割を担ってくれる人

を募る。 

②地域活動などをリードしてくれる人材が欲しい。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 ①商店が少なく、買物難民が今後増えると思う。 

解決に向

けた取組 

①付き添いボランティアをしてくれる人が欲しい。 

②買物支援ボランティアが欲しい。 
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６ 相談やアウトリーチについて 

課題 

①子育て世帯については、保育園でも「あそぼう会」を開いて、地域の人たちを受け入れ

ている。そこでは、子育てのあらゆる悩みに答えるべく体制を整えている。他の施設で

も行っていると思うが、こういったことを孤立している人たちに知らせることが必要。 

解決に向

けた取組 

①社会福祉に関する情報や、認知症介護のやり方の基本などの勉強会や講習会を開いてほ

しい。 

②子育て世帯に対して、保育園ではあらゆる悩みになるべく体制を整えているが、地域の

人達、特に孤立してしまっている人に対して PR していくことが必要。 

７ 災害時の対応について 

課題 
①防災無線の聞こえない地域がある。 

②街灯が少なく、周りが暗い。 

解決に向

けた取組 

－ 

８ その他 

課題 

①子どもの登下校時や散歩のときに人通りが少ないため、獣との遭遇や防犯面が心配であ

る。 

②獣、（鹿、サル、イノシシ）などの獣害が心配。 

③人口の減少、過疎化に対して不安がある。 

④子育てをしながら、働く家庭について。 保育園は、祝日、日曜日は、運営していない。 

 学童は、日曜日、運営していない。 

解決に向

けた取組 

－ 
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【18 葛生地区】 

１ 身近な地域での付き合いについて 

課題 

①女性会、老人会がなくなったことにより、他の地区との交流が少なくなった。 

②近所付き合いや地域の絆が薄れてきている。 

③若い人と高齢者との交流の機会が少ない。 

解決に向

けた取組 

－ 

２ 地域で生活する上での居場所について 

課題 ①みんなと話し合いができる集まれる機会がない。 

解決に向

けた取組 

①町会や班で集まり話し合える機会や場所をつくる。 

３ 地域における見守り・助け合い活動について 

課題 

①近所の集まる機会が少なくなっており、困っている人がどこにいるかわからず、手助け

しようにもできない。 

②独居でひきこもり、仕事嫌い、親戚や近所からも孤立している人がいる。 

解決に向

けた取組 

①福祉まつりなどみんなと交流できるイベントを今後も続けていく。 

②困りごと相談窓口を利用する。 

４ 地域活動に関わる人材の確保・育成について 

課題 

①老人クラブへの参加を呼びかけても若い人が参加してくれない。 

②高齢者が多く、リーダーになる者がいない。 

③ボランティアが高齢化しており、若返りが必要。 

④支援する側の役割を担う人は、できる人や、やってくれる人に依頼しがちになり個人負

担が重くなる傾向が強い。 

解決に向

けた取組 

①子どもの登下校の安全のため旗当番を６世帯でまわしているが、学校に働きかけする。 

②仕事や家庭が一段落した世代がボランティア等で次の活躍の場をつくる。 

③高齢者の気軽な話し相手をつくる。 

④人の減少とともに地域の活動も難しくなると思うが、子どもの頃から地域活動に進んで

参加していくことで、成長しても気兼ねなく地域に溶け込んでいけるようになる。 

５ 移動・交通・道路環境について 

課題 

①子どもが登下校する際に街路灯が少ない。暗い道を通るため親の送迎が欠かせず負担が

大きい。 

②交通機関が少ない。 

③タクシーを利用すると高額になってしまう。 

④家から県道に出るまでに距離があったり坂があったりして危険。 

解決に向

けた取組 

①子どもたちにも福祉タクシーが使えないか。 

②サロンでもバスがでれば参加者が増えるのではないか。 

③免許を返上した人が、移動する手段を増やしてほしい。 
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６ 相談やアウトリーチについて 

課題 ①回覧しても情報が広がっていかず、町会がマンネリ化している。 

解決に向

けた取組 

①回覧版をまわす時は顔をみて手渡す。 

７ 災害時の対応について 

課題 
①鳥獣被害や土砂災害の起こりやすい地域なので災害が発生した場合、どのようにしたら

良いか不安である。 

解決に向

けた取組 

①災害を想定した避難訓練や安否確認訓練等を行う。 

８ その他 

課題 

①町会で何かやろうとしてもお金がない。ボランティアで奉仕といってもある程度は報酬

が必要。 

②広報紙だけではなかなか住民に行き届かない。必要最小限のことは回覧でやれないか。 

解決に向

けた取組 

①無償ボランティアに頼るだけでなく、有償ボランティアを考えてみてはどうか。 

②回覧版を手渡ししながら情報交換をする。 
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１０ こども会議 

 

実施概要 

（１）こども会議の目的 

佐野市及び市社協で策定する、第３期佐野市地域福祉計画及び第３次佐野市地域福祉活

動計画に地域住民の福祉ニーズを反映するため、市内全域で組織されている、18 の地区社

協において地区座談会（市民会議）を実施しました。 

こどもの街宣言をしている本市においては、地区座談会では聞くことのできなかった

小・中学生からの意見を、両計画に反映するため、「こども会議」を開催しました。 

 

（２）実施日時等 

■実施日：平成 30（2018）年 2 月 10 日（土）13 時 30 分～16 時 

■実施場所：佐野日本大学短期大学 社会福祉棟 3 階 405 教室 

■参加者：市内小中学生 29 名（市内小学生 14 名、中学生 15 名） 

 

（３）こども会議の進め方について 

こども会議は、参加者が 5 グループに分かれて行いました。 

中島委員長（佐野日本大学短期大学 准教授）に講義及び進行をしていただき、各グルー

プにサポーターとして短大生の協力のもと行われました。 

 

（４）こども会議のプログラム 

○「福祉」についてのお話 

はじめに、中島委員長から福祉の考え方について講義をしていただきました。 
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○グループごとに自己紹介 

参加者は５つのグループに分かれ、それぞれのグループを「島」とし、参加者は「住民」

という設定で、グループごとにひとりずつ自己紹介を行い、参加者の一人を「支配人」（司

会）として決めました。また、島の名前を佐野市に関わりのあるキーワードから決めまし

た。 

 

   

 

○ワーク（個人＆グループ） 

地域を島にたとえ、「こんなことがあれば誰もが住みやすい島になる」ことをふせんに

書き出し模造紙に貼りました。また、類似している意見をふせん紙でグループ分けし、見

出しを付けました。 

また、それらをもとに「島の目指す目標」と「自分たちができること」「大人におねが

いしたいこと」を考えました。 

模造紙が完成したところで、島の住民は他の島に出張（移動）し、どのような意見が出

たかを確認しました。また、支配人は、自分の島で語られたことを出張者に話しました。 

 

○発表 

完成した模造紙をもとに、出た意見や検討した内容を発表しました。 
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